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かつ公平な総合的な 業務上外の判断が 可能となる。 

なお、 関係者の申述が 食い違う場合等にあ っては、 両者の食い違いのない 部 

分 のみを事実として 認定するのではなく、 その資料の不足、 申述の食い違い 等 

を 解消するという 態度が必要であ る。 

2  フライバシ一の 保護 

精神障害の業務上外を 判断するに当たって、 当該労働者及び 関係者から聴取 

を行 う 場合は、 当該労働者の 業務による心理的負荷に 関連する情報のほか、 当 

該 労働者の業務以外の 心理的負荷の 有無やその程度、 精神障害の既往 歴 等の個 

体側要因に関する 情報が必要であ り、 これらの情報収集に 当たっては、 当該 労 

働 者のプライバシ 一に係る事項に 立ち入らざるを 得ない。 その結果、 収集され 

た情報の中には、 当該労働者はもとより 関係者のプライバシ 一に関わる内容の 

ものが多く含まれていることから、 プライバシ一の 保護の観点から 収集した情 

報については、 その情報管理に 十分慎重を期さなければならない。 

第 2  具体的調査の 進め方 

1  調査計画の策定 

迅速、 適正な調査を 実施するため、 収集すべき資料及び 照会先、 聴取対象者 

の選定及び各々からの 聴取事項、 調査時期、 調査方法、 役割分担等について 検 

討を加え、 速やかに調査計画を 策定し、 これに基づき 計画 由 りな処理を行 う 。 

2  調査の早期着手 

精神障害は、 認定困難な事案であ るとともに調査が 広範にわたるなどにょり   

その処理にあ る程度の期間を 要するため、 請求後遅滞なく 調査に着手すること 

が 肝要であ る。 

治療 歴 のあ る事案については、 当該労働者の 発病時期、 疾患名、 病状、 治療 

経過等事実認定のための 資料の確保が 比較的容易であ るが、 この場合でも 保存 

年限等との関係から 早期入手に努める。 

治療 歴 のない事案については、 特に関係者からの 聴取が中心となることから、 

可能な限り早期に 関係者からの 聴取を行 う 。 

3  効率的な調査 

請求人が申述する 業務による心理的負荷の 程度を客観化するため、 請求人が 

申述する当該精神障害の 発病に関与したとする 事項を中心に、 関係者に対する 
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聴取の実施、 関係資料の収集等効率的な 調査を行 う 。 その際、 調査着手の早い 

時期から、 精神科等の地方労災医員に 具体的な調査事項を 相談し、 調査の ポイ 

ント を明らかにした 上で調査することも 効率的な調査にっながる。 

なお、 請求人の申述と 関係者の申述に 食い違いが生じた 場合には、 再度請求 

人及び関係者に 対し、 思い違いはなかったのか 等の事実確認調査を 行 う 必要が 

あ る。 

第 3  調査事項等 

今回示された 判断指針の業務上覚の 判断の基本骨子は 、 

① 精神障害の発病の 有無、 発病時期及び 疾患名の確認、 

② 当該精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の当該精神障害の 発病に関与した 

と考えられる、 業務による出来事の 把握及びその 出来事に関わる 心理的負荷 

の 強度の評価 

③ 当該精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の当該精神障害の 発病に関与した 

と 考えられる、 業務以外の出来事の 把握及びその 出来事に関わる 心理的負荷 

の 強度の評価 

④ 精神障害の既往 歴 等の個体側要因の 評価 

によ る総合判断であ ることから、 それぞれについて 具体的かっ詳細に 調査する 

必要があ る。 

なお、 自殺事案については、 精神障害の発病の 有無、 発病時期、 疾患名を明 

らかにし、 当該精神障害による 自殺と判断できるかを 検討するとともに、 精神 

障害発病後相当期間経過した 後の自殺であ る場合には当該精神障害の 治療経過 

等によって 治 ゆの可能性や、 業務以外の新たな 出来事による 心理的負荷の 存在 

との関係についても 検討されなければならない。 

1  精神障害の発病の 有無等に関する 調査 

(1) 治療 歴 のあ る事案 

主治医からは、 当該労働者の 発病時期、 疾患名、 病状、 治療経過等に 関す 

る 意見書を求める。 

この場合、 主治医からは、 意見書作成の 根拠となった 診療録、 性格テスト、 

カウンセリングの 結果や血液生化学的検査等の 結果、 看護記録、 投薬状況等 

の 治療経過に関する 医 証も併せて入手する。 主治医から当該労働者等の 同意 
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を 求められた場合には、 当該労働者等から 同意を得る必要があ る。 

なお、 関係者からは、 当該労働者の 様子等に関して、 いつ頃 から、 どの ょ 

う な所作・言動から 当該労働者の 精神あ るいは身体の 変調に気付いたかに っ 

い て詳細に聴取する。 

また、 主治医及び関係者等からは、 他の医療機関の 受診に係る情報にっ い 

ても併せて確認する。 

(2)  治療 歴 のない事案 

治療 歴 のあ る事案と同様に 関係者から、 当該労働者の 様子等に関して、 い 

つ頃 から、 どのような所作・ 言動から当該労働者の 精神あ るいは身体の 変調 

に 気付いたかについて 詳細に聴取する。 

なお、 その際家族以外の 関係者からは、 請求人の申述を 裏 付ける情報はも 

とより、 事業場における 当該労働者の 行動、 勤務終了後の 飲酒状況等の 情報 

も 得るよ う 努める。 

また、 治療 歴 のあ る事案も同様であ るが、 事業場からは、 定期健康診断 個 

八票を始め、 入社時の適性検査結果、 人事管理部門で 作成している 人事考課、 

等があ れば収集する。 さらに、 当該労働者のこれまでの 健康状態、 当該業務 

の 精神健康上の 間 題 等の情報については、 事業場の産業医の 意見が参考とな 

るので、 可能な限り協力を 求める。 

2  業務に よ る心理的負荷に 関する調査 

(1) 精神障害の発病に 関与した出来事の 調査 

判断指針の別表 1 を参考に、 当該精神障害発病双おおむね 6 か 月の間に当 

該 精神障害の発病に 関与したと考えられるどのような 具体的出来事があ った 

のか、 それは同種の 労働者とと ヒ べてどの程度のものであ ったのかについて、 

当該労働者、 関係者より具体的に 聴取等に よ り調査する。 

なお、 その際、 別表 1 の (2) の欄に示す具体的出来事に 対応した修正する 際 

の 着眼事項の項目についても 調査する。 

また、 当該精神障害の 発病に関与したと 考えられる具体的出来事が 複数 認 

められる場合には、 その各々について 同様に調査する。 

(2) 労働時間等の 調査 

労働時間等の 調査は、 出来事後の業務量の 変化を客観的に 把握する資料と 
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なることから、 発病に関与したと 考えられる具体的な 出来事の双後に 分けて 

調査する。 

労働時間等の 調査に当たっては、 タイムカード、 出勤簿、 業務日報、 賃金 

台帳 記載の時間外及び 休日労働割増賃金額、 上司・同僚・ 部下からの聴取等 

により把握すること。 

なお、 労働時間中における 労働の密度についても 聴取等により 調査する。 

また、 労働時間等の 調査において、 個人所有の資料としては、 手帳 、 家計 

簿 、 カレンダ一等に 業務に関する 記載が行われている 場合もあ る。 この場合、 

当該労働者の 手帳 については、 直接当該労働者が 日々記載したものであ るた 

の 証拠的価値は 高いが、 家族が記載した 家計簿、 カレンダ一等については、 

証拠価値は低いことがあ るので留意する。 

タイムカード 等により労働時間の 実態の把握が 行われていない 場合につい 

ては、 当該労働者の 実際の労働時間の 推定には、 同一職場の上司、 同僚、 部 

下等の労働時間数の 実態が参考となる。 また、 会社の警備記録に よ る就業者 

名簿や施錠者名簿、 夜間金庫の利用時間等から 実際の業務終了の 時間と推定 

することができることもあ る。 

(3) 仕事の量の変化の 調査 

出来事に伴 う 仕事の量の変化については、 出来事の双後における 当該労働 

者の労働時間等の 変化の調査により 行 う こととなるが、 そのほかに、 生産量 

の 変化、 売上金額の変化、 契約件数の変化、 人員配置の変化等の 調査も参考 

となる。 

なお、 出来事に伴 う 変化を評価する 上で当該労働者の 通常の仕事の 量を調 

査しておく必要があ る。 

(4) 仕事の質の変化の 調査 

出来事に伴い 具体的に労働の 内容がどのように 変化したのか、 その変化は 

当該労働者の 学歴、 職歴、 資格、 経験等から見て 困難だったのかどうか 具体 

的に調査する。 

また、 被災者の仕事への 適応状況を理解するため、 雇 入れ後の経歴にっ い 

ても調査する 必要があ る。 

(5)  責任の変化の 調査 
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出来事に伴う 責任の大きな 変化、 特に重い責任の 発生などの具体的出来事 

の内容がどのようなものであ ったのか調査する。 

その際、 組織 図 、 事務分掌、 組織規定、 部下の数等の 他、 新たな仕事が 事 

業場 においてどの 程度注目されていたか 等についても 調査する。 

(6)  裁量性の欠如の 調査 

人事異動、 配置転換等によって 単調で孤独な 繰り返し作業等につくことと 

なった場合には、 その作業の内容、 裁量性の欠如の 状況について 調査する。 

(7) 職場の物的、 人的環境の変化の 調査 

人事異動、 配置転換等によって 職場の物的環境が 変わった場合には、 騒音 

・暑熱等等作業環境が 劣悪に変化した 状況について 調査する。 また、 人間関 

係から生じるトラブルについては、 その具体的内容、 原因等について 調査す 

る 。 

(8)  支援・協力の 状況の調査 

出来事が起きた 後、 その出来事への 対応を当該労働者にどの 程度任せたの 

か 、 責任の分散を 図ったのか、 問題解決のために 事業場、 上司、 同僚、 部下 

が具体的にどのような 支援、 協力をしたのか 等について、 その対応時期、 内 

容について具体的に 調査する。 

3  業務以外の心理的負荷に 関する調査 

業務以外の心理的負荷については、 業務による心理的負荷と 同様の評価を 行 

う 必要があ る。 特に、 経済問題、 夫婦関係、 男女問題、 家族の病気、 両親の介 

護 等については、 一般的に強い 心理的負荷とされていることから、 関係者から 

それらの存在の 可能性が示唆される 情報を得た場合には、 請求人にその 事実の 

有無、 内容、 程度について 必ず聴取する。 

なお、 関係者からはどのようにしてその 事実を知ったのかを 具体的に聴取し、 

裏 付けを行う。 

また、 請求人からの 聴取以外にも、 業務以外の心理的負荷の 存在を裏 付ける 

具体的資料として、 例えば、 当該労働者自身の 健康上の間 題 、 両親の介護問題、 

子供の病気等を 把握するため、 医療機関受診記録の 入手や市町村の 介護認定等 

級に関する資料等が 参考になる場合があ ることから、 これらの個人情報に 関す 

ることは、 当該労働者及び 家族に調査の 必要性を説明し、 それらの協力を 得て 
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入手するよ う 努める。 同様に、 子供の非行問題については 教育機関から 出席日 

数等の資料を 入手するよ う 努める。 

4  既往 歴 等の個体側要因に 関する調査 

(1)  精神障害の既往歴の 調査 

当該労働者の 精神障害の既往歴については、 当該労働者及び 家族等から 聴 

取 を行       

なお、 既往 歴 があ ることが確認された 場合には、 主治医から、 当該労働者 

0 発病時期、 疾患名、 病状、 治療経過等に 関する意見書を 求める。 

この場合、 主治医からは 意見書作成の 根拠となった 診療録、 性格テスト、 

カウンセリングの 結果や血液生化学的等の 諸検査結果、 看護記録、 投薬状況 

等の治療経過に 関する 医 証も併せて入手する。 主治医から当該労働者等の 同 

意を求められた 場合には、 当該労働者等から 同意を得る必要があ る。 

さらに、 主治医及び関係者等からは、 他の医療機関の 受診に係る情報にっ 

いても併せて 確認する。 

(2) 生活史 ( 社会適応状況 ) の調査 

生活史 ( 社会適応状況 ) の調査については、 職場関係者から 職場における 

仕事への取組み 姿勢、 人間関係、 言動等に非常識な 側面がなかったか 等につ 

い て聴取するとともに、 家族等から、 生い立ち、 学生生活、 家庭生活におけ 

る 特徴的なエピソードについて 聴取する等可能な 範囲で調査する。 

なお、 社会適応状況を 示す資料としては、 事業場の人事考課記録等の 資料、 

転職歴のほか、 趣味、 友人の数等も 参考になる。 

(3)  アルコール等依存状況の 調査 

アルコール等依存状況の 調査については、 飲酒機会の頻度、 1 回 当たりの 

飲酒量、 酒類の種類等について 調査する。 

習慣飲酒 ( 毎日酒を飲むこと ) 、 連続飲酒 ( 休日に朝から 飲む、 連休などに 

2 、 3 日間夜昼なく 飲み続ける ) 、 生活上の乱れ ( 二日酔いで欠勤、 酩酊で ト 

ラブルなど ) 、 記憶喪失、 身体症状 ( 手のふるえ、 肝 障害など ) 等の情報は重 

要であ る。 

また、 麻雀、 競輪、 競馬、 競艇等に多額の 現金を費やす 等過度の賭博好き 

等破滅的行動傾向がないかについても 調査する必要があ る。 
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(4) 性格傾向の調査 

当該労働者の 性格が 、 明るいか物静かか、 几帳 面かル一 ズか 、 責任感が人 

一倍強いかそうでもないか、 さっぱりしているかこだわるか、 相手の気持ち 

に 自分を合わせるか 自己主張が強いか、 感情的に安定しているか 気分が変わ 

りやすいか、 気長か短気か、 社交家か否か、 積極的か消極的か、 多弁 か 寡黙 

か等 その人の人となりが 分かるような 調査を行 う 。 

(5)  その他の個体側要因 

家族の精神障害の 既往歴及び自殺歴の 調査については、 無理に調査する 必 、 

要はないが、 家族以外の関係者等から 情報が得られた 場合には、 請求人に確 

誌 する。 

5  自殺時の行為等に 関する調査 

遺書、 個人的メモ等の 存在が判明した 場合には、 関係者からその 写しを求め 

る。 

また、 警察署や死体を 検案した医師に 協力を依頼して、 自殺時の状況、 死因、 

自殺と判断した 理由等について 可能な限り詳細に 調査する。 

なお、 精神障害の病態として 自殺念慮が出現する 蓋然性が高いとは 医学的に 

認められない 精神障害を発病していたと 認められる事案については、 当該労働 

者が犯罪、 事業場内の不正等を 秘匿する立場に 置かれていなかったか、 処遇 や 

仕事に対する 不満や恨みをもっていなかったか、 日頃 から逃避傾向が 強かった 

かどうか等についても 調査する。 

第 4  聴取に当たっての 留意事項等 

t  基本的留意事項 

聴取を行 うに 当たっては、 主に次の事項に 留意する。 

ィ 聴取対象者 は 、 当該労働者、 関係者等広範に 及ぶが、 それぞれの対象者 か 

ら、 何を聴取すべきか 聴取項目を整理した 上で聴取を行 う 。 

ロ 聴取対象者の 選定に当たっては、 事実をより客観的に 明らかにするため 複 

数の者からの 聴取が必要であ るが、 必要以上の聴取対象者の 重複は避ける。 

ハ 請求人と関係者の 聴取内容に食い 違いが生じた 場合には、 再度、 請求人等 

に 思い違いがなかったか 等確認の聴取を 行       

ア
ム
 

、
 
口
 

 
 

T
 

 
 

 
 等

 
グ
 

ン
 

@
 

セ
 

ン
 

ウ
 

カ
 

る
 

よ
 

こ
 

 
 

 
 

Ⅱ
Ⅰ
 

ロ
 

 
 

0
 

す
 ・
 
上
 

専
戸
 

 
 

療
、
 

弼
 
ム
ロ
 

Ⅰ
 

る
 

よ
 

こ
 

 
 

下
 
Ⅲ
 

自
 

医
 

 
 よ

刀
 

労
働
者
 

 
 当

 
一
 



療等 」という。 ) を 継続している 場合には、 本人からの聴取の 時期等について 

治療等を行っている 医師と十分に 相談をしてから 聴取を行う。 

なお、 直接聴取することが 適切ではないと 判断される場合には、 当該労働 

者より申立書を 提出させる。 

2  聴取対象者別の 具体的聴取事項 

精神障害に係る 労災請求事案の 処理に当たっては、 当該労働者の 精神障害 

の発病の有無、 請求人の主張する 精神障害の発病に 関与したと考えられる 具 

体的 出来事の把握及びその 出来事に伴 う 仕事量の変化等の 程度はどの程度の 

ものであ ったか等を事実確認することが 重要であ る。 そのためには、 請求人 

の 主張を余すことなく 聴取した上で、 その後に、 請求人が主張した 事実の裏 

付けを行 う 必要があ る。 

請求人、 関係者から聴取すべき 主要事項は次のとおりであ る。 

ィ 請求人 

① 精神障害の発病の 有無等に関する 事項 

いつ頃 からどのような 身体的、 精神的変調を 来したと感じたか、 また、 

自殺事案にあ っては、 それはどのような 所作、 言動からそのように 感じ 

たのか、 そのことを示す 具体的エピソード ( 何時、 何処で、 誰と ) はど 

のようなものであ ったか、 そのことを誰かに 相談したかについて 聴取 す 

る 。 

具体的には、 食事量の増減、 体重の増減、 飲酒量の増減、 不眠、 早朝 

覚醒等の心身の 変調、 服装の乱れ等の 外見上の変化、 表情、 話し方、 動 

作 、 気分等の変化、 幻覚、 妄想等があ ればその内容、 その他通常と 異な 

る反応、 行動等があ げられるが、 それらに気付いた 具体的事実及びその 

出現時期、 また、 それらがその 後時間経過とともにどのように 変化した 

か等について、 具体的に聴取する。 

② 業務に よ る心理的負荷に 関する事項 

業務によるどのような 具体的出来事及び 出来事に伴う 変化等が当該 精 

神 障害発病の原因と 考えているのかについて、 詳細かっ具体的に 聴取 す 

る 。 また、 そのように考えていることを 裏 付ける具体的資料があ るのか 

について聴取する。 
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求人の認識に 対し、 職場の関係者はどのように 認識しているかを 具体的 

に聴取する。 

なお、 その結果、 請求人と職場関係者の 聴取内容の一致する 点、 食い 

違 う 点を明確に整理し 、 食い違う点の 解消に努める。 

ハ 両親 

両親からは、 主に個体側要因に 関することについて 聴取する。 当該労働者 

の 幼年時代、 学生時代のり 患 歴、 特徴的なエピソード、 友人関係、 趣味の内 

容 等についても 参考になる。 また、 両親と請求人の 間の人間関係、 請求人と 

配偶者の間の 人間関係については 参考になる。 

三 友人 

当該労働者の 個体側要因に 関することで 知っていることがあ れば聴取 す 

る 。 

また、 当該労働者から 具体的な悩み、 相談がなかったかどうか、 あ った と 

すればいっ 頃 かほついて聴取する。 学生時代の特徴的なエピソード、 友人関 

係、 趣味の内容等についても 参考になる。 

ホ 取引先 

業務による出来事が 取引先に関係する 場合には、 出来事の具体的事実等に 

ついて取引先からも 確認する。 

第 5  区 証等 関係資料の収集 

1  主治医等からの 医証 等の収集 

精神障害の治療及び 既往歴、 その他の疾病の 治療及び既往歴、 健康状況は、 

個体側の要因を 評価する上で 重要な医学的証拠となることから、 定期健康診断 

の 結果の入手はもとより、 主治医から診療記録等 医 証の収集に努める。 

なお、 その際、 業務上外の判断の 意見は照会しないこととする。 

主治医等から 求める 医証は ついては、 次のようなものがあ る。 

(1) 主治医からの 国乱 

精神障害の治療を 受けている場合には、 

① 受診の端緒 

② 初診時における 状況及び主訴 

③ 疾患名及びその 根拠 

一 13 一 



④ 発病時期及び 治療時期 

⑤ 投薬状況等治療内容 

⑥ 治療経過 

の 心理カウンセリング、 性格テスト、 血液検査等各種検査結果等 

⑧ その他参考となる 事項 

ほ ついての意見書を 求める。 

その際、 意見書作成の 根拠となっている 診療記録、 看護記録等の コピ 一の 

提出の協力を 求める。 

精神障害以外の 治療を受けている 場合には、 

① 疾患名 

② 発病時期及び 治療期間 ( 入院、 外来の別 ) 

③ 投薬状況等治療内容 

④ 治療経過等 

⑤ その他精神障害のり 患に関連する 事項 

ほ ついて意見書を 求める。 

その際、 必、 要に応じて意見書作成の 根拠となっている 診療記録、 看護記録 

等の提出の協力を 求める。 

(2) 産業医からの 医証 

事業場で行われる 健康診断結果等に 基づく当該労働者の 従来からの健康状 

態 、 当該労働者の 精神健康上の 間題の有無、 当該労働者が 従事した業務の 精 

神 健康上の間題の 有無等の情報について 意見書を求める。 

2  関係資料の収集 

請求人及び事業場等から 収集する主な 関係資料として 以下のものがあ る。 

(1) 請求人 

① 当該労働者の 業務実態を把握できる 当該労働者が 記入していた 手帳 、 日 

記 、 メモ 

② 遺書 

③ 死亡診断書 

(2) 事業場 

① 会社概要、 組織 図 ( 人員配置 図 ) 
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② 就業規則、 時間外及び休日労働に 関する協定書、 その他労使協定 

③ 採用時の履歴書 

④ 社内履歴 

⑤ 入社時適性検査結果 

⑥ 人事考課 

の 健康診断個人 票 

⑧ 労働時間等を 把握する資料 ( タイムカード、 出勤簿、 業務日報、 賃金台 

帳 等 ) 

⑨ 仕事の内容を 把握する資料 ( 事務分掌、 作業マニュアル、 作業工程、 進 

行 管理表、 業務指示 書等 ) 

⑩ 仕事の量を把握する 資料 ( 生産量、 売上金額、 契約件数等 ) 

(3)  警察署 

① 事故状況調査記録 ( 自殺の手段、 自殺の状況等 ) 

② 自殺と判断した 理由 

③ 死体検案書 
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n 調査・取りまとめ 様式 
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調査漏れの防止、 結果の取りまとめの 便宜のために、 あ るいは、 地方労災医員 

の合議資料、 署内決裁の便宜のために、 別添様式Ⅰから 4 を活用することとする。 

なお、 この様式を参考に 事案ごとに様式を 工夫して差し 支えないものであ り、 

様式に記載されていない 特記事項があ れば、 附記するとよい。 

上 様式 1 について 

様式 1 は、 調査した事項について、 

① 事業及び事案の 概要 

② 当該労働者の 属性に関すること 

③ 当該労働者の 日常業務 

④ 当該労働者に 出現した症状等 

⑤ 業務及び業務以覚の 要因に関する 請求人の申述とそれらに 対する調査結果 

⑥ 当該労働者の 個体側要因 

⑦ 主治医の意見 

⑧ 産業医の意見 

⑨ 請求人提出の 専門医の意見等 

の項目に分けて 整理するものとなっている。 

また、 取りまとめられた 各々が、 添付のどの資料の 何人一 ジに 記載されてい 

るかについても 整理できるものとしている。 

2  様式 2 について 

様式 2 は、 調査の結果を 時系列に整理し、 発病の時期、 それ以前の出来事、 

その状況等を 明確にするための 調査 票 であ る。 特に、 治療 歴 のない事案にっ い 

ては、 精神障害の発病の 有無、 発病時期、 発病した精神障害を 検討するのに 有 

効であ る。 

3  様式 3 について 

様式 3 は、 精神障害発病双おおむね 6 か 月前の時間外労働、 休日労働等の 状 

況を明確にするための 調査 票 であ る。 

なお、 精神障害発病のおおむね 6 か 月前より以前の 勤務状況と比較する 必要 

があ る場合も多く、 その場合には 1 年程度の把握が 必要となる。 

4  様式 4 について 

様式 4 は、 地方労災医員の 合議による業務による 心理的負荷、 業務以外の心 
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理 的負荷及び個体側要因についての 検討結果等について、 結論を取りまとめる 

ための取りまとめ 票であ る。 
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精神障害等の 業務起因性判断のための 調査 票 

同 署 

第 昔事業の種類 

  
労働者数 人 

  
T ℡ (  ) 

  

  乙ヒ 左耳月日 年 月 目性別 男 女 

雇人年月日 年 月 日 

続柄 請求年月日 年 月 日 

不明 

有 ( 疾患名   

年 月 日 ( 頃 )  ( 発病 時 年齢 歳 ) 

生存 

死亡 W 死亡年月日 年 月 日、 死亡 時 年齢 歳 ) 

・会社案内等 ( 資料 No     
・組 織 図 ( 資料 Nn     
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 就業条件等一般的事項 
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2 一 1  出現した心身の 症状等に関する 事項 
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4
 業務以外の心理的負荷に 関する事項 

請 求 人 の 申 述 資料№ 頁 調 査 結 果 資料№ 頁 
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5  個体側要因に 関する事項 

既 往 歴 既往歴の有無 有 ・ 無 

関連の深い 疾 患 名 発病時期 受診期間 医療機関 名 
疾患名を記 (   ) (  年 月 )(  年 月～ 年 月 )(   

Ⅱ 年 月八 年 月一 年 月 パ   
  )(  年 月 )(  年 月～ 年 月 )(   
  八 年 月八 年 月～ 年 月 パ   

家族の精神障害既往歴の 有無 有 ・ 無 
既往 歴 

氏 名 続柄 疾 患、 名 発症 時 年齢 
  )  (  )  ( )  (   
  )  (  )  ( )  (   

生活史 ( 社会遇               求 人 の 主張 資料 No. 頁 調 査 結 果 
応状況等 ) 

人事考課の有無 有 ・ 無 

性 格 傾 向 

趣 味 

家 庭 環 境 

友 人 関 係 

頁
 

N
o
 
，
 

料
 

資
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アルコール等 依 飲酒     ほとんどアルコールを 飲まない 
行状況 時々飲む ( 機会飲酒 ) 

ほとんど毎日飲む ( 習慣飲酒 ) 

習慣飲酒を始めた 時期     歳頃 から 

飲酒量     ビール 本 日本酒 ム口 

焼酎 杯 その他 (   

異常な飲み方 : 

休日など朝から 飲むことがあ るか : ( 有 ・ 無 ) 
連休など朝からとなく タ となく何日間も 飲み続けることがあ るか     

( 有 ・ 無 ) 
飲酒した後、 記憶欠損を残したことがあ るか     ( 有 ・ 無 ) 

飲酒して、 友人や他人とトラブルを 起こしたことがあ るか     
( 有 ・ 無 ) 

（ 有の場合 : どのようなトラブル か 

二日酔いで仕事を 休んだことがあ るか     ( 有 ・ 無 ) 

） 

（ 有の場合 : どの程度か 

手 のふるえ、 肝 障害などがあ るか     ( 有 ・ 無 ) 

） 

（ 

有の場合 : どのような症状か 

） 

その他特記事項 

    

その他の薬物依存状況 

    

健康診断結果等定期健康診断の 有無 有・ 無 

    

 
 

利
銀
 

牢
記
 

キ
吾
 

精
診
 

  外の  
 受

 
疾
 

患 名
 

 
 

 
 

発病時期 
年 月 ) 
年 別 
年 月 ) 
年 月 ) 
年 月 ) 
年 月 ) 
年 月 ) 

年
年
年
年
年
年
年
 

 
 

自
 
年
年
年
年
年
 

 
 

年
年
 

心
心
 

月
月
 

医療 
（
（
（
（
（
（
（
 

）
）
）
）
）
）
）
 

月
月
月
月
月
月
月
 

機関 名 
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6  主治医・産業医の 意見 

主治医の意見意見書の 有無 有， 無 

診療記録等の 収集の有無 有・ 無 

( 意見書の内容 ) 

産業医の意見意見書の 有無 有・ 無 

( 意見書の内容 ) 

7  請求人提出の 意見書 

専門医の意見意見書の 有無 有 ・ 無 

( 意見書の内容 ) 

資料№． 頁 

資料 N 。 ． 頁 
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名
 

(
 
氏
 

果
 

キ
土
 
口
 
・
 

査
 

調
 

の
 

等
 

田
 
F
 

時
 

働
 

労
 

3
 

式
 

様
 

発病双の労働時間等 

）
 

年 月 年 月 年 月 年 月 

所定出勤日数 

所定休日 日数 

欠 勤 日 数 

有給休暇取得日数 

所定休日労働日数 

所定休日労働時間数 

所定時間外労働時間数 

  

  

年 月 年 月 年 月 年 月 

所定出勤日数 

所定休日 日数 

欠 勤 日 数 

有給休暇取得日数 

所定休日労働日数 

所定休日労働時間数 

所定時間外労働時間数 

月
 

午
 

月
 

年
 

月
 

年
 

数
 

日
 

勤
 

出
 

定
 

戸
叶
 

月
 

月
 

年
 

所定休日 日数 

欠 勤 日 数 

有給休暇取得日数 

所定休日労働日数   

 
 

 
 

所定休日労働時間数   

  

 
 

所定時間外労働時間数 

  

調査結果を作成するに 当たっての資料 
①タイムカード ②出勤簿 ③賃金台帳 ④その他   

]
 

 
 

  Ⅹ起算日は各月 日 

  

( 作成に当たっての 特記事項 ) 
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様式 4 

業務上外の総合判断評価 票 

精神障害発病の   有・ 無 ) 
有無 

疾 患 名 
(ICD-l0 診断；     

イト。 ラル による ) 

発 病 時 期 年 月 日 ( 頃 ) 

発病双 6 か 月間出来事の 有無 ( 有 ・ 無 ) 
に 起きた精神障 
害の発病に関与 出来事双 ( 有 ・ 無 ) 
したと考えられ 恒常的な長時間労働 
る 業務による 出 出来事後 ( 有 ・ 無 ) 
来 事の評価 (Bl 」 

表 1) 出来事の類型 具 体 的 出 来 事 心理的負荷の 強度 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

l  n@  Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

出来事に伴う 変化等 ( 過重の程度 ) 

特別な出来事の イ ( 有 ・ 無 ) 
評価 ロ ( 有 ・ 無 ) 

/ Ⅰ ( 有 ・ 無 ) 

総合評価 局局 中 弓亜 

  

発病双 6 か 月間出来事の 有無 ( 有 ・ 無 ) 
に 起きた精神障 
害の発病に関与出来事の 類型 具 体 的 出 来 事 心理的負荷の 強度 
したと考えられ 
る 業務以外の出 
来 事の評価 (Bl 」 

I Ⅱ Ⅲ 

表 2) ( 類推の有無 有・ 無 ) 

I Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有， 無   
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評
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の
事
 

因
な
 ）
 

要
著
容
 

 
 

個
個
 及
 

既 往 歴 

社会適応状況 

アルコール等依存状況 

性 格 傾 向 

  
  

外
 

務
 

業
 

 
 

上
 

4
 

務
 

3
 

業
 

 
 

外
 

上
 

務
 

業
 



4
%
 

甘
 

入
 

己
 

一
 
一
 
一
 
一
 
Ⅰ
 

式
コ
 

 
 

と
見
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅲ
 

[ 事例 1 ] 

[ 事例 2 ] 

[ 事例 3 ] 

[ 事例 4 コ 

[ 事例 5 ] 

[ 事例 6 コ 

[ 事例 7 ] 
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事例㍉ 

様式 1 精神障害等の 業務起因性判断のための 調査 票 

入れると、 2h ～ 26 人にもなった。 
( 以上、 00 建設社長 A より聴取 ) 

・会社案内等 ( 資料 No. 0) 

、 中村は工事現場の 休憩所で総死していると 
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Ⅰ 就業条件等一般的事項 

B Ⅰ @@ ， @@ R@ (@ W@ Ⅰ 0@@@@@<S@5@@BJ@>@@iW@2@B@@@IJ@ ) 

労働時間制度 ( 変形労働時間制・フレックス 制・裁量労働 制   

  その他 

誘 動 形態 頃 醜交替 制 (2 頁 2 交替 制 ( 日勤・夜勤 ) . 
3 頁 3 交替 制 ) 

  

  その他   

0@ 0 
出 退勤管理の状況①タイムカード④本人の 申告 珪 """""" 。 "" 

⑤その他 (   

就業規則の有無⑥ 無 0@ 0 

  

その他特記事項 
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当該労働者の 中村が元請の 現場代理人を 勤めてい，   ど下 「当該工事」 
日 常 業 務という。 ) 、 く 工期     、 請負金額     

) の 工事で、 工事 
谷と しては道路工事、 、 発注者     法面、 小型水路、 舗装工事等であ り、 中村は当該 

工事の現場代理人として 発注担当者との 打ち合わせ、 現場測量、 人員・ 機 

  
械 等の配置、 工期の設定、 作業法の検討、 資材の調達計画作成を 行って い 
た @ 。 

なお、 この工事を実際に 着工したのは、 からであ った。 

ダ
ム
の
概
要
の
 

説
 
0
0
 

で
 
る
と
こ
ろ
で
 

・
 
っ
 

し 、 しながら、 結局は予定より 工期が遅れたことから 
されなかった。 ( 社長 A) 

 
 び

か
採
の
）
 

 
 

 
 

し
 
円
月
。
 

ソ
 

落
 
知
的
 

壊
 
㏄
 

崩
 
行
行
 

崩
行
 

（
美
美
 

び
実
 

ま
歩
 

進
 
の
 

事
 
工
 

該
況
 

当
状
 

れ
て
 

更
 
㏄
 
提
更
 

で
し
成
上
の
 

に
と
 

区
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 

ろ
は
 

落
 
に
よ
 
の
対
応
 

崩
等
て
 

土
臭
い
 

確
 
変
 
っ
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事業場内におけ 
る 当該労働者の 
相関図   

事業場以外にお 
ける当該労働者 
との相関図 ( 家 
族 ・友人等 ) 

  

0  上 長 A 
  0 工事課長 B 工事課長 )   

Ⅰ
 
古
 

中
 

長
 

助手 
0 助手 C 手 

オペレ - ター 

0 オペレーター D オペレーター 

（ 0 事務員 E ）     
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2 一 Ⅰ 出現した心身の 症状等に関する 事項 

請 求 人 の 申 述 資料№ 

  lo@o@@ib@MT@M@@ 、 0 

ていたり、 と 云 ったりしていた。 「仕事が間に 合わないんだ。 」   
  のいつごろか 

その頃 、 k 
目が覚めて眠れなくなる。 」と言って い 
た 」。 

  
頁   

O 

一 Ⅱ 

  調 査 結 果 @ 料 № 

 
 中

な
 、
っ
漏
 

 
 よ

、
 
J
 
 
 

 
 
 
 

。
し
 

た
た
 

つ
 辛
 
め
 

で
を
 

舌
 

O
 

克
 
て
す
の
 

捗
 
肉
眼
 

エ
れ
 

に
た
 
進
 
親
に
 

庇
 
わ
 
気
 じ
の
エ
夜
 

 
 

 
 

し
歪
 

し
い
 

に
の
そ
 

て
 

 
 

 
 

れない。 」と言っていた。 
、 中村は「 夜 BS 

れ よい。 」、 「工事が出来ないので 心配 
で何も手につかない。 」、 「図面を見て 
も、 自分が測量した 結果表を見ても、 
どうしてそういうふ う に測量したの 
か、 ど う 書いたのか分からなくなって 
きた。 」と言っていた。 私は「工事事 
務所長の了解を 得ている。 」「最終的に 

    
言われても。 」と言い納得しなかった。 
    からは普通に 仕事をしてい 
た し。 

  

いた。 
・ ( 変更設計に係る 書類を作成中 ) 中 
村は顔色も悪く、 元気のない声だった。 
冗談もあ まり言わなかった。 
    以降の崩落部分の 復旧工事 
施工 時 では、 そんなに悩んでいる 様子 

 
 

 
 

 
 

O 

( 工事課長 B) O 
の中 

村の様子に変わった 点は見られなかっ 
た し。 

O 
  ( オ ベレーター 田 D) """" 。   。   
まで ) 中村は休憩所での 昼食の時、 食 

  1 一 

" Ⅰ @ 

  

  
頁   

O 

O 

O 

O 

O 



少
な
く
 

 
 

た
の
は
 

口
数
；
 

 
 

ヰⅠ 一七一 

 
 

中
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緒
室
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鍵
で
れ
は
っ
緒
が
 

で
た
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憩
 

を
の
は
志
村
青
一
気
 

 
 

に
 。
 事
 

場
た
仕
 

現
し
で
 

事
席
場
 

エ
 
出
現
 

 
 

 
 

様
 ・
行
こ
・
 

村
 0
 か
 頃
の
 

中
 0
 時
時
 ら
 

、
に
 
3
6
 か
 

が
緒
 後
後
 て
 

だ
 一
千
千
 き
 

，
フ
 
で
は
、
 て
 

よ
の
 村
て
っ
 

た
た
中
っ
 帰
 

い
来
 。
 
行
 

て
に
た
に
た
 

し
び
っ
 場
き
 

に
 遊
行
現
 て
 

と
 が
に
 事
っ
 

 
  

 

と 言っていた。 
            0 行事があ り、 
中村はそれに 参加した際、 一緒に参加 
していた同業の 人に 「仕事がうまくい 
かなくて死にたくなったよ。 」、 「 XX 土 
木に入れるかな。 」と言っていたようだ。 

はいつもよりも 
帰りが早かったので 家族で夕食をとっ 
た。 その際に、 中村は「会社を 辞めた 
い 。 J と言っていた。 

・ 一 、 午後 7 時少し前に帰宅し   

家族で夕食をとり、 中村 @   
なしていたが、 何となく父親の 話に対 

 
 

し
 
・
 
風
 
た
っ
 

村
ヤ
，
を
こ
 

O O 

欲 がない、 夜眠れない、 現場から 逃け 
出したくなったと 洩らしていた。 
・雪が降って 作業が除雪だけで 帰ると 
き、 「いいなあ 、 おめえ 方 早く帰れて。 」 

と 洩らしていた。 
・工事の場所が 

という 
ことは中村から 聞いていた。 そのため、 
中村もいつになく 張り切って仕事をし 
ていると思った。 

こ
ま
 

 
 

毛
子
 

白
様
 

の
の
 

 
 

Ⅰ
ハ
ト
ナ
ン
 

立
 
。
 
カ
 

幹
た
 

 
 

普通だった。 
・ 一は 会社のⅠⅠだったが、 
その日の中村の 様子は普通だった。 

・ 一 から工事を再開し、 中村が 
自殺するまでの 間、 1 一 2 回中村に会 
ったが、 その時の様子は、 工期を気に 
していたり、 一旦引き揚げることを 相 

は
も
 

見
せ
て
 

を
 

た
 
」
。
 

図
等
 

っ
断
 

だ
様
 

-
 
リ
ン
ス
 

ノ
 

よ
伴
 

た
に
 

い
更
 

で
変
 

ん
に
 

悩
村
 

当
千
 

時
現
 

中
に
と
要
人
言
と
を
 

っ
 

 
 

 
 2
 

て 。 」とこぼしていた。 

O
 

O
 

 
 

 
 

O 

O 
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当該症状に関す 受診の有無 有 ・⑧ 
る 精神科等の医 
療 機関の受診 状 (p? 療 機関 名 
況 

初 診 目 左耳 月 日 

疾 患 名   

 
 

 
 

2 一 2  自殺の状況等に 関する事項 

自殺の状況   ( 自殺の手段 ) 資料№． 頁 

 
 

( 自殺直前の状況 ) 

    、 中村はいっもの 時間に起床して、 朝食を取り、 7 時過ぎに 
出勤し、 その時の中村の 様子は普通であ った。 しかし、 中村が実際に エ 
事 現場に姿を見せたのは 午前 10 時 一 11 時頃 で、 その間、 中村が何をして 
いたかは不明であ る。 

その後、 当該現場が   をもって一旦現場を 引き揚げ、   
頃 から再度工事を 再開するということが 決定していたため、 中村は午後 
4 時頃 に休憩所に作業員全員を 集め、 「工事再開後、 頑張ってくれるよ 
う に。 」と言い、 直属の部下には「明日から 日中に図面の 作成ができる 
ので、 今日は帰ってもいい。 」と言って、 一人で現場に 残った。 

L
 

遺書の有無 清 ) .  無   

l ( 遺書の内容 ) 

O 

O 

O 

O 

検視者 : 所属 警察署 

職 氏名 

  

検案医師 : 所属 00 市立 Y 何詞完 ・医院 O O 

職 氏名 医師 F 

判定された死因 
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3  業務による心理的負荷に 関する事項 

り が再三に渡り 工事が思 う よさに 法面崩落を起こし、 工期 
も 迫り、 責任を感じていた。 

    

測量に歪みがあ ることが発覚し、 資料 
を 期日 (    ) までに提出できな 
かった。 

同僚、 部下によると、 中村 は Ⅰ 
から休日出勤や 夜 10 時過ぎまでの 残業 
を 毎日のように 行っていた。 

( 社長 A  ) 
・発注者側であ る工事課長と 工務課長 
の 意見が二転三転 し 、 また、 

現場担当者 " Ⅰ 鮭 """ 。 。 "" 。     " 
く 適切な指示がなかった。 本来、 採取 
土は発注者が 土 取 場を指定するが、 そ 
れがなかった。 仕方なく当社で 6 カ所 
も土取 場を変更したが、 台木比の少な 
い 適当な土取 湯 がなく、 2 人で相談し 、 
略体 に 岩を盛ったらと 思い、 岩砕 の 取 
れそうな場所を 3 カ所見に行ったが 2 
～ 3 日後、 「いずれの場所の 岩採取も 
断られた。 」と中村から 電話があ った。 
発注者は全てこちら 任せであ った。 
・法面の崩落後の 復旧にあ たり、 発注 
者が指定した 廃止法面に使用する 支給 
採取土の選択に 誤りがあ ったにも 杓 わ 
らず、 発注者の監督職員が 職務に不， 慣 
れであ ったため、 設計図書の変更の 件 
  で 適切な指示はなく、 ただ、 いたずら 
に 工期が延ばされるなど、 中村は相当 
頭を悩ましていた。 
  ( 法面崩落事故の 原因について ) 中 
村は私には言わなかったが、 当初の エ 
事 計画と違って、 中村は作業土工の ア 
スファルト舗装部分の 盛土を先行して 
行ったので、 降雨により崩落したと 思 
ぅ 。 本来の計画では 盛上に ついては 全 
体 的に水平に行い、 それを段階的に 上 
げていかなければならなかったが、 ア 
スファルト部分の 盛土を先行させたた 
め 、 崩落に対する 対策も後手後手にな 
った 。 

・工期延長の 協議があ り、 発注者もそ 

の方向で検討していたと 初の工期内には 完成するように 思 うが 努力す 、 「当 

るのはあ たりまえではないか。 」「工期 
目一杯まで、 なぜ努力をしない。 」と 
言われ、 相当プライドを 傷つけられて 
いたよ う に思った。 
・工事所長と 私の段階では、   
一に間に合わせて 施工するとい 
うことで了承していたと 思 うが 、 担当 
者と中村との 間では、 工期があ るのに 
と責められていた。 

  と 工事 
課長に気象状況等から 予定の工程では 
無理なことと、 今後の日程は 私と中村 

に 報告するこ 
                                                                        部下に 
よろしく配慮をしてくれるよ う に頼ん 

資料 M. 

O
 

 
 

  
頁   

O
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( 助手 C) 
  一 " 。   は ""M   礎 
ぬ 。   " 。       "[["" 。     ' 。 " 
雨の日が多く、 工事の進捗が 大幅に遅 
れた。 ⅠⅠに法面が 崩落し、 その 
後、 いつかは忘れたが、 中村は私と作 
業員に「このまま 雨が続いたり、 法面 
が崩落したりすれ ば 、 工期までに終わ 
らない。 」、 「困ったなあ 。 」と言って い 

 
 

盛
定
 
は
の
 

指
 

は
 
選
れ
ら
で
 

て
の
こ
か
 

所
 

 
 

 
 

O
 

O 
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所から取ってきたが、 3 ～ 4 回目にな 

ると会社でも 十敗 場 をさがす様に 言わ 
れた。 ダンプカ一でなるべく 近くで 運 
敵 できる場所ということでなかなか 選 
定 が難しかった。 また、 単純に土砂を 
取るだけではなく、 その現場の採工前、 
操上後の測量と 図面の作成が 必要で、 
これが場所が 変わる度に必要なので 本 
来の仕事とは 別の仕事になった。 
  土取 場の測量は私が 行い、 図面の作 
成は中村と一緒に 行ったが、 採取場所 
が 変わる度、 測量、 図面作成が続き 残 
業も頻繁にするようになった。 私は先 
に 帰ったが、 中村は遅くまで 残業して 
図面の作成をしていた。 
  工事事務所の 監督員の者も 現場に不 
慣れで、 設計変更等の 適切な指示もな 
く 、 中村も困っていた。 
・ⅠⅠから休日労働や 残業も多くやっ 
た。 夜 10 時過ぎまでの 毎日のように 残 

 
 

 
 

0
 

 
 

    中村が作成した 作業日報の   

て 貴石までやる。 」 と記入されている 
ようだが、 私はそのことについてはわ 
からない。 
  ( 貴石に係る問題について )   
Ⅰ付けの指示 書 ( 貝石の個数を 16 個 か 
9130 個にする ) のとおり施工する 内 
容 で双方確認した。 
    の事業場からの 協議 書 で、 
降雨により稼働率が 著しく減少したこ 
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の 工期延長の協議 
書 において まで」 
とあ るのは、 あ くまでも施工業者の エ 
程 見積りであ り、   の指示はし 
ていない。 
・「回答等の 欄での括弧書の 変更契約 
時に対応することとする。 」の意味は 、 
正式に変更関係の 書類が揃い、 

走 するということであ る。 

  

、 (00 建設 側 との打ち合わせ 等に対 
する回答において ) 
に 回答した「変更作業の 1) の第 1 回 変 
更を 」とあ るのは、 
契約変更 日 のことであ る。 2) の変更 資 
料の内容については、 出来高図面 ( 平 
画図 1 枚、 横断図 8 枚 ) 、 出来高数量 
計算書、 実施工程表等であ る。 この 変 
更 資料の作成は、 1 人で 1 日 8 時間や 

 
 

た
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し
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意
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 カ
 

 
 

( オペレーター D) 
・ ( 何度か 採 土場を変更したが、 どの 
場所の土質も 良くなく ) 掘る場所が変 
わる度に測量と 図面の作成が 必要で、 
取付道路の開設と 軟らかい場所には 鉄 
板を敷いて、 ダンプ等が入れる 様にし 
たり、 草メ U りがあ る等 土 取湯が変わる 
のは大変な作業になった。 雨に よ り土 
質が軟らかくなっていたとも 考えられ 
るが、 土壌そのものの 支持 力 がなかっ 
た様に届、 ぅ 。 たまたま天気が 良くて 3 
日も盛 上 作業が続くと、 必ずどこかが 
崩れていた。 

・ (tI ■■Ⅰ頃 、 法面が崩壊した 後か 
らⅠまで ) 中村と助手 C は毎日の 
ように残業していた。 

O O 
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4  業務以外の心理的負荷に 関する事項 

請 求 人 の 申 述 資料 M. 頁 調 査 結 果 資料 M. 頁 

0  0  調査の結果、   前おおむね 0  0 
6 か 月の間に業務以外の 特段の心理的 
負荷は認められなかった。 

G 
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5
 個体側要因に 関する事項 
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名
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大 でした。 
・ 00 建設には現場代理人を 

任せられる者が 7 人いるが、 
中村はその 7 人の中 

にあ った。 遅刻、 
無断欠勤などはなかった。 
・これまで現場での 自然災害、 
人的災害によるトラブルにつ 
いては、 記憶がなく、 順調に 
仕事をこなしていたと 9 、 ぅ 。 

・中村がこれまで 担当した現 
場で、 手直し工事、 工期の変 
更契約を結んだ 事はあ ったが、 
問題なく完了してきた。 
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( 民生委員 G) 0@ 0 
パチンコ 

は 多少やる。 他はゴルフ、 海 
釣り、 スキ一など   

  

家 庭 環 境 ( 民生委 G 0@ 0 

  

0@ 0 
は 4 家族で、 中学校の同級生 友人関係・中村が 親しくしていた 家族 0  0 あ （ 民中 生布 士 蚕 と 員秋 G 一 ま ） 強 句 り 伸 昂 酌 で 
が 中心だった。 また、 親しい た @ 。 
友人は 7 ～ 8 人で、   地区 
の 同級生だった。 友人の不幸、 

  
仲違いはなかった。 

            

アルコール等 依 飲酒     

存 状況 0@ 0 

習慣飲酒を始めた 時期       
飲酒量     

異常な飲み方     

休日など朝から 飲むことがあ るか   

  
飲酒した後、 記憶欠損を残したことがあ るか       

飲酒して、 友人や他人とトラブルを 起こしたこ 

有の場合 : どのようなトラブル か 

連休など朝からとなく タ となく何日間も 飲み続けるこ                     
（ 

二日酔いで仕事を 休んだことがあ るか   ） Ⅰ（ 
Ⅰ @@ ノ 

（ 有の場合 : どの程度か 

手 のふるえ、 肝 障害などがあ るか   ） Ⅰ。 
Ⅰ ， 

（ 

有の場合 : どのような症状か 

） 

その他特記事項 

  

その他の薬物依存状況 

( 民生委員 G) 

  

    

A
 

長
 

(
 
社
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O
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健康診断結果等定期健康診断の 有無 有 無 

  
精神科以外の 受 疾 患 名 発病時期 受診期間 医療機関 名 
診 記録   八 年 月八 年 月～ 年 月八 

  八 年 月八 年 月～ 年 月 パ 
  八 年 月八 年 月～ 年 月 パ 
  八 年 月 )( 年 月～ 年 月八 
  八 年 月八 年 月一 年 月八 
  八 年 月Ⅱ 年 月一 年 月八 
  八 年 月八 年 月一 年 月八 
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6  主治医・産業医の 意見 

診療記録等の 収集の有無   

7
 請求人提出の 意見書 
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様式 2 

資料 N 。 ． ( 頁 ) 

当該労働者の 精神障害の発病に 関与したと考えられる 出来事に対応した 心身の変調等に 関する時間的経過 

出 来 事 当該労働者の 心身の状態・ 行動の状況 

年 ・ 月 
( 別表 1 , 別表 2 参照 ) 請求人 の 申 述 資料 N 。 ． ( 頁 ) 調 査 結 果 

        、 盛 土工事をしていた 部分の法面 崩 
落事故が発生 

  

再び同じ法面の 、 崩落事故が発生 「仕事が間に Ⅰのいつからか 合わないんだ。 天気予報を気にしていたり、 」と言ったりしてい O 

その頃 、 「夜中に目が 覚めて眠れなくなる。 」と 言 
っていた。 

(0) 

  

）
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O
 

O
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図
 
ど
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ぅ
 

「
「
、
い
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 った 。 

・ 一 からは普通に 仕事をしていた。 

O   



  
cJ Ⅰ 

ト 
  

  

 
 

 
 

O
 

 
 

 
 

た
 

 
 
 
 

 
 

 
 

し
て
を
・
 

悪
 

かった。 
ⅠⅠ■■ ロ 以降から中村は 工期と変更の 資料につ 
いてなかなか 思うように行かないことで 悩んでい 
た   

    からの測量の 失敗で、 かなり悩んでい 
た 目 。 

d 工事課長 B) O 
  の中村の様子に 

変わった点は 見られなかった。 

(0) 

(0) 

 
 
O
 
 
 
O
 

 
 

/ に 。 

  労働条件に対する 苦言は聞いたことがなかった 
が、 「とても会社に 迷惑をかけて、 いられなくな 
った。 」 と言っていたことを 後で知った。 

0  ( の @   
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様式 3 
労働時間等の 調査結果 ( 氏名 : 中村太郎 ) 

発病双の労働時間等 

所定出勤日数 22 日 

所定休日日数 9 日 

欠 勤 日 数 0 日 

有給休 且 段取得日数 0 日 

所定休日労働日数 0 日 

所定休日労働時間数 0 時間 

所定時間外労働時間数 1? 時間 

23 日 25 日 23 日 

7 日 6 日 7 日 

0 日 O 日 0 日 

0 日 Ⅰ 日 0 日 

0 日 O 日 3 日 

0 時間 0 時間 24 時間 

0 時間 3 時間 15 時間 

月
 

年
 

月
 

午
 

日
 

7
 

日
 

5
 

2
 

数
 

日
 

勤
 

出
 

定
 

戸
叶
 

月
         
所定休日日数 6 日 8 日 

欠 勤 日 数 0 日 O 日 

有給休暇取得日数 0 日 0 日 

所定休日労働日数 3 日 O 日 

所定休日労働時間数 19 時間 0 時間 

所定時間外労働時間数 34 時間 O 時間 

所定休日労働時間数 

所定時間外労働時間数           は、 Ⅰまでの時間数であ る。 
調査結果を作成するに 当たっての資料 
①タイムカード②出勤簿③賃金台帳 田内   

米 起算日は各月 1 日 

( 作成に当たっての 特記事項 ) 
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様式 4 

業務上外の総合判断評価 票 

発病双 6 か 月間出来事の 有無 く 有 ・ 無 ) 
に 起きた精神障 
害の発病に関与 出来事双 ( 有 ・ 無 ) 
したと考えられ 恒常的な長時間労働 
る 業務による 出 出来事後 ( 有 ・ 無 ) 
来 事の評価 (9l 」 

表 U 出来事の類型 具 体 的 出 来 事 心理的負荷の 強度 

仕事の失敗、 2 度の法面崩落事故により 工期内の工事完了が 困難と 
過重な責任のなった ( ノルマの 末 達成 )   ① Ⅲ 

発生等 
( 類推の有無 有⑧   

業や休日労働を 行っていた。 ( 仕事の量 ( 労働時間 ) 

の 担当課長から、 「当初の工期内に 完成するよう 努力するのは 当たり前でないか」 
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心理的負荷の 強度 
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2  業務要因 
本件は、 別表 1 に例示された 具体的出来事に 当てはめて考えれば、 「ノルマが達成でき 

なかった」、 「会社にとって 重大な仕事上のミスをした」に 該当し、 心理的負荷の 強度は 
「Ⅱ」程度と 判断される。 出来事の変化として、 工期 内 完成の再三の 要請、 責任の増大、 

残業時間の増加、 休日出勤等が 指摘でき、 中村のこの間の 出来事及び出来事に 伴 う 変化 
等についての 心理的負荷が、 総合的に判断して「 強 」と認めることができる。 

3  業務以外要因 
(1)  業務以外の心理的負荷の 評価 
関係者の話を 総合すると、 中村に特別の 業務以外の心理的負荷の 存在は認められない。 

(2) 個体側要因の 評価 
そのことによって 

社会生活、 調査の結果、 家庭生活上トラブルを 起こすといったことはなく、                                               
顕著なものは 認められない。 

4  結論 
業務による心理的負荷は、 「判断指針」の 別表 1 によって総合判断が「 強 」であ ると 判 

断 でき、 特に問題となる 業務以外の心理的負荷、 著しい個体側要因も 認められないこと 
から、 業務による心理的負荷が 客観的にみて 中村に発病した 精神障害の有力な 原因であ 
ると判断できる。 

総 合 判 断業 務 上 体 業務 外 
  

  備 

考 
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中村太郎の   ㎝ 殺 ) 」に係る業務起因性の 医学的見解 

1  精神障害の発病の 有無 

中村は現場代理人として 工事に従事していたが、 ) ら 、 「工期ま 

で間に合わない」、 「食欲がない」、 「夜眠れない」。 「現場から逃げ 出したくなった」 な 

どと 周囲に 洩 すよ う になった。 また、   、 「仕事が手に 

つかない」、 「自分の測量した 結果を見ても、 どうしてそ う 書いたかよくわからない」 

などと言 う など、 の 症状も現れ始めている。 

外見的には、     にかけては、 顔色は悪く 、 疲れてい 

る よ う で下を向いて 歩き、 口数が少なくなり、 声も元気がなく、 冗談もあ まり言わなく 

なった。   の間の中村の 様子は普通であ ったというが、 工事が再開された     、 ら 、 昼食も食べたくないといって 食べないようになり、   こ Ⅰに「 会 

社を辞めたい」と 話している。   には同業の知り 合いにも「仕事がうまくいかな くて死にたくなった」と 話している。 また、 の夕食時に中村は を し 

ていたが、 の話に対して 上の空であ ったとい フ ・ 

死亡当日の   には、 部下に対し「おまえと 酒は飲めなくなるな」、 「工事再開 

後にはがんばってほしい」と 話しており、 指示ととれるか 最後の別れととれるか 微妙な 

言い回しをしている。 

以上のことから、 中村 は から           。 ょ どの症状が出現し、   には   
  も 明確に 詔、 められる。 中村に現れたこのような 症状は、 ICD 一 l0 診断ガイドラ 

インに照らして     あ ったと判断できる。 の自殺 

はこのような   における自殺であ ったといえる。 

2  業務要因の検討 

中村の従事していた 工事現場は、 降雨により 盛 土の小さい崩れが 再三起こっていたが、 

の 二度に渡り、 盛 土工事をしていた 部分の法面が 大きく 

崩落する事故が 発生した。 

中村は事故後、 にかけて、 その対応について 苦慮し、 社長や発注 

者と打ち合わせを 行っているが、 発注者からは 明確な指示がなく、 中村は自主的に セメ 

ント安定剤による 方法で処理し、 また、 盤上村 は ついても 岩 砕を舗装部分に 盛 上 し 転 圧 

を施すなどの 補強・復旧工事を 行ったが、 降雪などから 進捗状況は思わしくなく 工期は 

大幅な遅れを 余儀なくされていた。 しかし、 当該工事現場は 

; の場所となっており、 関係者 

間にはなんとしても 予定の工期までには 工事を完成させておきたいという 強い思いがあ 

っだ。 事実、 中村は発注者の 担当課長から「当初の 工期内に完成するよ う 努力するのは 

当たり前ではないか」、 「工期目一杯なぜ 努力しない」などと 責められていた。 

当初予定の工期のことについては 社長も心配し、 再三発注者の 事務所長に申し 入れを 

行 い 、 最終的には 工期の延期が 合意され、 当該工期分については 出来 
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こととなった。 結果的に工期は 延長されたが、 法面崩落処理として セ 

ンプカー使用量、 人件費等により 会社に   を超える損害 ( 請負 

を負わせることになり、 工事現場の責任者であ る中村にとっては 大き 

な 心理的負荷であ ったと推定できる。 

また、 当 工事においては 盤上する土砂が 柔らかく、 十敗場の選定について 4 回も変更 

があ り、 採取の場所が 変わるたびにその 現場の採上前・ 後の測量と図面が 必要などのこ 

とから、   からは残業時間も 相当増加した。 同僚は、 中村が第 1 回の法面崩落 

事故が起こった 以降、 恒常的に 21 時から 23 時までの残業や 休日労働を 

行っていたと 証言しており、 会社に報告された 時間外労働時間数は、   15 時 

間 、   34 時間となっているが、 会社同僚等の 証言を採用する 方がむしろ実態を 正確に 

表していると 考えられる。 

さらに、   の工期の変更に 伴いそれまでの 出来高の図面、 数量計算書等の 変更 

資料作成、 そのための測量が 必要となった。 なお、 工期変更に伴 う 測量の結果、 方向の 

歪みがあ ったことが分かり、 出来高資料の 提出が期日までに 提出できず、 中村はこのこ 

と をかなり気にしていた。   貝石の費用積算のことで   から指摘されるという 出来事も加わっ 

ている。 中村は、 造園業者の規格で 対応しょうと 考えたが、 工事事務所は「その 資料は 

公共のものではない」とし、 やり直しを求めているが、 具体的にどの 基準を採用するか 

といった対案は 示さなかった。 

以上のことから、 中村の は 、 盛 土の崩壊、 工期の遅れ、 恒常的な長 

時間労働による 心身の疲労を 主とする業務上の 負荷のもとで 発病し、 さらに続く会社へ 

の損失の発生などの 心理的負荷の 中で、 一層増悪したことは 明らかであ る。 

これら ほ 、 「心理的負荷による 精神障害等に 係る業務上外の 判断指針」 ( 以下、 「 判 

新チ 旨針 」という ) における別表 1 に例示された 具体的出来事に 当てはめて考えれ ば、 「ノ 

ルマが達成できなかった」、 「会社にとって 重大な仕事上のミスをした」に 該当し、 心 

理的負荷の強度は「Ⅱ」程度と 判断される。 出来事の変化として、 工期 内 完成の再三の 

要請、 責任の増大、 残業時間の増加による 恒常的な長時間労働、 休日出勤等が 指摘でき、 

中村のこの間の 出来事及び出来事に 伴 う 変化等についての 心理的負荷が、 総合的に判断 

して「 強 」と話、 めることができる。 

3  業務以外要因の 検討 

(1)  業務以外の心理的負荷の 評価 

関係者の話を 総合すると、 中村に特別の 業務以外の心理的負荷の 存在は認められな 

レト O 

(2) 個体側要因の 評価 

調査の結果、 中村は           健康面では過去に 大病を患、 

っ たこともなく、 健康であ った。 

生活史 ( 社会適応状況 ) については、 これまで中村の 個人生活及び 社会生活上で 特 

に問題となる 不適応状態や 問題行動は認められない。 

Y 
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そのことによって 社会生活、 家庭生活上トラブルを 起こすと 

いったことはなく、 飲酒による特段の 問題となるべき 事実は認められない。 

中村の性格傾向は、 周囲には という印象を 与えてい 

る。 また、 。 このように中村の 性格傾向は特に 偏 

りがあ るとはいえない。 

4  結論 

以上のことから、 中村の業務による 心理的負荷としては、 崩落事故による 工期の遅れ 

等によるものであ るが、 その評価は前記 2 で述べたとおり 出来事自体の 心理的負荷の 強 

度は 、 「判断指針」の 別表 f によって総合判断が「 強 」であ ると判断でき、 特に問題と 

なる業務以外の 心理的負荷、 著しい個体側要因も 認められないことから、 業務による心 

理的負荷が客観的にみて 中村に発病した 精神障害の有力な 原因であ ると判断できる。 

よって、 本件、 業務上として 処理するのが 適当であ ると判断する。 
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事例 2 

様式Ⅰ 精神障害等の 業務起因性判断のための 調査 票 

  00 局 OO 署 

労働保険番号笛 0000000000000 号 事業の種類建設業 

事業の名称 00 建設共同企業体 000 マンション建設・ 工事 労働者数 40  人 

事業の所在地〒 000-0000  0  0  県 0  0  市 0  0 ， TEI@ 000@ (000@ )@ 0000 

吟 りがな たかはし じ ろ う 

当該労働者氏名 高橋 次郎 
生 と千三月日 ", 。 ⑧ " 

職 種 作業所長 雇人年月日 

請求人氏名 高橋 花子 続柄   請求年月日 

請求時における 不明 

"""""    ( 疾患名   

発 病 時 期 年 月 日 ( 頃 )  ( 発病 時 年齢 歳 ) 

現在の状況 生存 

㊨。 死 " 年月 "   死亡 時 年齢     

であ る "" 弦 尹 揚 事 葉 上 概要当該企業体は 、 ㈱ 0 目蛋聲 S 官務 値巽 空事 雙デ畠賀窒 雄三㌍ 簗 汗雫転手そ ㌍㌍ 苧 
の 工事であ る。 

・会社案内等 ( 資料 M. 0) 
・組 織 図 ( 資料 M. 0) 

入
 、
業
本
重
日
、
牛
店
 

迫
 

 
 橋

従
場
 
の
い
 
対
 

高
 に
現
ら
て
い
 

。
 
務
 る
か
し
し
 

た
 
業
な
者
 務
厳
 

 
 

-
 
 
席
 長
子
 

 
 

圭
す
 

橋
場
」
の
 

 
 「
 設
 -
 
業
該
初
 

下
達
な
の
老
生
 

 
 

 
 橋

来
 葉
末
 
橋
 

一
面
妖
作
曲
史
局
 

し
 

社
 

や
 

要
 

概
 

の
 

案
 

事
 

儀
い
 
。
 
を
 

余
 
て
る
 

る
 

を
し
い
こ
 

 
 

間
 
を
し
い
 

時
 
手
中
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
 
記
さ
さ
の
さ
 

辺
土
 

く
 。
 
こ
見
 

い
な
る
 
発
 

一 61 一 



Ⅰ 就業条件等一般的事項 

) (  年 月～ 年 月 ) ( 
) (  年 月～ 年 月 ) ( 
) (  年 月～ 年 月 ) ( 
) (  年 ， 月 ～ 年 月 ) ( 

所定休憩時間、 
休日制度等 所定終業時刻午後 5 時 3 (M 分 

時間外勤務が 3 時間以上に及ぶ 場合、 その始めにおいて 30 分 
  間 、 深夜勤務に及ぶ 場合は、 午前 0 時以降に 1 時間 

所定休 日 ( 週休 1 日刊・隔週週休 2 日制・ - 全週休 2 日制 ) 
その他 

労働時間制度 ( 変形労働時間制・フレックス 制・裁量労働 制 ) 
その他 

勤務形態                                           (2 頁 2 交替 制 ( 日勤・夜勤 )   

その他 

0@ 0 
出 退勤管理の状況①タイムカード ④本人の申告 ぐ 巨塾勢 ③管理者による 確認 

⑤その他 (   

就業規則の有無㊦・ 無 0@ 0 

その他特記事項 
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2 一 1  出現した心身の 症状等に関する 事項 

疲れが出たのか 寝て 

、 仕事に出かける 

と 言っていたのに、 そうと う 何か思い 
悩んでいたらしく、 こたつの中で、 1 
日中むずかしい 顔をしていた。 

、 食事もろくにし 

、 午前 2 : 3 0 頃 

帰宅、 ぐったりと疲れている 様子。 

、 出勤時に「がん 

ぼってね」と 声をかけたら、 「も う、 が 
んばれないよ」という 返事だった。 

、 本当に沈んだ 声 

有三 月 日 

O 

O 

O 

O 

O 
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2 一 2  自殺の状況等に 関する事項 

憎 殺の状況 @ 殺の手段 

  自殺直前の状況 

、 本当に沈んだ 声で電話があ った。 赤字のことを 気 

帰りたいよ」と 言って電話は 切れた。 ( 請求人 ) 
、 日中、 入居者に対する 挨拶や部下に 対しいるいろ 

    

遺書の有無 有 ⑧ 
容
 

内
 

の
 

童
目
 

止
現
 

検視者 : 所属 警察署 

職 

検案医師 : 所属 00 

職 

判定された死因 

氏名 

  
氏名 医師 G 

    

資料№ 

O 

O 

O 

O 

  

  
頁   
O 

O 

O 

O 
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3
 業務による心理的負荷に 関する事項 

  
請 求 人 の 申 述 

  

  ・今までやったことのない 大きな現場 
  工事の責任者にされ、 性格的に     ことから、 一生懸命に仕事をし 
ていた。 

・当初は、 土日はⅠの自宅に 帰って 
い たが、 仕事がはかどらず、 だんだん 
土日も帰れなくなった。 

，人手不足、 資金不足、 工期の短縮な 
どで悩まされ、 上司に怒鳴られるなど 
いっも精神を 緊張させて、 睡眠時間が 
満足にとれず、 眠れないということが 
何度もあ り、 疲労は限界にあ った。 

・毎朝他の社員が 出勤する双に 出勤し 、 
午後 10 時から 11 時くらいまで 働き、 自 

殺する 2 、 3 日前はほとんど 徹夜だっ 
た
 
  

 
 

 
 

的
 

般
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一
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等
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槻
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頁
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Ⅰ
 
し
 

 
 

 
 
@
 

 
 

 
 

  ( 上司 A) 

・たまに 朝 早く出勤していた 時があ 0 O 

ってからは、 午   

11 時過ぎまで仕事をしていたこともあ 
った 。 ( 副所長 D) 

    工事は順調に 進んでい 0  0   

予定通り集まらず、 忙しくなった。 ( 上 
司 A) 
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・通常は午後 8 時頃 まで仕事をしてい 0 
たが、 仕事が忙しくなった   
つ 以降は、 午後 10 時まで仕事をして ぃ 
たことがあ ったようだ。 ( 副所長 D 、 
副所長 C 、 社員 E) 

    、 決算数字の把握を 目 0 
的として、 JV 委員会が開かれ、 この 
時点で 既 @    以上の赤字が 出て 
いた。 

に口 よいことが現実の 問題となっ   拮 。 ""   一     "" 
た し。 

から、 私も応援の 
ため当該現場に 常駐することとなり、 
予算面の再チェックをするように 高橋 
に 命じたが、 高橋が亡くなるまでこの 
報告は受けなかった。 また、 各種検査 
が 始まり、 これに対応するために   
  から現場に社員を 3 名増員した。 
( 以上上司 A) 

  他の現場に比較して 予算や工期が 厳 0 
しかったという 印象はあ った。   
Ⅰからは上司 A が常駐したり、   
Ⅰからは社員 3 名が増員された。 ( 副 
所長 D 、 副所長 C 、 社員 E) 

・現場は皆で 一丸となってやろうとい 0 
ぅ 気持ちでやっていたが、 高橋はⅠ つ   だったので、 夜、 皆が帰っ 
て 下さいと言っても、 11 時頃 まで 1 人 

で た、 残っていたこともあ 夜は皆で外食をしていたが、 ったようだ。 高橋 ま 
は 食事はあ まりとらず、 ビールを飲ん 
でいることが 多かったようだ。 ( 上司 
A) 

    の時点で   の完成の 0 
目処がついた。 施主への違約金、   

で 赤字は   
      となった。 ( 副所長 B) 

・工事費は始めから 厳しかったのだ 
が、 高橋はそれを 少しでも挽回しょう 
としていたと 居 、 ぅ 。 工事費は東京支社 
の工務部で見積もり、 所長がそれをも 
とに予算を組み、 その予算に対し 資材 
部が発注をしているので、 直接の責任 
は所長であ る高橋にはないが、 赤字は 
初めての経験だったかもしれない。 予 
算が厳しくて、 大変そうな現場に 任命 
された所長は 社内の評価が 高く、 その 
人なら ぱ 任せられるものとして 抜 てき 
されたことだと 9 、 ぅ 。 ( 上司 A) 

・着工時から 漠然と金銭的には 厳しい 
という話は聞いていたが、 詳細は分か 
らない。 高橋は予算書をもとに 業者か 
ら 見積書を徴収して、 色々な条件を 考 
慮 して業者を選定する 業務を行って い 
た 。 決定するのは 資材部であ る。 ( 冨 lJ 
所長 D 、 副所長 C 、 社員 E) 

O 

O 

    O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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4
 業務以外の心理的負荷に 関する事項 

  

起きた 
動等か 

同   るとは 
、ひ ナ 

-@ 0@ 0 

0@ 0 

最近どうなって 
社員 B) 
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5  個体側要因に 関する事項 

( 年 月～ 年 月 パ 
(  年 月～ 年 月 )( 
( 年 月～ 年 月Ⅲ 

)(  年 月 )( 年 月～ 年 月 )( 

  
  
  
  

米
 

家族の精神障害既往歴の 有無 
既往 歴 

氏 名 続柄 疾 患 名 発症 時 年齢 
  )  (  )  ( 

)  ( 
  

  
)  (  )  ( ) て   

調 査 結 果   

人事考課の有無 0@ 0 

会社での人事考課 O O 
  

においては、 これまでに作業 
所長として担当した 現場にお 
いて、 常に工事 益 をあ げてい 
たことが高 い 評価を受けてい 
た 。 当該現場のような 予算が 
厳しく、 大変そうな現場に 任 
令 される所長は、 社内の評価 
が 高く、 その人ならば 任せら 
れるとして抜擢されたものと 
思われる。 ( 上司 A) 

庁
 

頃
 

 
 

キ
各
 

生
 

  
O 

O
 

O
 

O
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0  . 一緒にゴルフに 行ったこと O O 
があ り、 かなり上手だった。 ( 高 lJ 
所長 C) 

味 ・接待ではあ るが、 ゴルフを 0 
していた。 

上 多 
か 場 
が   ま 

  こ り・ 吊 の がみの時はめ 
っ たこ無いので、 休みの時は 

間 共有できるよさに 努力 
  橋も出来るだけ 家族と 
ゾ 時間を作ろうと 努力し 

また、 高橋はアパー 
ときは、 朝と夜に必 
してくれた。 しかし、 
こ入 ってからは、 高 

に疲れている 
けられないよ 

」 

で 」 か つ 

たが、 子 の入 父親 参 
日等の って かって い 

    

" つ 
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アルコール等 依 飲酒     

存 状況 

習慣飲酒を始めた 時期     

飲酒量     

  

異常な飲み方     

休日など朝から 飲むことがあ るか     

  
飲酒した後、 記憶欠損を残したことがあ るか       

有の場合 : どのようなトラブル か 

連休など 朝力   らとなく タ となく打日間も 飲み続   ブる ' ヨ ;     
（ 

@@LT 、 @WfeA@@h77 ， @@i3@L@r<h@fe ，               

二日酔いで仕事を 休んだことがあ るか     

有の場合 : どの程度か 
） Ⅰ（ 

） 

（ 

手 のふるえ、 肝 障害などがあ るか     
有の場合 : どのような症状か 

（ 

その他特記事項 

  

0@ 0 

 
 

      ( 副所長 C  )   
  

( 上司 A  ) 

  

0@ 0 

その他の薬物依存状況 

  

特に認められない。 

健康診断結果等定期健康診断の 有無 

  

0@ 0 

  
精神科以外の 受 疾 患 名 発病時期 受診期間 医療機関 名 
診 記録   八 年 月 )(  年 月～ 年 月 )( 

  

)@ 0@ 0 
  八 年 月八 年 月～ 年 月Ⅱ   

  
    で歯科医にかかったのみ。 )(  年月 )( ( 診療記録より 年月～年月 ) )   
現場で時々腰が 痛いと言って 、 塗り薬 ( バンテリン ) を使っていた。 ま 

た 、 冷蔵 庫にいつも栄養ドリンクが 入っていて、 高橋はそれをよく 飲んで 
いた。 ( 社員 B) 
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6  主治医・産業医の 意見 

産業医の意見意見書の 有無 有 無 

( 意見書の内容 ) 

7
 請求人提出の 意見書 

専門医の意見意見書の 有無 
④ ， 無 (00 病院 00 医師 ) 

  

  ( 意見書の内容 本人は、 生来健康で、 ) 

か
 
、
 
急
 
、
さ
形
 

、
 
で
、
 

て
 
。
 
も
 

で
 
中
に
し
た
に
 

 
 

3
 

は
 
 
 

 
 

も
 
（
（
（
 

な
 
疾
速
 

呪
 
ら
 

饗 する心配事などで、 一層自分の力のなさや 所長としての 責任を考え込み、 

Ⅰ、 典型的な   の状態に陥り、 自殺したものと 考えられる。   の 要因として考えられる 他の社会関係、 例えば夫婦関係 
などには問題はない。 

ことを付記して 
おきたい。 

 
 

  
頁   
O 
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様式 2 

当該労働者に 起きた出来事及び 精神・身体の 変調等に関する 時間的経過 
  

年 ・ 月 

  

  
@ コ 
む Ⅰ 

  

  

  

出 来 事 当該労働者の 心身の状態・ 行動の状況 

( 別表 1 . 別表 2 参照 ) 請 求 人 の 申 述 資料 No( 頁 ) 調 査 結 果 資料 No.( 頁 ) 

  

帰ってきて、 疲れ切っている 様子で、 精神的にも の後、 Ⅰ夜遅く 0  (0@  損 していたが、 の その後は高橋も の直後は高橋や 通常の状態に 皆も緊 戻っ OO （（ OO ）） 

相当疲れてい よ・だった。 0@ (0) 
ていたと思 社員 う 。 ( B) について、 0@ (0) 

当よ 心労として後にひびいていた 様子だった。 、 このことは相 食 0@ (0) 
欲も低下し、 どこか神経がぴりぴりした 状態で何 ということで、 高橋は「 副 
0 手につかない 様子だった。 所長 C には責任はない、 責任は自分にあ る」と 言 
  「自分が仕事を 辞めることで、 このⅠの責任 って、 かなり気にしていた。 ( 上司 A 、 副所長 D 、 

。 .@ii@irtl@@L@@roa@yifo@@ ・ @@J_-@ffli@t i ， ， s ， -3@-c@v@@ 、 fc 。 、 @ 
副所長 C 、 社員 E) 

れて ぐったりして、 家で寝てばかりいた。 

に 高橋から電話を 受けたとき、 と 0  (O) 
験を受けるために 休みを取ったが、 この 3 日間 は     まで 1 級 建築士の試 0  (0)                               期が厳しいということを 言   のことも含めてこれまでの 疲れが出たら ってはいたが、 そんなに落ち 込んだ感じではなく、 
しく、 寝てばかりいた。 普通に元気な 様子だった。 ( 友人 F) 

に 高橋から雑誌の 切り抜きを預か 0  (0) 
  

      ( ネ主 員 B  ) 

    に 会社の人と食事をしたとき「とにかく、 0 (0) 
こんなに人が 足りない中でこの 現場の仕事をする 

んのは大変だ。 ・ ， 」と高橋 ｜ ま 枕上 め司 ヵ ー こ 、 ら対 言っていたことなのに・ して言っていた。 その飲 
食費を払 う時 、 「こんなお金も 自分で払 う のだ」 
と 高橋は少し 辛 そうに言い、 「現場資金が 足りな 
いので、 3 ～ 4 万円貸してほしい」 と言われたの 

@@_@_@ に 、 高橋は「関東地方に 大きな 
地震がこないかな」言っていた。 ため 息 混じりで、 
かなり焦燥感が ちていたとうに 思えた。 また、 

カニ を食べていた 時 
に 、 高橋はにんな 一時はもうないぞ」と 言い、 
私が生返事をしたので、 「わかっているのか」と 
私を諭すように 言った。   
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    JV 委員会において 
で 既に   の赤字があ るこ 
れた。 また、 工期も遅れ気味で、 
でに間に合わな、 、 可能性が報告さ 

点
さ
ま
 

 
 

    

O 

っていたが、 この年は「無い」と 一言で終わって 
しまった。 
  2 日目から、 「仕事をやらないと・・ ， 」 と言 
い、 気が重い様子だった。 

・ ト ⅠⅠから大きなため 息をつくことが 目立つよ 
う になり、 そのたびに「ア 一、 イヤだよなあ ー ・ 

  ・ ほ かから見ると イヤ だろう ? どうも物事を 主 
観的に考えたり、 どうせ俺はダメなのだ・・・」、 
「家の土地の 登記簿のコピーを 銀行からもらって 

きておいてくれ」などと 言いだした。 
  この ヒ 、     もなくなった。 

、 仕事に出かけると 

たのに、 パジヤマのまま ソフ ア一に座り 
その場所から 動かないで、 何やら考え込 
を吸ってボ ーツ として 1 日過ごしていた 
った。 また、 「これからⅠまでは 家に 

言ってい 

、 み、 夜まで 煙草 
ことがあ 

は帰れな 
い だろう」 と言っていた。 
・この頃 から、 電話の際に極端に 側に人がいるこ 

は
 

宰
領
 
だ
 、
 
。
 

の JV 委員会で、   完工で 赤 ・   に入ると、 眠れない、 疲れがとれ 0 
この ぼ ることが報告されない、 集中できないといったことをよく 口にして 

いた。 Ⅰの朝の出勤時には、 些細なことで 私に 
  当たり散らし、 気分を悪くした。 ワは 、 夜中 2 

時半頃 帰宅し、 ぐったり疲れている 様子だった。 

掛 し サ た 、も 高 、 橋 「 のも 八 出 助力 時 ヨ ール こ １ 「ゴ 力れ 。 @ んな ｜し ま、 ・ 」 つ てと ねい と返」う 吉事 をを 

ていた。 その日の午後Ⅱ 時 頃 、 相談があ ると言っ 
て 帰宅し、 「全ての責任は 自分でとりたい、 会社 
を 辞めようと思っている」、 「俺はもうこの 家にこ 
0 元気な姿でほ 戻れないかも 知れない」、 「家の名 
義 をおまえに書き 換えることをやりたかったが、 

も Ⅰ、 う 間に合わない」などと 高橋は旧労はど 言っていた。 う したらいいか」と 電 
話 なしてきた。 この時、 気分的に相当まいって い 

は 、 消防検査などの 各検査が予 
建 されて い て ム いをするということで、 """"   、 立ち " 
とても忙しく、 午後 10 時 、 Ⅱ 時 頃 まで毎日働いて 
い たようだ。 
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様式 3 

労働時間等の 調査結果 ( 氏名 : 高橋次郎 ) 

発病双の労働時間等 

  
所定出勤日数   21 日 19  日   20 日 21 日 

所定休日日数   Ⅰ O 日 Ⅰ 2 日   Ⅰ O 日 10 日 

日
日
日
 

0
4
3
 

日
日
日
 

0
0
5
 

日
日
日
 

0
O
3
 

日
日
日
 

0
0
4
 

数
数
数
 

日
日
 

自
得
 
働
 

 
 欠

 

右
前
 

所定出勤日数 20 日 21 日 18 日 20 日 

所定休日 日数 Ⅰ 0 日 Ⅰ 0  日 l3 日 9 日 

欠 勤 日 数 O 日 0 日 0 日 0 日 

有給休暇取得日数 0 日 0 日 l 日 O 日 

所定休日労働日数 4 日 4 日 4 日 6 日 

所定休日労働時間数 44 時間 40 分 41 時間 40 時間 20 分 68 時間 40 分 

所定時間外労働時間数 30 Ⅱ奇問 50 分 35 日手間 10 分 33 時間 3>W 分 22 時間 20 分 
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様式 4 

業務上外の総合判断評価 票 

  

害の発病に関与 出来事双   ⑥・ 無 ) 
したと考えられ 恒常的な長時間労働 
る 業務による 出 出来事後 ( ㊨・ 無 ) 
来 事の評価 (SlJ 
表 n 出来事の類型 具 体 的 出 来 事 心理的負荷の 強度 

仕事の失敗、 会社で起きた 事故事件 ) について、 責任を問われた 
過重な責任の ① m 
発生等 ( 類推の有無 有 無 

I Ⅱ Ⅲ 

こ よって、 工事計画の調整が 必要となったが、 工事の 
進行の遅れや 職人を集め直したりしなくてはならない 等の間 題 が生じ、 これによって 予 

" ボ烏が生じることとなった。 また、 事 の労働時間は 月 100 時間を超えるものであ ったと推定される   

I Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

I Ⅱ Ⅲ 
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  曲見解要旨 合議による医学   1  精神障害の発病の より、 有無 1CD 一 l0 の を 発病していたと 診断でき   

    る 。   
の自殺は、 このような であ ると判断できる。 
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るとは判断できない。 
(2) 個体側要因の 評価 と 指摘があ るが、 その 外 

には特に問題すべき 点は認められない。 
生活史 ( 社会適応状況 ) については、 特に問題となる 問題行動は認められない。 
アルコール 飲 油状況については、 特段の問題となるべき 事実は認められない。 
高橋の性格傾向は 特に偏りがあ るとはいえない。 
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高橋次郎の   ( 自殺 ) 」に係る業務起因性の 医学的見解 

ェ 精神障害の発病の 有無 

高橋はマンション 建設工事の作業所長として 勤務していたが、 に建 

設 現場構内において   が発生した。 請求人に ょ れば、 高橋は   発生後から 

食欲が低下し、 どこか神経がピリピリした 状態で何も手につかない 様子で、 「自分が仕 

事を辞めることで、 この   の責任をとりたい」と 相当気にしていたという。   
  には、 入しぶりの連休だったが、 疲れで家で寝てぱかりいたと v 、 う 。 また、   
  三日間、 一級建築士の 試験の準備のため 休暇をとったが、 この時も疲労から 寝て 

ばかりいたとい ; フ 0 高橋には自分の 健康状態を気にしていたような、 

また、 通常の精神状態ではなかったことを 窺わせるようなエピソードがみられ、 雑誌で 

見つけた 事務員に頼んでおり、 ま 

た ヒ 友人が 内容に一瞬、 不安や 

不思議なインパクトを 受けた」と言 う よ う に、 不自然で幼稚でかっ 自殺を予告するよう 

なメモ的な書き 込みのあ る口を差し出している。 
請求人に よ れ ば 、 高橋は からは、 家に居ても 1 日中パジヤマのま 

ま ゴロゴロしているなど 精神的に相当疲れている 様子で、 「眠れない」、 「疲れがとれな 

い」、 「集中できない」などと 言っていたという。   には昼食の弁当に 箸もっけない 時もあ るなど、 食欲の低下がみられたと 部 

下 が証言しており、 また、 請求人によれば、 高橋は「俺はもうこの 家に元気な姿では 戻 

れないかもしれない」、 「自分はどうしたらいいかⅠ と 言い、 気分的に相当まいって い 

る 感じで、   と   には上司に辞職の 希望を申し出たが、 慰留されている。   、 高橋は請求人に 対し「最近 1 日に何回か悪寒が 走るんだ。 それでも家には 

帰れない」 と言い、 体を震わせていたという。   
以上のように、 高橋は から が 生じ、   には 

を 示し、   からは   がみられ、   か 

らはそれらの 症状が一層進み、 疲労 困 傭の状態が認められた。 

以上のことから、 高橋は よ り、 と診断できるような 状態に陥っ 

ており、 高橋に現れた 精神障害は I CD 一 l0 の診断基準から 判断して 

  と 診断できる。 そして の 自殺は、 この ょう な 

宙 " 。 と判断できる。 

2  業務要因の検討 

高橋はⅠから 作業所長として 9 件の現場を担当しており、 作業所長としての 経 

験は十分であ ったと思われる。 しかし、 高橋が今回担当した 現場は、 これまでに従事し 

た現場に比べて 請負金額等からみてもかなり 大規模な現場であ り、 予算的にも一般的な 

現場に比べ厳しいということが 言われていた。 請求人によれ ば 、 高橋は当該工事の 作業 

所長を引き受けるに 当たってはかなり 悩んでいたといい、 当初から気負いがあ り、 プレ 
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ッ シヤ 一 を 自ら感じていたよ う であ る。 

工事は開始   ) 当初から、 工期に余裕があ るということではなかったが、 

比較的順調で、 特に問題はなかった。 しかしながら、 に 現場構内にお 

いて が 発生し、 このため 

副所長 C が     という ことに対し「 C 君には責任はない、 責任は自分にあ ると」言い、   
高橋は、 工事現場に常駐するようになった 上司に対し、 二度にわたり 退 

職を申し出ており、 「自分が辞めて 責任をとりたい」と 言っている。 

事故発生について 相当責任を感じており、 現場の総責任者であ る高橋にとっては 大き 

な心理的負荷であ ったと推定できる。 

また、 この死亡災害によって 工事計画の調整が 必要となったが、 工事の進行の 遅れや 

職人を集め直したりしなくてはならない 等の間 題 が生じ、 これによって 予算に赤字が 生 

じることとなった。 赤字については iV 委員会開催時点で、 既に   
  の 赤字があ ることが確認、 されており ( 最終的には の 赤字八 このこ 

とも高橋にとっては 大きな心理的負荷であ ったと推定できる。   
ロきィ立 までの勤務が 多く 、 時には午後 11 時過ぎまで仕事をしていたこともあ ったとされる 

ことから、 高橋の時間外労働時間数は 月間 100 時間を超えるものであ ったと推定される。 

以上のことから、 高橋の           発生、 工期の遅れ、 多額の赤字、 長時間 

労働による心身の 疲労を主とする 業務上の負荷のもとで 発病し、 さらに会社への 損失の 

発生などにより 一層増悪したことは 明らかであ る。 

これは、 「心理的負荷による 精神障害等に 係る業務上外の 判断指針」 ( 以下「判断 指 

針 」 という。 ) における別表 1 に例示された 具体的出来事に 当てはめて考えれば「会社 

で起きた事故について、 責任を問われた」、 に該当し、 心理的負荷の 強度は「Ⅱ」程度 

と 評価できるが、 事故内容、 責任の程度、 その後の労働時間の 変化、   に伴って生じ 

た 工期の遅れ、 赤字の発生等を 勘案すると、 出来事に伴 う 変化等の心理的負荷は「特に 

過重」 と判断され、 本件の心理的負荷強度の 総合判断は「 強 」と認めるのが 妥当と考え 

る 。 

3  業務以外要因の 検討 

(1)  業務以外の心理的負荷の 評価 

心理的負荷を 感じるような 出来事としては、 の問題があ るが、 

であ り、 どちらの出来事ともその 時間的な経過や 高橋の言動等からみても 高橋の自殺 

に主要な関連があ るとは判断できない。 

(2)  個体側要因の 評価 

高橋に 

健康面では人間ドック 実施 ) において、 
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で 指摘があ るが、 その外には特に 問題すべき点は 認められない。 

生活史 ( 社会適応状況 ) については、 これまで高橋の 個人生活及び 社会生活上で 特 

に問題となる 不適応状態や 問題行動は認められない。 

    飲酒に 

よる特段の問題となるべき 事実は認められない。 

高橋の性格傾向は 、 

という印象を 与えている。   

また、 があ った。 

このように高橋の 性格傾向は特に 偏りがあ るとはいえない。 

4  結論 

高橋は り よ にり 患、 し 、 その病的心理のもとで 自殺した。 その 

は 、 高橋の業務による 心理的負荷、 すなわち   の発生、 工期の遅 

れ等と時間的に 明らかに関係して 発病、 増悪している。 高橋の業務による 心理的負荷の 

強度の評価は、 「判断指針」の 別表 1 によって総合判断が「 強 」であ ると判断できる。 

業務以外に心理的負荷となる 問題が認められるものの、 時間的に過去の 出来事であ り、 

特に問題となる 個体側要因も 認められないことから、 業務による心理的負荷が 客観的に 

みて高橋に発病した 精神障害の有力な 原因であ ると判断できる。 

よって、 本件、 業務上として 処理するのが 適当であ ると判断する。 
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事例 3 

様式 1 精神障害等の 業務起因性判断のための 調査 票 

  00 局 00 署   
I@@M-@fc      oooooooooo 

    
号   事業の モ T 類   コンピュータソフト 開発 

  事業の名称㈱ 00 ソフト xx 支社   労働者数   h0 人     
事業の所在地〒 000-0000  X  X  市ムム区 0  0  1-2-3 TH ， 000@ (0000)@0000   

ふ り が な たなか たろ う 

当該労働者氏名 田中 太郎 
生生存月日 "  ⑨ " 

職 種 プロバラマー 雇人年月日 

請求人氏名 田中 一郎                         請求年月日       
""" 。 """ ⑨ 
粍評 cbb"@ 害 嫉 愚老 有 ( 疾患名   

  発病時期   年 月 日 ( 頃 )  ( 発病 時 年齢 歳 )   

  
事業場概要 

生存   

      
会社はコンピュータソフトの 開発業務を主として 行うもので、 その中心は、 ①システ 

ム 開発・開発支援、 ②プロダクト 販売であ る。 

システム開発は、 大きく通信制御グループとアプリケーションバループに 分かれ、 通 
信制御グループはさらに、 主に電話回線を 利用したサービスを 提供する通信チームと、 
遠隔制御装置のプロバラム 作成に当たる 制御チームに 分かれている。 

 
 O

O
 

№
№
 

科
料
 

資
資
 

 
 等

図
 

内
 

案
織
 

社
 

ム
 ム
組
 

 
 

事 実 の 概 
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Ⅰ 就業条件等一般的事項 

学 歴 最終学歴 (00 大学理工学部 卒 中退 )  資料№ 

  歴 事業場 名   O 

  ) (  年 月一 ( ㈱ 00 ソフト XX 支社 )    """  年月 )( )( プロバラマ一     
  ) (  年 月～ 年 月 ) (   
  ) (  年 月一 年 月 ) (   
  ) (  年 月～ 年 月 ) (   
  ) (  年 月一 年 月 ) (   

現在の事業場に 配 属 先 職 種 
雇人後の配属 先 ( 研修期間   ) ( プロバラマー O 

)@ (@ "   
) (  年 月～ 年 月 ) (     ) (  年 月一 年 月 ) (   

Ⅹ の会社へ製品を 納入する関係から、 現場での仕事をするため   
まで 00 通信システム㈱の 作業所   

への出張命令が 出さ ている。 

所定労働時間、 所定始業時刻 午前 9 時 0 0 分 O 
所定休憩時間、 
休日制度等 所定終業時刻 午後 5 時 4 5@ 分 

に関するこ 所定休憩時刻 午後 0 時 1 5 分～午後Ⅰ 時 0 0 分 
( 残業をするときは 午後 5 時 4 5 分～午後 6 時 1 h 分 、 午   前 0 時 一 午前 1 時までは休憩を 取ることになっていた。 ) 

  
労働時間制度 ( 変形労働時間制，フレックス 制・裁量労働 制   

  

  その他 

  

  

  その他 

一ド ②出勤簿 ③管理者による 確認   

  

O 

  
Ⅹ勤怠表は本人が 勤務実績に応じて 実労働時間、 深夜作業等を 記入し、 毎 
目上司に提出することになっているが、 現実は週 1 回提出していた。 

  

O   

  
頁   
O 

  
O 

  
O 

O 

O 
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の
務
 

働
者
 
業
 

 
 

当
日
 

事業場内におけ 
る 当該労働者の 
相関図 

  

    通じて電話に ㈱ 000 の国内向け電話サービスの 関する各種サービスを 提供するためのプロバラムの 開始に伴い、 00 通信システム㈱を 一部を㈱ 
00 ソフト xx 支社地数社が 構築することとなった。 ( ㈱ 00 ソフトの受注 

  
・田中は 、 主に上けた電話の 照合履歴転送を 行 う 機能の開発業務を 担当し 額ヰ                   
ていた。 00 通信システム㈱ 作業場における 出張勤務では、 他社が開発し 
た システムを持ち 寄って全体として 正常に動くかのサービス 試験を担当し 
ていた。 具体的には、 外の設備 ( クレジット会社、 電話会社等 ) と機械 と 

の 相互の情報交換を 出来るようにすることなどであ った。 
田中はそのプロバラム 構築のうち、   から @   の ソフトウェア 開発工程における 他社とのシステ 

ム 結合試験工程の 作業に従事していた。 
結合試験では、 不具合の原因が 他社のものであ る可能性もあ り、 必 、 黙約 

に 他社の人も入ったチームでの 連携が最も重要であ り、 そのため、 仕事は 
そのグループ (7 ～ 8 人 ) ごとのチームリーダーを 中心とした作業となっ 
ていた。 

  
  

A
 

ト
長
 

フ
社
 

ソ
支
 

O
 副
 

O
X
 

㈱
 X
 

O
 

r 

  
  

  

通信制御グループ 7 フ。 炉 ショングル @  プ 

0 上司 B 

C
 

 
 

一
正
 
ム
日
 

D
E
F
 

-
 

チ
属
師
僚
僚
中
 

信
 百
枝
国
司
 田
 

通
 O
 
O
 

ム
 

 
 

チ
 

御
 

キ
吉
 

Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
 

Ⅲ
   

  
  

00 通信システム㈱ 
ウ 

0  ( プロジェクト ) 責任者 G 0 同僚 H 
1 

Ⅹ田中は、 同僚 E 、 同僚 F らと一緒にⅠ へ 出張したが     での作業 グ   
ループは全員違 う グループで作業することとなった。 

事業場以外にお 
ける当該労働者 
との相関図 ( 家 
族 ・友人等 ) 
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2 一 「 出現した心身の 症状等に関する 事項 

N
 

O
 

 
 

 
 

 
 

戸
 
侍
 
「
 
寝
蚤
 
前
と
 
あ
た
 

。
 
話
て
 
電
っ
 

前
 
り
そ
 

ヵ
レ
 

く
し
 

る
 
ら
い
 
間
ほ
 
週
が
 

に
 
レ
 
，
、
 

、
う
 

ま
 
二
言
口
 

」
 

 
 

  
  
  

    の 深夜、 自宅に直属上司 C 
、 ら 電話があ り、 「田中が正常な 状態 
ない」ということであ ったので、 し 
らく様子を見るとうにいった。 

1@i:""@L@ 、 [l:@@?]C@-@@@roT@- 同 C と一緒にⅠのアパー 。 H ， :i ， @ ，、 @ 
は 行き、 ドアを開けた 途端異様に感 

じた。 天気が良いにもかかわらず、 カ 
一 テンを閉め切り 薄暗い部屋の 中から 
田中が出てきて、 話しかけると 冷静な 
話 が出来る状態ではなかった。 

笠菅 と 宏ヰ ほ爆黒乙 : 、 与総圭蕃 三 % 
に 帰ることを同意した。 

" 思 9:00 ではほとんど くらいの 新幹 寝て 

・私の自宅に 泊まるよ う に勧め、 22:0 
0 頃 自宅に着き、 居間に案内し 、 私の 

田こ 物を寝る予定の 食事の用意をさせ、 部屋に運んでいたとこ 私は田中の荷 
ろ 、 居間の方で昔がし "" 

と 田中 @ 

O め が 

発見された。 

( 直属上司 C) 
  田中がノーマルでないと 感じたの 

の 電話だった。   

日は仕事に行きますと 言っていたので 
電話を切った。 
    、 上司 B に勤務先に電話す 
る よ う 依頼したところ、 出勤しておら 
ず 、 アパートに電話したが 電話を切ら 

れたということで、 私からも電話する 
よ う にと指示された。 私が電話したと 
ころ、 やはり途中で 切られてしまい、 
それを上司 B に相談すると、 直接行っ 
てみようということになった。 
・田中の状態から、 これ以上は業務を 
続けられないと 判断し、 xx 市に戻す 
ことを決めた。 

( 同僚 F  ) 

遂 ど た末 一一・ 。 と 「 仕か 亭「 で女 達 ミ スも を自 殺 し 

を 起こしている。 」「つらいから 自分も 
死にたい。 」などといった 悩みを口に 
していた。 
・田中を励ます 意味で「そんなのは ミ 

ス のうち じ やない。 」「死にた い なんて 
バカ なことを言ってないでがん ばる 
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受診の有無 有 ⑧ 
(E 療 機関 名   

初 診 日 年 月 日 

疾 患 名     

O 

O 

  

  
 
 

 
 

6
 

8
  

 



2 一 2  自殺の状況等に 関する事項 

@ 殺の状況 @ 殺の手段  
 

（ 
上司 B 宅から         

） 

  I 自殺直前の状況 

0
 日
 X
 
 
司
 

中
、
で
上
 

出
 て
 
線
て
 

、
 
来
辞
 し
 

め
り
 
新
解
 

た
ょ
 、
 了
 。
 

た
市
 
く
を
 た
 

し
 X
 
し
れ
 っ
 

勤
 X
 な
 そ
な
 

欠
 が
と
も
く
 

 
 

 
 

が
め
る
 
き
 司
が
 

 
 

 
 田

子
を
市
 

そ
宅
 

，
 様
中
 
X
 
B
 
  

遺書の有無 有 ⑧ 

  遺書の内容 

者
 

察
 

敬
吾
 

O
 

O
 

属
 

所
 

 
 

者
 

視
 

検
 

  氏名 0000 

  検案医師 : 所属 00 礒克接院 

  氏名 00OO 

判定された死因 

    

資料 貼 

O 

O 

O 

O 

  
頁   
O 

O 

O 

O 
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3
 業務に よ る心理的負荷に 関する事項 

調 査 結 果 

「長時間労働について 
会社提出資料によると、 田中は   

以降自殺に至るまで、 ほとん   

っていた。 

( 前文社長 A) 
・田中の勤務状況は   2,22 時間 15 分 ( 有給休日 1  日 )   344 時間 30 分 ( 休日出勤 3  日 )   280 時間 3(K 分 ( 休日出勤 6 日 ) 
となっている。 残業時間については、 
同僚労働者と 比較して多くはないと 偲、 
フ - 

( 上司 B) 
・Ⅰに入ってからは、 田中だけでは 
なく、 このグループのメンバー 全員が 
長時間の残業をせざるを 得なくなり大 
変な状況であ った。 

プ
な
 と
 

一
 も
た
 

ル
プ
っ
 

グ
 一
だ
 

の
ル
 変
 

私
グ
大
 

、
 
の
に
 

は
 中
老
 

8
 日
 相
 

）
入
っ
っ
 

か
、
り
 

て
が
お
 

っ
 た
て
 

 
 

，ロ、 田う 。 

" 蕊 ' こ """""' 
り 、 「登夜だ」と 言っていた。 その後 
も 残業は毎日続いていた。 

( 責任者 G) 
    の 連休明けから 納期との関係で 
残業をせざるを 得ない状況で、 平均的 
には推定で 4 時間くらいは 残業してい 
た   

当
 

担
 

を
 

験
 

試
 

ス
 

ビ
 

 
 

サ
 

ま
 

）
 事
 

G
 仕
 

者
の
 

 
 

（
 

していたが、 特別難しいということは 
なかったと思 う 。 

・プロジェクトは、 単体試験の遅れが   までのびたために、   にひっ 
ての結合試験をしたが、 次々にトラブ 
ルが発生した。 その都度対策や 調整を 
してトラブルの 解消に努めたが 結局キ 
ープできなかった。 最終的にはⅠ 
まで延期した。 
・田中とは同じフロアで 仕事をしてい 
たが、 技術的な仕事の 会話が中心だが、 
仕事以覚の相談を 受けるということは 
なかった。 

 
 

白
 か
っ
 

ム
 い
か
 

テ
 な
な
 

ス
 は
は
 

て
シ
 で
 験
 

い
、
の
 経
 

っ
ば
 も
の
 

に
て
 5
 車
 

性
つ
 い
 仕
 

難
 と
と
の
 

困
 に
い
 種
 

の
看
 し
の
 

務
 険
難
 こ
 

業
経
別
は
 

2
 
 時
中
 

( 上司 B) 
・プロジェクトのシステム 全体の難易 
度は、 メンバーからみて 特に難しいも 
のとは言えない。 ただ、 田中はこの種 
の仕事は初めてであ り、 本人には大変 
だったかもしれない。 

    資料№ 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

頁   

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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 乍
 

かった。 
・システムの 構築は、 それぞれ自分の 
担当分を完成し、 全体として一つの シ 
ステムにするわけだが、 個人の技量に 
より、 作業の速さ、 正確さには多少の 
差があ る。 チーム内に手間取っている 
部分があ ればチームリーダーが 助言し 
チーム全体で フ オローするので、 たと 
え トラブルがあ ったとしても、 田中の 
ような若 い 人が大きな責任を 感じる 必 
要 はないはずであ る。 

3 支援・協力体制について 
田中の状態が 正常でなくなったこと 

カ へら、 -    より業務を軽減した。 

( 上司 B  ) 
・田中の状態が 正常でなくなってきた 
ので、 現時『でこの 仕事を続けること 
が 無理 ど 判断し、 配置転換も考え、 こ 
れまでしてきた 仕事を整理してもら ぅ 

ため、   よりプロバラム 作成業 
務から、 ドキュメント ( 仕様書 ) 作成 
に 専念してもら ぅ ことになった。 これ 
は 本人の精神的な 負担を軽くしてやり 
たいとの考えからであ る。 

( 直属上司 C) 
・出張中、 田中本人から 失敗があ った 
と 私の自宅に電話があ ったが、 すぐ 調 
べたところ大した 問題がなく 1 一 2 日 

で 解決した。 後日、 田中からも問題な 
いとの連絡が 入った。 
，対人関係の 悩み、 トラブルについて 
は 私は聞いていなかった。 

( 同僚 F  ) 
・このプロジェクトは 、   までは 順 
調 に進んでいたが、 つ Ⅰに入ってから、 
私のグループも 大変だったが、 田中の 
グループもかんな 残っており相当に 大 
変だったと用、 う 。 

・その後もほとんど 毎日残業が続いて 
おり、 だいぶ疲れていたようなので、 

  師   C   に田中の業務を 頃 だったと 居 軽減するように 、 ぅが 、 上司の技 進   
号 した。 
  田中はプロバラム 作成業務の他に 、 

ドキュメントの 取りまとめも 行って い 
た 。 プロバラムの 作成に応じて 時々 し 
ていた仕事だが、 田中の疲れが 見てい 
ても判り、 このままでは 可哀 想 だと 思 
って、 一時的にドキュメント 作成に専 
余 してもらった 方がよい。 ということ 
を 言った。 

( 同僚 H  ) 
  私と田中は別のバループで、 私の グ   

ループの仕事は 一定順調に作業が 進ん 
でいたが、 田中の担当した 試験が正常 

0@ 0 

0@ 0 

0@ 0 

0@ 0 
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4
 業務以外の心理的負荷に 関する事項 

請 求 人 の 申 述 資料 M. 頁 調 査 結 果 資料 M. 頁 

と 会え 6 時間がないこ 
・「忌志 赤 G 童傍笘ぞ洙 忌志 0  O とを気にしていた。 
った 。 この 4 ～ 5 日が一番きつい。 こ 

れが終わったらおみやげを 持って 帰 ( 同僚 F  ) 0@ 0 
る 。 」と会う約束をしていたようだった。     、 Ⅱ亡しく   

  」と言っていたが、 深刻な悩みと 
は 受け止めなかった。 
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5  個体側要因に 関する事項 

受診期間 医療機関 名 
( 年 月一 年 月 )(   
( 年 月～ 年 月 )(   
( 年 月～ 年 月 )( 

  

疾 患 名 発症 時 年齢 
)  ( )  (   
)  ( )  (   

( 責任者 G  ) 0@ 0 
・仕事に関しては、 初めてと 
いうこともあ ったと 居 、 ぅが、 

普通程度より 下と思っていた。 

( 直属上司 C) 0@ 0 
  田中は、 新入社員の歓迎合、 
忘年会、 芋煮会、 社員旅行な 
どには仕事の 都合がつけば 必、 
ず 参加する方だった。 

    0 0 
きちっと仕事をする 

0 0 

0 0 

0 0 

0@ 0 
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趣 

時 味 ど 中 ン 学 を 買 2 午う のな 初めてパソ 小さい頃 か O O 
ら コンピュータが 好きなよう 
だった。 

し雫 ㌍ 捷 ㌍ 蜜羅ニ麦 ㌍ほ宴 星 
とよく地元のスキ 一場に行っ 
ていた。 

  

家 庭 環 境・ 0@ 0 

友 人 関 係 ・ 

0@ 0 

飲酒した後、 記憶欠損を残したことがあ るか     

有の場合 : どのようなトラブル か 

（ 

二日酔いで仕事を 休んだことがあ るか   
（ 有の場合 : どの程度か 

  

（ 

手 の 著免 亀谷町 握 房室 ぢ雀淫姦 ㌍     
） （ 

その他特記事項 

  

一 ) 

( 直属上司 C) 

0@ 0 

  

） 

） 

  

0@ 0 
0@ 0 
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6  主治医・産業医の 意見 

診療記録等の 収集の有無 有・⑧ 

  

 
 

4
 

g
  

 

 
 

 
 



様式 2 

当該労働者の 精神障害の発病に 関与したと考えられる 出来事に対応した 心身の変調等に 関する時間的経過 

出 来 事 当該労働者の 心身の状態・ 行動の状況 

年 ・ 月 
( 別表 1 , 別表 2 参照 ) 請 求 人 の 申 述 資料地． ( 頁 ) 調 査 結 果 

    の予定 )   長期出張 ( 一   
資料 N0 ． ( 頁 ) 

0
)
 

 
 

①
 

 
 

 
 

2
 

の
 

殺
は
 

打
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」
 
，
 

 
 

囲
て
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た
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事
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し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

O
 

0
)
 

0
)
 

O
 

 
 

 
 

 
 

 
 

O
 

O
 

O
 

O
 

 
 

 
 

出
時
 

ぅ
 

「
 
濯
 
そ
 う
 





）
 

且
は
 

太
 

中
 

田
 

 
 

名
 

氏
 

（
 

果
 

七
口
 

を
 ゅ
 

査
 

調
 

の
 

等
 

前
 
E
 

時
 

働
 

労
 

等
 

時
間
 

働
 

労
 

の
 

 
 様

発
 

所定出勤日数 19 日 2l 日 20 日 2l 日 

所定休日 日数 12 日 10 日 8 日 10 仁ヨ 

欠 勤 日 数 0 日 O 日 O 日 0 日 

有給休暇取得日数 2 日 0 日 O 日 上日 

所定休日労働日数 4 日 Ⅰ 目 2 日 0 日 

所定休日労働時間数 2R 時間 30 分 8 時間 18 時間 30 分 O 時間 

所定時間外労働時間数 h7 時間 45 分   84 時間 45 分 76 時間 45 分 70 時間 15 分 

  

年 月 

所定出勤日数 

所定休日 日数 

欠 勤 日 数 

有給休暇取得日数 

所定休日労働日数 

  所定休日労働時間数   

所定時間外労働時間数 

月
 

午
 

 
 

Ⅰ 日   

O 日   

7 日   

58 時間   

46 時間 30 分   

年 月 

    
  

一調査結果を 作成するに当たっての 資料 
①タイム ヵ一ド ②出勤簿③賃金台帳 呵ヌ 
Ⅹ起算日は各月 Ⅰ 日 口 ll 
( 作成に当たっての 特記事項 ) 

より算出した。 
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様式 4 

業務上外の総合判断評価 票 

  発病双 6 か 月間 

    に 害の発病に関与 起きた精神障 
  したと考えられ 

る業務による 出 
来 事の評価 (B@J 
表 l) 

  出来事の有無   (@ う い無 ) 

度
 

強
 

の
 

荷
 

負
 

的
 

理
 

L
 
Ⅰ
 
@
 

事
 

）
）
 

無
 

無
菜
 

 
 

 
 （

（
 

的
 

前
後
件
 

事
事
 

 
 

労
働
 

間
 時

型
 

長
類
 

 
 曲

事
 

 
 

仕事の量・ 質 初めて経験するシステム 結合という仕事内容・ 仕事量 
の 変化 の 大きな変化があ った   ③ Ⅲ 

いへの長期出張 ) 
( 類推の有無 ㊨ @. 無 ) 

m
 

Ⅱ
 

 
 

 
 

無
㍾
 

有
 
・
 

無
 

有
 

の
 

推
 

類
 

 
 

    
Ⅱ m 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

出来事に伴う 変化等 ( 過重の程度 ) 

Ⅰへの出張後、 初めて経験するシステム 結合という困難な 業務に従事することとな 
り、 また、 納期の関係から 田中の労働時間は 大幅に増加し、 亡 J は 177 時間 ( 休日・出勤は 
6 日 ) もの残業を行っており、 深夜時間帯に 及ぶ恒常的な 長時間労働が 認められる。 
会社が田中の 業務の軽減措置を 講じたのは田中の 発病後の   からであ った。 

/ Ⅰ 

発病双 6 か 月間 
に 起きた精神障 
害の発病に関与 
したと考えられ 
る 業務以外の出 
来 事の評価 (Bl 」 
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総合評価が「 強 」と認められる。 

3  業務以外要因の 評価 
㈲ 業務以外の心理的負荷の 評価 
調査の範囲では、 業務以外の心理的負荷については 特に認められない。 

(2) 個体側要因の 評価 
特段の個体側要因は 認められない。 

巌昴寡憲宣に i 橿 ， 的に つ t 轟嚢曝 t@ 舞事 牽 i 逼 蓋置 睾曇彊星塁里笘 義に 箕馨摂案難 ぜ ニ睾撞 

フ - な したがって、 問題は認められない。 田中は業務による 心理的負荷が 主な原因となって 急性精神障害に 陥り白 
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田中太郎の   ( 自殺 ) 」に係る業務起因性の 医学的見解 

Ⅰ
Ⅰ
 

精神障害の発病の 有無 

田中は、   から命令を受けて   に出張し、 電話の照合履歴転送 

システムの開発業務に 従事した。 出張先での田中は、 不 ， 貫 れな仕事、 納期のことなどか 

ら 残業等が続き、   には睡眠不足で 極度の疲労状態にあ った。 

このような状況の 中で田中は 、 大したことではないのに「仕事で 

ミスを起こした」と 悩み、 このことについて「友人も 自殺未遂を起こしている」、 「辛 

いから自分も 死にたい」と 言い、 また、 同期入社の友人によれば「出張場所は 地獄、 休 

みもくれないし、 寝る暇も洗濯時間もなく キレ そ う 」と裏 返った声で言い、 辛 そうで、 

追い詰められている 様子だったという。   も 田中の残業は 続き、 同僚にも明らかに 疲れている様子が 窺われ、 実際に 

仕事ができなくなった。   に一時的に違 う 仕事に専俳する 措置がとられ、 その後 

田中から仕事を 引き継いだ者が 作業を完了した 際には「皆に 迷惑をかけてしまった」、 

「クビになる」、 「死にたい」などと 言い、 かなり激しい 感情の動きを 示している。 

この頃 には周囲の者にも 明らかに田中の 様子が異常と 受け止められている。     

  に 対して「大変なことになった。 生活もできない、 洗濯もできない、 食事もできな 

い 」、 「プロジェッ クト が と ま る 」、 「何億何千万もの 金が動かされる」 、 の現 

金 がいくらあ っても足りない」などまとまりのない 電話をかけている。 また、   
には Ⅰに「 50 万円送って欲しい」、 「寮にも会社にも 来るな、 来るとつかまる J 、 「会 

社に行くと殺されるかも」などと 電話している。   には、 上司によると、 田中は電話を 話の途中であ るのに切ったり ( 他の上司 

にも同じことがあ った ) 、 また心配して 地方から駆けつけた 上司がマンションを 訪れた 

際、 い い天気なのにカーテンを 閉め切っているなど 異常に感じたといい、 上司が話しか 

けても冷静な 話ができないような 状態であ ったという。 

同日、 上司に伴われて 自宅に帰ることになり、 一旦上司の家で 休息をとるため 立ち寄 

っ たが、 突然、         自殺を遂げた。 
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のあ る程度のものであ る。 一方、 業務以外の心理的負荷は 特に認められず、 性格傾向、   
Ⅰ に陥ったものと 判断する。 

したがって、 田中の には業務が相対的に 有力な発症 要 

因 であ ったと認、 められる。 
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事例 4 

様式 1 精神障害等の 業務起因性判断のための 調査 票 

00 局 OO 署 

労働保険番号 第 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  号事業の種類橋梁建設工事 

事業の名称 00 軌道建設工事 
万                   00 建設㈱ 00 支店 労働者数 374  人 
三次下請 : ㈱ ABC ( ㈱ ABC) 

事業の所在地 00 県 00 市 00 区 00 TH ， 000@ (000@ )@ 0000 

ふ り が な すずき じ ろ う 

当該労働者氏名 鈴木 次郎 
生年月日 捌 ⑧ " 

職 種 電 襲職 雇人年月日 

請求人氏名 鈴木 良子   続柄     青青末年月日 

"" 。 、 "", 。 ⑨ 
精神障害の疾患名 有 ( 疾患名   

発 病 時 期 年 月 日 ( 頃 )  ( 発病 時 年 歳 ) 

現在の状況 生存 

色ヨ 。 " 。 。 " 。   死亡 時 年齢     

事業場概要 00 軌道建設工事について 
1) 事業概要 

軌
道
建
設
工
事
 
0
0
 

  
2)  当該建設工事における 請負関係 ( 一部 ) 

発注者 
00 

元請事業者 
㈱ 00 建設 00 支店 

一次下請事業者 
X X 重工 

二次下請事業者 

  
ムム重工業㈱ 

三次下請事業者 
㈱ ABC 

四次下請事業者 
㈲ 00 電工 

  

⑨ ㈱ ABC の工事体制等について 
1) 具体的工事概要 

主に車両空調装置に 電源を供給するために 軌道に電車線を 敷設及び加減速用 L IM 
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事故の概要等 

制御用センサーを 軌道市下面に 取り付ける。 また、 必 、 要な計測、 調整、 検査を行 う   

・会社案内等 ( 資料№   0) 
・組 織 図 ( 資料 No. 0) 

00 軌道建設工事事故について 

2  事 の原因等 
  んモいたものの 走行面に 憶 雨水が残ってⅤ 呵乙 の調査の結果、 最終的に下記のとおりの 原   

    因 ①作業台車の が認められた。 設計ミス 
・ 3 種類のブレーキシステムはいずれも 作動したが、 車輪が固定されたまま 滑走して 
おり、 軌道に直接抵抗を 加えて制御する 暴走防止装置 ( 非常停止装置 ) が設置されて 

  いなかった。 

    ②安全対策上の ・走行レールに 不備 逸走防止用のストッパ 一等を設置していなかった。 
③運行管理上の 不備 

    た ・走行面が水に 。 ( 走行面が濡れている 濡れているのを 時は作業中止 知りながら、 ) 十分な確認をせず、 作業台車を使用させ 
④作業の管理面の 不備 

・作業台車に 接触又は激突の 恐れのあ る作業台車の 運行範囲内での 作業と作業台車を 
使用する作業を 平行して行った。 
，作業台車を 工事に導入するに 当たり、 元請事業者が 危険性の評価をすることなく 導 
入した。 

3  事故に係る処罰等 
00 市は から 2 か 月間、 工事を受注していた 元請の 00 建設 と 一次 

下請の xx 重工業 日 。 処分とした。 

また、 

実           正 して、 滑走をくい止める 巻き上げワイヤの 使用を、 軌道の最高 
傾余に                           に限定するなど 安全対策を怠った。 

作業台車の車輪と 軌道の摩擦に 頼る 3 種類のブレーキ 制御システムだけにして、 非常 
用 ブレーキを装備しなかった。 

りながら十分な 確認をせず、 形式的な指示だけで 作業 台 
車を走らせた。 

事案の概要 鈴木次郎 ( 以下「鈴木」という。 ) は 、 までの契約 
で 00 電 装から㈱ ABC に出向し、 軌道建設工事の 設備工事 ( 以下「設備工事」という。 ) 
に 従事していたが、 

鈴木は 00 病院に搬入され、 入院治療を行っていたが、 2 週間後の   
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Ⅰ 就業条件等一般的事項 

学 歴 最終学歴 ( 不明   資料№． 頁 

職 歴 事業場 名   
(00 外業 
(00 電装 

)  ( ) (  電 襲職 O O 
)  ( )  (   

  
  

( ㈱ ABC  ( 出向 )) ( 
  

)  (   
  )  ( 月 ) (   

Ⅹ 00 電業 ( 所在地 : XX 市 XX) 
00 電装は 、 100% ㈱ ARC の仕事を引き 受けていた。 従業員 4 人。 

  
務 、 電器制御盤及び 電気設備の施工、 保守点検業務であ る。 

現在の事業場に 配 属 先 職 種 
雇人後の配属 先 ( ㈱ ABC( 出向 )  ) ( 

)  ( 年 月 ～ 午         (  電 袋織 
)@ 0@ 0 
  

) (  年 月一 年 月 ) (     ) (  年 月一 年 月 ) (   

所定労働時間、 所定始業時刻 午前 8 時 00 分 0@ 0 
所定休憩時間、 
休日制度等 所定終業時刻 午後 5 時 00 分 

に関するこ 所定休憩時刻 午後 12 時 00 分 ～午後 13 時 00 分   
所定休日                   隔週週休 2 日制・完全週休 2 日制 ) 

  その他   

労働時間制度 ( 変形労働時間制，フレックス 制・裁量労働 制   

  その他   

勤務形態     交替 制 (2 百 2 交替 制 ( 日勤・夜勤 ). 
3 頁 3 交替 制 ) 

    
0@ 0 

出 退勤管理の状況①タイムカード ④本人の申告 。 輌 """""" 。 "" 
⑤その他 (   

就業規則の有無 ⑥ ト無 0@ 0 

その他特記事項 

一 105 一 



・運転合図、 運転手順の作業従事者への 周知登底 
・作業台車出入口の 施錠 ( 落下防止 ) 
，緊急時の作業中止と 退避処置 

( 具体的処置・ 確認事項 ) 

  

0 製品統括部長 D 

場 指示者 A 

0 工事事 矛 所長 B 
( 管理生 者 ) 

0 作業主王者 C 

n 下り作業 さ車 ) 

作業者 ( 作業指揮者 ) 鈴木 ( 作業指揮者 ) 

0 作業者 E ( 運転者 ) 

作業者 (00 電工 : 作業者 ) 作業者 F  (O0 電工 : 作業者 ) 

ィ 業者 (  同 上 04 業者 G  (  同 上 

C  O 社員 H  W ㈱ ABC 社員 ) 
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2 一 ]  出現した心身の 症状等に関する 事項 

  請求人の申述   資料 吋 
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過ごし方は 、 私と話をするか、 ラジオ 
を聴くかのどちらかだった。 テレビは 
部屋に置いてなかった。 新聞も見たい 
  ときだけ私が 買いに行き、 スポーツ新 
聞や雑誌を 2 冊ほど置いていたくらい 
であ った。 
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・鈴木の幼い 頃 からの友人であ る X が 
見舞いに来たときは、 仕事の話でなく、 
昔話をしたりしていた。 早く元気にな 
って 、 酒でも一緒に 飲も うと 話してい 
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  とおりで、 全く変わりなかった。 
  

O 

頁 調 査 結 果 

0  鈴木は事故直後はやや 興奮気味であ 
っ たが、 2 、 3 日後から表情が 暗く 、 
顔色も悪かった。 

声をかけよう 、 指示が出されていた。 ル % 日 には鈴に 

( 所長 B) 
，事故から 4 、 5 日後、 私と D 部長と 
二人で見舞いに 行ったが、 事故のこと 
を知ってかなり 落ち込んでいるように 
見受けられたので、 勇気付けるよ う に 
私は言葉をかけた。 
・その頃 は 、 コ からの見舞い 等もあ 
ったそうであ る。 
・顔色も悪く 、 落ち込んでいるのがと 

ても ・私もそうだが、 よく 分かった。 事故の直後よりも 日 

にちが過ぎて 行くほど、 事故の怖さ 、 

  重大さがひしひしと ，ひ 田う 。 感じられたのだと 
・鈴木が亡くなる 2 、 3 日前から、 私 
に会いたがっているということは D 部 
長から聞いており、 知っていた。 
・鈴木が私に 何を言いたかったのか、 
私は実際 1 度しかお見舞いに 行ってな 
いので分からない。 
・お見舞いに 行ったときは「最後まで、 
現場の工事をやり 抜きましょう」と 私 
に言ってくれたのだが、 このような結 
果になり残俳に 思っている。 

 
 き

に
た
 

と
崖
っ
 

 
 

）
 っ
 人
な
 

D
 行
 4
 く
 

是
 に
は
 悪
 

部
い
木
り
 

括
 無
鉛
 ょ
 

統
兄
 だ
た
 

品
 初
ま
り
 

捌
製
 

（
 
取
、
田
 

日
 

心
 

 
 

は
も
 心した。 

。 ・鈴木は、 事故のせいもあ ってか少し 
・興奮気味で、 私と話をしているときも、 
よくしゃべっていた。 この時は、 どち 

、 動けな   

たときは、 個人部屋に移っており、 私 
から見ると、 前回見舞ったときよりも 
だいぶ元気がないと 感じた。 
・鈴木は日に 日に顔色も悪く 元気がな 
くなっていった 気がした。 

の 午後、 鈴木の見舞いに 行 
っ忘白 ㍉ 吾 の午後、   鈴木の見舞いに 行 

と念 押ししたところ、 「今は近所の 人 
等に見舞いに 来てほしくない」とのこ 
とだった。 この時も顔色が 悪いと感じ 

ていた。 ・つには、 私から見てかなり 痩せた 
のが分かったので、 「食事はきちんと 
食べているのか l 「動かないのであ ま 
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ない様子だった。 
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・鈴木は 、 私の前では悩んでいる 姿を 
見せない よう にしていたようだった。 

・死亡する 2 日前の   頃 から、 
㈱ ABC の B 所長に会いたがっていた。 
私が 12 時頃 病院へ行くと、 鈴木が「午 
前中㈱ ABC の方が見舞いに 来てくれ 
た」と言い、 その後「 B 所長に会いた 
い」と言っていた。 
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ていた。 

， 今 思えば鈴木は 、 何か仕事のことで 
よほど B 所長に言いたいことがあ った 
のだと思 うが 、 当時は私も分からが ；   

った。 
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・この時 ⅠⅠ じ 」と言って (  お ) 、 は 、 点滴をしてい 「 

たのを覚えている。 行う 力 ， 見 まい 3 が 入 終 で わ 見 っ 籍て い帰 にろ ったのだ とすると、 
鈴木が「ちょっと 話をしたいんですが」 
と私を呼び、 私が「 何 」と答えると、 
ちょっと口を 濁したので「また 後日に」 
というふうになってしまった。 
・見舞いは私の 他に二人いたので、 何 
か言いたいことがあ っても遠慮したの 
ではないかと 9 、 う 。 

・鈴木は最後に「 B 所長に会いたい」 

      と ・事故の話についてであ 言っていた。 るが、 「作業 
  台車が滑り出したとき、 どんな風に止 
めようとしたか」とか、 「どのくらい 
の位置から滑り 出したか」とか、 「ス 

ピードはどれくらい 出ていた」 とか言 
う話を直接鈴木とした。 

  ・話したくはないが 気になるのか、 や 
はり見舞いに 行くと必ず事故の 話にな 
った。 というのは、 見舞いに初めて 行 
く人にとっては、 必ずこの事故の 話か 
ら入っていくし、 逆に鈴木にとっては 
何度も同じ話をしていたんだと 思う。 
そのため、 日にちが経過していくにつ 
れ だんだん元気がなくなっていったの 
ではないだろうかと 思 う 。 

Ⅰの人ふ 暴雙ア亡ま、 ㌔ 轟嬉魑姦芯 
来た」とか言っており、 気にしている 
よ う に見受けられた。 
・日にちははっきりしないが、 私が見 
舞いに行ったとき、 ちょうど鈴木の 幼 
なじみの人が 見舞いに来ており、 その 
瞬間は、 非常に う れしそうに話してい 
た。 しかし、 その人が帰ると 暗い表情 
に変わったのを 覚えている。 

( 同僚 J) 
・私が見舞いに 行ったとき ( 負傷後数 
日後 ) は、 鈴木は手をあ げて「ごめん 
ごめん、 心配かけて」と 明るく迎えて 
くれた。 この時は、 普段食欲旺 盛な方 
があ まり食事がとれないと 聞いた。 
・私は   社長 1 と 再び見舞 
いに行ったが、 この時も食事が 出来な 
  いと言っていた。 

  

( 作業者 G) 
・私と鈴木の 2 名が負傷後 00 病院へ 
収容され、 4 人部屋の時、 鈴木と同室 
の時があ った。 鈴木はその時、 私にも 
声をかけてくれたり、 元気だった。 
・ちょうど亡くなる 目の前日、 鈴木が 
トイレ ヘ 一人で行っているとき、 私と 
ぱったり会い、 私からも「も う 大丈夫 
ですか」等声をかけたところだった。 
今 思えば、 4 人部屋で過ごしていたと 
きよりもかなり 元気がないと 端から見 
ても分かるほどだった。 ・ 
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( 毎療磁は醸嚢 

              った がこの日には に私一人で病院に 個室に移って 見舞いに い 
た。 部屋に入ると 鈴木が一人でラジオ 
の高校野球に 実況を聞いていた。 

・ ケガ については、 抜糸したとかする 
とか言って 、 ベツド ； 、 ら 降りて立つて 
見せたし、 順調に回復していると 思わ 
れた。 

( 婦長 K  ( 鈴木の入院していた 病棟の 
婦長 バ 
・事故直後は、 鈴木を 6 人部屋で対処 
していたが、 負傷の様子が 思ったより 
もひどい状態だったので 4 人部屋に移 
った 。 その後、   に個室に移動 
した。 
・亡くなる前日については、 担当した 
職員が、 どうも笑顔が 見られず、 私か 
らも夜勤勤務担当者に 可能な限り声を 
か @ てあ げてほしいと 申し伝えた。 

の前での 占度と、 私たち ( 看 
護 仲間 ) への態度に違いがあ ったかも 
しれない。 
・考え事をしていたからか、 打撲によ 
るものか、 胸の苦しさを 訴えた日もあ 
った 。 

・亡くなる前の 最後の夜は、 夜 9 時の 
記録によると、 特に訴えなしと 記載し 
てあ る。 
  亡くなる前の 部屋の様子については 

記録していないので 分からない。 時 ・を 2 鈴訴 本え はて 亡い くた 。 な る同 に吐き気も 3 日前か 蘇 て 

いた。 
・入院当初より 日にちがたつに 従っ 
て、 鈴木にだんだん 元気がなくなって 
いったのは看護婦皆が 感じていたと 思 
フ - 

・ ケガ の具合は、 負傷時に比べると、 
亡くなる頃 にはかなり軽くなっていっ 
ていたと思う。 
・看護記録には、 鈴木が意味不明なこ 
とをいったようなことは 記載されてい 
ない。 
・鈴木は   は昼食は全くとって 
いないし、 この頃 から死亡する 日まで 
食事の量がかなり 減っている。 
・鈴木は他の 入院患者との 接触も特に 
なかったように 見受けている。 

O
 

  

  

O
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2 一 2  自殺の状況等に 関する事項 

自殺の状況自殺の 手段 
資料№． 頁 

  

自殺直前の状況 

  

  
遺書の有無 有 ④ 

  

遺書の内容 

  

検視者 : 所属 警察署 

職 氏名 

  

検案医師 : 所属 00 O 

職 氏名 医師 L 

判定された死因 

  
  

 
 

  

  

Ⅰ
・
 

ノ
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3
 業務による心理的負荷に 関する事項 

頁 

 
 

 
 乗

車
通
名
で
あ
 

( 所長 B) 
・ 00 の軌道建設工事には、 ㈱ ABC 
の社員は常時 6 一 10 人常時勤務してい 
た   

， 私の部下には、 現場の作業指示を 任 
せていた作業責任者 C がいた。 彼は、 
この配線工事を 取り仕切っていて、 X 
X 重工との行程調整・ 技術指導・安全 
指導に当たっていた。 
・鈴木はこの 現場の工事に 電線の取付 
工事をしに出向し、 作業期間は 3 か月 
の 予定だった。 
・鈴木は、 作業責任者 C の作業指示を 
受けて、 実際のさ車での 作業指揮者と 
して作業を行っていた。 
・作業台車 ( 桁の上に車輪が 乗り、 油 
圧 駆動により動く 乗り物 ) は 2 台あ り、 
1 つの台車に㈱ ABC の社員 2 名と他 
社の作業員 2 名の計 4 名が乗って作業 
なしていた。 そのうちの 1 台に、 鈴木 
を 責任者として㈱ ABC の作業者 E 、 
00 電工の E 、 F が乗っていた。 

・作業台車は 全長 10 メートルくらいあ 
り、 下り台車 (J R の駅に向かう 台車 ) 
で 鈴木は作業していた。 作業者 E が 運 
転手で、 鈴木は作業の 指示に当たって 
いた。 
・私は事故はとっさに 起きたと思って 
おり、 今現在も原因は 何なのか分から 
ない。 

( 製品統括部長 D) 
・配線部門は 、 ・作業責任者 C という 作 
業 指示者がおり ( 作業責任者 C は作業 
さ 車に乗る作業を 直接行っていない ) 、 
鈴木の作業台車を 含み 2 台の台車の作 
業 指示を行っていた。 鈴木はそのうち 
1 台の台車の責任者だった。 
    の事故については、 鈴木の 
指示が悪かったから 起こったものだと 
は 考えられない。 鈴木は作業責任者 C 
の指示の下に、 台車での作業指示を 行 
っていたものであ ると考えられれるの 
で、 誰の責任かと 言えば 誰 とも言えな 
いと思う。 

( 同僚 J  ) 
・鈴木は、 この現場以前によその 現場 
で 失敗とかは全くないといってもいい 
と 思う。 
・鈴木は、 この現場以前にも 何度もい 
ろ いろは現場に 行って実際作業をして 
いるし、 現場が自宅から 通えないとこ 
ろで一人暮らしをした 経験も多くあ っ 

たはずであ る。 
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資料 

O 

  

O 

O 

頁
 

O
 

O
 

O
 

№
  
 



一 1 

・現場へ 00 電 装から行ったのは、 鈴 
木一人だった。 
・仕事は、 鈴木にしてみれば 台車に乗 
って配線取付の 作業をするという 全く 
初めての仕事のようだが、 現場へ行く 
前に XX で台車に乗って 訓練をしてい 
たと聞いている。 
・今回鈴木がかかわっていた 工事は 、 
実際二人の人が 亡くなっているわけだ 
し、 かなり大きな 衝撃があ ったのだと 
，じ、 田う 。 

連
合
 

そ
 
乗
の
 

の
の
、
に
て
 

 
 l 仕事ではあ ったが、 特に仕事に対して l 

不安はなかった。 
  作業台車の中では、 私が運転手、 鈴 
木が作業指揮という 役割があ った。 フ 
ッ トブレーキ、 ハンドブレーキはとも 
に 運転席の私の 所にあ った。 
・現場は 、 の事故の 
日 まで全く異常はなかった。 
・事故当日は、 作業の開始時間にっ い 
ては、 いっもより多少遅れた。 
  碍子の取付を 始めようとしたとき、 
同乗していた   が腹 が痛いとのこと 
だったので、 鈴木と相談して P 地点ま 
で 作業台車をおろすことに 決めた。 鈴 
木の合図で私が 運転したが、 いつもよ 
り 速度が速く滑っていることに 気が付 
ひたときにはもうすでに 遅く、 必死で 
ブレーキをかけたが、 ブレーキはきか 
ず 、 非常用 輪 止めを使ったが、 これも 
機能しなかった。 近くにあ った木を仮 
とかかまそうとしたが、 それもだめだ 
った。 
・令息、 うと、 何か他にやり 方があ った 
のかもしれないが、 とっさのことで 判 
断 が付かなかった。 
・上りの方向に 運転席があ り、 台車の 
方向に対して 横向きでの運転作業をし 
ていたので、 事故時の台車の 様子はよ 
く分からなかった。 ただ、 速度がいつ 
もより速くなっていることで、 私同様 
鈴木も異常に 気付いたと思 う 。 予測で 

きない、 のない事故だと 異常な出来事としか 9 。 ぅ 。 言いよう 
・事故当日亡くなった 2 名は、 全く私 
の知らない人だった。 多分鈴木も知ら 
なかったのではないか。 
・私としては、 事故後すぐ、 「すごい 
ことになってしまったな」と 感じた。 
4  % 々に受診してから 

ので、 
いっぱいはそ らにか、 きりで新聞 
等でどのように 取り扱われていたのか 
は知らない。 

・   の方も、 負傷した私に 気を遣っ 
てくれてか、 それほど負担になったも 
のではなかったが、 人によって感じ 方 
は 異なるかもしれない。 
・鈴木が自殺した 原因については、 先 
日の事故を苦にしたのか、 人の気持ち 
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のことなのでよく 分からない。 
・後から 人づ てに聞いた話では、 鈴木 
は事故直後、 作業者 F 、 G のことを大 
爽気遣っていたとも 聞いた。 
・私自身、 同じ作業台車に 乗って作業 F を し て b  、 たと 作間 業 い 者た 陳 が 、 心が病んでいた 
こともあ った。 人の死にいざ 直面して 
みると、 事故が恐ろしかったというよ 
りもそちらの 方 ( 死 ) が本当に悲しい 
ことだと居、 ぅ 。 もし、 自分のよく知っ 
ている人がその 時亡くなっていたら、 
やりきれない 気持ちだったと 用、 ぅ 。 
，時間が経過し、 事故から 1 年半以上 
たった今でも、 何かの拍子につけ 事故 
のことを思い 出す。 

( 作業者 G) 
・事故が起こった 日の前日は大雨だっ 
たため、 その日も私の 中では、 今日の 
作業はないかもしれないなと 思ってい 
た。 しかし、 作業することになったが、 
私がお腹 の具合が悪くなったため、 作 
業 さ 車の位置を変えようとしたとき 
に、 作業台車がいつもとは 違 う 速度で 
滑り出したため 私もただごとではない 
と気付いたところであ る。 
・事故のことだが、 私が事故に遭った 
ときには事故があ ったというのは 体で 
は 分かっていたが、 作業台車が突っ 込 
むのではなく、 何とか止まるのではな 
いか、 とそこまで恐怖感はなかった。 
・ただ、 事故当時よりも、 数日たった 
今の方が事故現場から 自宅が近いこと 
もあ り、 見上げても、 もし、 自分が死 
んでいても不思議ではないかもしれな 
い、 という気持ちと、 実際、 2 名の方 
が亡くなったわけだから、 恐ろしいと 
いう気持ちを 感じている。 
・この事故は、 仝まで生きてきた 申で、 

O 

・ "" 一 " - "  M @" " 一 " . " " - " " " 。 

・事故直後のことについては、 私も負 
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4
 業務以外の心理的負荷に 関する事項 
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受診期間 医療機関 名 
  月 ～ 年 月八 

  
  

月 ( 

  

疾 患 名 発症 時 年齢 
)  (   

0@ 0 
・仕事に対しては、 同年 の 
人達からは、 与えられた仕事 
をきっちりこなす 面を持って 
いたし、 信頼されていた。 

( 社長 1) 0@ 0 
・鈴木は仕事もてきぱきこな 
し、 私も信頼していた。 彼が 
仕事上で悩んだり 落ち込んだ 
りすることは 過去になかった。 
・我々の仕事は 他の社員との 
混在作業なので、 仕事上の小 
さな トラブルも時々あ るが、 
鈴木は対外的にもうまくまと 
めていたよ う で、 私の方がよ 
っぽど カ ツ となる方だった。 

0@ 0 
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趣   

  

・鈴木は体が 丈夫でソフトボ 
一か やバレ一等スポーツもし 
ていた。 

O 

( 作業者 G O 

O 

0  ( 製品統括部長 D) O 
・鈴木はスポーツが 好きだっ 
たようで、 スポーツを通して 
の知人は多かったようだ。 

( 同僚 J  ) O 

・鈴木はスポーツが 特にバレーボール、 好きで、 ソフト ポ ， 
一ルが 好きだった。 
・期日の決まった 仕事の時は 
仕事を優先していたが、 そフ 
ではないが残業のあ るときに 
は 、 バレー や ソフトの方に 行 
っていた。 
・とにかくスポーツが 好きで、 
することもだが 観戦も好きだ 
った。 
・鈴木が話す 話題についても 
スポーツの話題が 多かった。 

  

O 

O 

O 

  
C 

C 
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家 庭 環 境 

友 人 関 係 ・友人は多かった。 0@ 0 

アルコール等 依 飲酒     O 
行状況 

習慣飲酒を始めた 時期     

飲酒量     

  

異常な飲み方     

休日など朝から 飲むことがあ るか     

飲酒した後、 記憶欠損を残したことがあ るか     

  

（ 

有の場合 : どのようなトラブル か 

二日酔いで仕事を 休んだことがあ るか     ） ⅠⅠ（ 

） 

（ 

有の場合 : どの程度か   ( 同僚 J  ) 

手 のふるえ、 肝 障害などがあ るか     

） O 

（ 

有の場合 : どのような症状か ） Ⅰ（ 
） 

O 

O 

  l その他特記事項   

  

0@ 0 

  0@ 0 

その他の薬物依存状況 

（ 

健康診断結果等定期健康診断の 有無⑥ 無 

） 

  

  

精神科以外の 受 疾 患 名 
診 記録 

発病時期 受診期間 医療機関 名 
  Ⅱ 年 月八 年 月一 年 月 肖   
  八 年 月 )( 年 月一 年 月 )(   
  ) (  年 月 )( 年 月～ 年 月 )(   
  パ 年 月 )( 年 月一 年 月 )(   

 
 

8
 

1
 

Ⅰ
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6  主治医・産業医の 意見 

主治医の意見事故当時の 主治医 医師 L 資料№ 頁 

意見書の有無 ㊤ ヨ Ⅱ @,@. モ 0@ 0 

診療記録等の 収集の有無③             

( 意見書の内容 ) 

ln 初診時の状況 ( 事故当時 ) 

2) 、 ホの 病 
の治 の進行状況について 

を 施行し点滴 
及び投薬安静にて 加 す 。 

  
いて 

・入院時は落 痛 があ り、 安静加療されていたが、 症状が落ち着いてくる 
と病室内で起立したりしていた。 

・回診時にははっきり て気分がふさぐような 分からなかっ 言葉を言って し 古 し、 @ 力 六 こ 。 、 夜 と 間間 ない て ど 'tt@@_____M! る と を 気 によ しり 

変化が見受けられる。 

産業医の意見意見書の 有無 有 無 

( 意見書の内容 ) 

7  請求人提出の 意見書 

専門医の意見意見書の 有無 有   ⑧ 資料№． 頁 

( 意見書の内容 ) 
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様式 2 

当該労働者の 精神障害の発病に 関与したと考えられる 出来事に対応した 心身の変調等に 関する時間的経過 

出 来 事 当該労働者の 心身の状態・ 行動の状況 

年 ・ 月 
( 別表 1 . 別表 2 参照 ) 請 求人 の 申 述 資料 No.( 頁 ) 調 査 結 果 資料 No.( 頁 ) 

  00 軌道建設工事において、 事故当日の は、 病院に 30 分 佳 その合間を いたが、 0・ 上分 晢烹雙宗餐芳綴捷彊詔て 蕊 栗色悪㍉ 合 ㌍ 莞留 O (( ① ） 

がなくなっていった。 ( 婦長 K) そのときは、 子を見に行ったときも、 ぬって話をしこ 程で 鶴       ㌍ 鴇 ' 0@ (0) 
言えるくらいだから 大丈夫」と言っていた。 壬雰姦昌径速 整否 珪擾 ; 。 諸葛 志俘 品 、を 負と 傷っ した たと 部 聞 

  入院当初、 鈴木は動けなかったが、 から、 トイレも自分でしたい、 と病院でポータブ 
ル ( 簡易トイレ ) を借り、 一人ですることが 出来 いている 静にしていたが、 ・Ⅱ、 病院に見舞うと、 意識ははっきりしていた。 鈴木はべ ッド コ安 以 0・ 
るようになった。 しかし、 トイレこそ べッド の 横 七社長 1) 
の 簡易トイレで 出来たが、 まだ、 部屋の外を動け 
るという状態ではなかった。 動けるとしたら、 病 
室内だけだった。   

  死亡する 2 日前の 業者 G) 
  B 所長こ会 い たがっ 兵 " プ 頃 私が から、 12 時頃 ㈱ ABC 病院へ行 の 

トム 

Ⅰ つ くと、 鈴木が「午双中㈱ ABC の方が見舞いに 来 
申 てくれた」と 言い、 その後「 B 所長に会いたい」 
  と 言っていた。 てか少し興奮気味で、 悪 め くっ な 力 ったので安心した。 に 見舞ったときは、 私と話している 鈴木は事故のせいも 症状も思ったより 時もよ 

くしゃべっていた。 この時は、 どちらかとい・ と 

  亡くなった日の 前日の   にも、 2 回程、 0@ (0) 
「所長に会いたい」 と言っていた。 症状は大したことはなし 動けないことが 辛 がレ @@ 、 と Ⅰ @ ロ て た ( 製品 口 

統括部長 D) 
・鈴木は事故のショックで 眠れないこともあ った 
ようだ。 ・負傷後数日後見舞いに あ げて「ごめんごめん、 行 心 酉 っ 二 六ヵ @@ 、 とけ きて 」 、 鈴と 木明 はる 手 く を迎 ① 

  入院中の食事も 普段の食欲に 比べればだいぶ 食 えてくれた。 この時は、 普段食欲旺 盛なのがあ ま 
事 量は落ちていた。 9 食事がとれないと 聞いた。 ( 同僚 J) 

; 喜舟マ志見舞いに から見ると、 行ったときは 前回見舞ったときよりも 個人部屋に移っ 

蛋 だお 黍雰 ㌍二 % お 熱ギ 午餐 蛙睾牡 ん % 巷又苧 0  。 0) 
いるのか」「動かないのであ まり食べられない」 
等の会話を交わした。 ( 製品統括部長 D) 

  事故から 4 、 5 日後、 私と D 部長で見舞いに 行 

宕珪ぢた責肇俘吏 お毛㌍ 貫薫 若侍名 苧 言詮 誓 裏 ガ O （ O ） 

かけた。 顔色も悪く 、 落ち込んでいるのがとても 
よく分かった。 ( 所長 B) 
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・鈴木は この頃 から死亡する は昼食は全く 日ま て め 食 事 と っの 量 て Ⅴ ヵ 、 、。 なか いな しり 、減 O （ O ） 

っている。 ( 婦長 K) 

しているよさに 見受けられた。 また、     」と言っており、 点滴をしていた。 ( 製品 
統括部長 D) 

  鈴木は亡くなる 2 、 3 日前から   を訴えてい 
た 。 同時に吐き気も 訴えていた。 考え事をしてい 0  (O) 
たからか・打撲によるものか、 胸の苦しさを 訴え 
た 日もあ った。 ( 婦長 K) 

・日にちははっきりしないが、 私が見舞いに 行っ 
たとき、 ちょうど鈴木の 幼なじみの人が 見舞いに 
来ており、 その瞬間は非常に う れしそうに話して 0  (O) 
いた。 しかし、 その人が帰ると 暗い表情に変わっ 
ていた。 ( 製品統括部長 D) 

  亡くなる前日については、 どうも笑顔が 見られ 
ず、 私からも夜勤勤務担当者に 可能な限り声をか 
げてあ げて欲しいと 申し伝えた。 

・ ケガ の具合は、 負傷時に比べると、 亡くなる 頃 
にはかなり軽くなっていたと 思，ぅ 。 ( 以上婦長 K) 
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様式 4 
業務上外の総合判断評価 票 

精神障害発病の 有無 （ 虹、 ， ・ 、 

  
  Ⅰ上し イト。 u- ラインによる 上 u 百ンヲ リ下ノ )   

発病時期   1 傾 ) 
    

発病双 6 か 月間 
に 起きた精神障 
害の発病に関与 
したと考えられ 
る 業務による 出 
来 事の評価 (Bl] 
表 1) 

出来事の有刺 (( め， 無 ) 

前
後
 

事
事
 

来
来
 

 
  

 
長
 

な
 

的
 

常
 

恒
 

）
）
 

④
 

 
 有

有
 

（
（
    

 
 
 的

 
理
 

I
 

、
い
 

 
 

㊥
 

有
 

 
 

 
 

し
無
 

関
の
 

 
 

 
 

的
発
 

の
 

体
 

具
 

型
、
の
 

類
放
 任
 

の
失
 生
貝
 

事
 
の
な
等
 

菜
喜
重
 土
 

ぬ
位
 過
発
 

T  Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無   

I  n  Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無     
出来事に伴 う 変化等 ( 過重の程度 ) 

事故後、 負傷して入院療養中に、 新聞等によって 当該事故は人災 ( 作業を中止すべき 
であ ったのにしなかった ) であ ったとも受け 取れるような 報道がなされている。 

  

特別な出来事の 
評価 

祐 "" 

イ 
ロ 

  ぱ ・   
( 有 ・ 

/ 卜 

  
( 有 ・   

局居 中 

発病双 6 か 月間 
に 起きた精神障 
害の発病に関与 
したと考えられ 
る 業務以外の出 
来 事の評価 (Blj 
表 2) 

出来事の有無 ( 百代理 ヲ ) 

出来事の類型 具 体 的 出 来 事 心理的負荷の 強度 

I  Ⅱ 皿 

( 類推の有無 有・仝 壬   

T  Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 
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4  結論 
鈴木の受けた 業務による心理的負荷は、 前記 2 で述べたよ う に「 強 」であ るといえ、 

精神障害を発病させるおそれのあ る程度に強い 心理的負荷と 判断できる。 

また、                                                                                                                                                                                               
で 自殺したと判断でき、 本件は業務上と 判断する。 
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鈴木次郎の   ( 自殺 ) 」に係る業務起因性の 医学的見解 
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3  業務以外要因の 検討 

(1)  業務以外の心理的負荷の 評価 

調査結果からは、 業務以外の特段の 心理的負荷は 認められない。 

(2)  個体側要因の 評価 

生活史においても 特段の精神的問題は 認められない。 

に 関しては直接的な 関連はないと 判断する。 

  

  
格 上の偏りは認められない。 

4  結論 

以上のことから、 鈴木の受けた 業務による心理的負荷 は 、 前記 2 で述べたように「 ョ黄 」 

であ るといえ、 精神障害を発病させるおそれのあ る程度に強い 心理的負荷と 判断できる。 

また、 鈴木には業務以外の 心理的負荷は 認められず、 個体側要因にも 特に問題はない 

ことから、 鈴木は業務による 心理的負荷を 主たる原因とする 

      自殺したと判断でき、 本件は業務上として 処理する 

のが適当であ る。 
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  00 局 00     

  労働保険番号 l 第 0 0 0 0 0 0 0 0 昔   事業の種類小売業         

事業の名称コンビニエンスストア 00 店 労働者数常時勤務 2 人 

  事業の所在地〒 000-0000  0  0 市 0  00-00-00 @fa ， 000@ (000@)@0000   

  ふりがな 当該労働者氏名   
こ
 

な
 

は
子
 

花
 

@
 
フ
 

と
藤
 

さ
住
 

職 1 種 l レ、 ジ ( パート ) 

請求人氏名佐藤 花子 
  

  
    //@4-3C  @W                @tr-  @@A. 1 

月
一
 
  

  

  性別   "  ④   

雇人年月日 

請求年月日 

  

請求時における 不明 

" 。 """""" 荷 ( 疾患名 

発 病 時 期 ( 頃 )  ( 発病 時 年齢     

""""" ⑨ 
死亡 W 死亡年月日 年 月 日、 死亡 時 年齢 歳 ) 

事業場概要 労働者 ( 常時勤務 ) 2 名の 24 時間営業のコンビニエンスストアであ る。 

・会社案内等 ( 資料 M. 0) 
・組 織 図 ( 資料 M. 0) 

事案の概要 よりコンビニエンスストア 0   
30 イバルナイフを 分頃 、 タイムカードを 突きつけられ「金を 打刻し更衣室に 出せ」と脅され、 戻ってきたところ、 金庫から売上 裏 口から強盗が " 田 侵入しサバ を奪われ 
た 。 この間約 10 分であ ったが、 その間ずっとサバイバルナイフを 体に当てられていたた 
め 
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一一 て 事 い 仲た 。 当 日向 僚 （ ) 噴出勤し準備をしていたが、 は、 佐藤と同僚 A が出勤する予定となっ 午前 5 時 30 分 

頃 佐藤が出勤すると、 同僚 A は店の裏 の倉庫の確認に 行った。 
その後、 開け放しになっていた 裏 口よりサングラスと 雨合羽を着用した 

見知らぬ 男 ( 犯人 ) が入ってきた。 佐藤はその男を 本部の人間だと 居 、 って 
挨拶すると、 男は刃渡り 30 センチ程のサバイバルナイフを 突き付け、 「金を 

を逐 って逃走したものであ る。 佐藤は、 更衣室から金庫まで   
午前 5 時 40 分頃 、 同僚 A が戻ってくると、 佐藤が警察に 電話していた。 

同僚 A は佐藤から強盗が 入ったことを 聞き、 店長に電話した。 
00 店では当該事件前一年間に、 2 度強盗や泥棒に 入られている。 本件 

の 犯人は、 まだ捕まっていない。 

佐藤 花子 0 同僚 A ( パート ) 
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頁 調 査 結 果 

O 早朝、 強盗事件に 
あ った直後は で、 2 、 3 日後 
か、 

が 現れ、 5 ク 

  、 碇泊 療 により 4 か 月後に 症 
0  状は寛解した。 
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資料 M.   
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O にみえた。 ・ 雙察が菜 たら、 佐藤は興奮していろ   
いろ話していて -""" 別 

    

，事件の 2 、 3 日後、 佐藤の自宅で 佐 

で、 怖さが後から 来たようだった。 
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当該症状に関す 受診の有無 
る 精神科等の医 
療 機関の受診 状 
況 

初 診 日 

疾 患 名 

・ 00 店に復帰するのは 無理だと 思 
フ ・ 

・ 00 店 以外でなら働くことが 出来る 
と 9 、 う 。 

・現在は治療は 受けていない。 いっ ま 
で 通院していたかは 覚えていない。 

いうことは初めてで、   

無かった。 よほど今回の 事件はショッ 
ク であ ったと思う。 

⑥・ 無 0@ 0 

(E 療 機関君 00 病院   
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3
 業務による心理的負荷に 関する事項 

請 求 人 の 申 述 資料№． 頁 調 査 結 果 資料 N 。 ． 頁 

，犯人から脅されている 間は、 このま 0  0 午前 5 時 30 分頃 、 
ま 殺されるのではないか、 との危険を 入した強盗にサバイバルナイフ 
感じ、 とても強い恐怖感があ った。 店 を突ぎつけられ、 に侵 現     を奪わ 

れた。 この間 10 分間、 佐藤は犯人にず 
，売上金   も奪われ、 社長さんに つ とナイフを突きつげられていた。 
申し訳ない。 

( 同僚 A) 0@ 0 

・仕事の悩みを じめられていた 聞いたのは新人の 時期だけで、 仕事を覚 頃 け 
えてしまえ ぱ 、 勤務時間も 2 時間 30 分 
であ るし、 私と べア のことが多くなっ 
たこともあ り、 居心地がよいと 言って 

  事件直後、 私が戻ってくると、 半べ 
そで強盗が入ったことを 告げた。 

・事件直後は 私の方があ わてていたく 
らいで、 佐藤はしっかりしていたよ う 
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5
 個体側要因に 関する事項 
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（
 

    生活史 応状況等 ( 社会適 ) 
請 求 人 の 主 張 資料№． 頁 調 査 結 果 

  

人事考課の有無 

・佐藤の仕事ぶりは、 O 

  

だった。 ( 同僚 A) 

性 格 傾 向 O 
( 同僚 A) 

O 

母親 B) 

趣 味 

家 庭 環 境 

  

・佐藤の趣味は、 音楽を聴い O 
たりすることであ るⅠ母親 B) 

O 

( 以上     

    l 材 B;     
友 人 関 係   

頁   

  

  

O 

  
O 

O 

  
O 

  
O 
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習慣飲酒を始めた 時期     

  

飲酒した後、 記憶欠損を残したことがあ るか     

有の場合 : どのようなトラブル か 

手 のふるえ、 肝 障害などがあ るか   
有の場合 : どのような症状か 

その他特記事項 

の他の薬物依存状況 

 
 

名
 

関
 

機
 

療
 

医
 

 
 

 
 

月
月
月
月
月
月
月
 

前
年
年
年
年
年
年
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月
 

  

年
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年
年
年
 

 
 

  

時
 

病
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年
 

発
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O
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6  主治医・産業医の 意見 

，
思
 

1)  初診時の自訴 
盗に 入られナイフで 脅され、 金庫の金を盗 

まれた。 以後、 体調不良 ( 
二ニ """ 。 "   
3) 佐藤の今回の 傷病の原因について   

り
 

よ
 

）
 

経
 

の
 

状
 

 
 

及
診
 

 
 

療
 後
、
 

治
 の
が
 

そ
る
 

の
 

す
 

  

まだ であ り、 医学的なサポート、   医療がどこまでで 
きるか ? という不信感も 併存している。 
6)  回復の見込み 及びその時期について 

回復の見込みはあ るが、 まだ時間が必要であ ると考えられる   

産業医の意見意見書の 有無 有⑧ 

( 意見書の内容 ) 

  

  
7  請求人提出の 意見書 

⑧
 
 
 

有
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様式 2 

当該労働者の 精神障害の発病に 関与したと考えられる 出来事に対応した 心身の変調等に 関する時間的経過 

出 来 事 当該労働者の 心身の状態・ 行動の状況 
年 ・ 月 

( 別表 1  . 別表 2  参照 ) 請 求 人 の 申 述 資料 N 。 ． ( 司 調 査 結 果 資料 No.( 頁 ) 

0  (0)  ( 事件発生時 )   午前 衣室に戻っていた 5 時 30 分頃 、 タイムカードを 時、 裏 口から強盗が 打刻し、 侵入、 更   ( 事件発生時 犯人から脅されている ) 間は 、 殺されるのではな ・事件直後、 私が戻ってくると、 半 べそで強盗が 0  (O) 
サバイバルナイフを 突きつけられ「金を 出せ」いかとの 危険を感じ、 とても強い恐怖感があ った。 入ったことを 告げた。 

・事件直後は 私の方があ わてていたくらいで、 佐 
と た Ⅰ。 脅され、 金庫から売上   を奪われ 藤は警察に連絡したりしっかりしていたように 思 

った 。 

  警察が来たら、 佐藤は興奮していろいろ 話して 
いて、 別人のようだった。 
・警察と話しているときの 佐藤の状態は 青ざめて、 
声が震えていた。 泣きながら事件を 説明したので 
警察にずいぶんなだめられていた。 ( 以上同僚 A) 

  事件当日は帰宅後、 事件の様子を 私に話してく 0  (O) 
れた ( 入ってきた犯人を 業者の人と思い 挨拶をし 

  たことや、 金庫のダイヤルがなかなか 合わなかっ 
" Ⅰ たことなど ) 。 比較的冷静だった。 ( 母親 B) 
Ⅰ '" 
@ 。 

  

0  (0)  ( 事件後 )   こ 時には 「 0@ (0) 
」 ということだっ 

た 。 病院から薬をもらって っていたらしい。 

いうことだった。 ・佐藤の話では、 ( 「も 以上同僚 う 00 A) 店では働けない」 と 

・その後はちょっとしたことで 事件のことを 思い 0 (O) 
出すらしく、 

そういうこ で、 柄院 に行った。 
    凡でもらった 薬を服用すると、 眠りっはなし 
になった。 気分は悪かった 畳 っていた。 

、 自分で薬の量を 調整したりした。 そ 
ねからは次第に 快方に向かった。 ( 以上母親 B) 

  



  00 病院医師 C より、 現在の状況は 寛解したと 0  (O) 
みてよいとの 回答を得た。 

１
ト
㏄
㏄
 ｜
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果
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干
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調
 

の
 

等
 

苛
 
F
 

時
 

働
 

 
 

働
 

労
 

 
 

式
 

病
 

様
発
 

）
 

  

年 月 年 月 年 月 年 月 

有給休暇取得日数Ⅹ 

所定休日労働日数 

所定休日労働時間数 

所定時間外労働時間数     
  

年 月 年 月 年 月 

所定出勤日数 

所定休日日数 

欠 勤 日 数 

有給休暇取得日数 

所定休日労働日数 Ⅹ 

所定休日労働時間数 

所定時間外労働時間数 

  

年 月 年 月 年 月 

所定出勤日数 

所定休日日数 

欠 勤 日 数 

有給休暇取得日数 

所定休日労働日数 

所定休日労働時間数 

所定時間外労働時間数 

｜ 

調査結果を作成するに 当たっての資料 
①タイムカード ②出勤簿③賃金台帳 ④その他 ( 

来 起算日は各月 日 

( 作成に当たっての 特記事項 ) 

 
 

    
」 」 
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儀式 4 
業務上外の総合判断評価 票 
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合議による医学工 精神障害の発病の 有無 
曲見解要旨 、 00 病院を受診し 、 と 診断されている。 佐藤 

は 、 事件後 こ 陥り、 その後、 
症状が現れ 虫 」 っこ ものと診断できる。 

2  業務要因 
本件は、 別表 1 の「悲惨な事故や 災害の体験をした」という 出来事に類推でき、 これ 

は 平均的ストレス 強度は「Ⅱ」であ るが、 ナイフをずっと 突きつけられ、 生死に関わる 
恐怖感、 異常性をもっものであ ることから、 その内容を考慮すれば 本事案の場合強度「 m 
( 極度 ) 」となり得るものであ り、 総合評価として「 強 」と評価できる。 

3  業務以外要因 
(1)  業務以外の心理的負荷の 評価 
佐藤は           を経験しているが、 事件的経過から 考えて業務以覚の 心理的 

負荷として評価することは 妥当ではない。 
(2)  個体側要因等の 検討 
佐藤の個体側要因に 顕著な問題は 認、 められない。 

4  総合判断 
佐藤が体験した 業務遂行中の 出来事は、 犯人にサバイバルナイフをずっと 突きつけら 

事件とそれに 伴って起こった   
に 起きた は 因果関係が明白であ る。 

      

業務 外 
  

備 考 
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佐藤花子の「 」に係る業務起因性の 医学的見解 

1  精神障害の発病の 有無 

佐藤は 、 、 午前 5 時 30 分頃 、 勤務先で強盗に 襲われ、 売上金を強奪 

されるという 事件を経験した。 

佐藤は、 事件直後、 警察に連絡したり 適当な行動はとっているが、 その後同僚が 駆け 

もしている。 その日 、   診断されている。 

10 月になって、 上記症状は軽くなり、 外出などもできるようになったが、 しかしなお、 

日寺 々 があ り、 仕事はできない 状態にあ る。 

以上のことから、 佐藤は 、 事件後 に 陥り、 その後、 ワ 
の 症状が現れ の 状態に陥ったものと 診断できる。 

なお、 佐藤は 、   
復してきており、 以降 00 病院心療内科の 受診は停止している。 

2  業務要因の検討 

佐藤の精神障害が 強盗事件の恐怖体験から 生じたことは 明らかであ る。 

、 早朝 店 に一人でいた 時に強盗に侵入され、 「金を出せ」と 犯人に 

サバイバルナイフをずっと 突きつけられ、 金庫を開けさせられ、 多額な売上金を 強奪 さ 

れた佐藤の体験は 死の恐怖を伴う 体験であ ったと推定できる。 

職場における 心理的負荷の 評価においては、 「心理的負荷による 精神障害等に 係る業 

務上外の判断指針」 ( 以下、 「判断指針」 という ) 別表 1 の 「悲惨な事故や 災害の体験 

をした」という 出来事に類推でき、 これは平均的心理的負荷の 強度は「 D 」であ るが、 

その内容を考慮すれば 奉事案の場合、 サバイバルナイフをずっと 突きつけられ、 生死に 

関わる恐怖感、 異常性をもつものであ ることから、 その心理的負荷の 強度は「 皿 ( 極度 ) 」 

と 評価でき、 総合評価は「 強 」 となり得るものであ る。 

3  業務以外要因の 検討 

精神障害の既往はない。 

佐藤は 、 

、 この出来事は 強盗事件から 2, 3 年前 

のものと思われることから、 時間的経過から 考えて職場以覚のストレスとして 評価する 

ことは妥当ではない。 佐藤は 、 との評価を得ている。 

以上のことから、 佐藤の個体側要因に 顕著な問題は 認められない。 
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4  結論 

佐藤が体験した 業務遂行中の 出来事は、 犯人にサバイバルナイフをずっと 突きつけら 

れて死の恐怖を 体験するという 極度の心理的負荷を 伴うものであ ったと認められる。 

事件とそれに 伴って起こった   そして店の業務 

から離れて 4 か 月間ぐらいで、 ほぼ症状が軽快していることから 考えても、 事件と佐藤 

に 起きた は 因果関係が明白であ ることから、 本件については 業務上 

として取り扱うべきといえる。 

なお、 佐藤は   までは通院しているが、 その後は治療を 打ち切っているよ 

うであ ることから、 現在の治療状況等を 確認し、 治ゆ 日を確認した 上で、 その間の休業 

補償、 療養補償を行 う のが適切であ ると思料するので 申し添える。 
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事例 6 

様式 1 精神障害等の 業務起因性判断のための 調査 票 

労働保険番号 
  

事業の名称 

事業の所在地 

ふ り が な 

当該労働者氏名 

職 ポ重 

請求人氏名 榊 '""""" 

発 病 時 期 

現在の状況 

  

事業場概要 

事案の概要 

  

  

  

  

  

  
          局 00 四年 A 乍 

〒 000-0000  0  0  市 0  区 0  0 la@ 000@ (000)@ 0000 

@¥@j Ⅰ ¥ ちろう 

伊藤 一郎 
且三 左手月日 性別 ㊨ 女 

機械設計 ( ソフト開発 ) 雇人年月日 

伊藤 花子 続柄   請求年月日 

不明 

⑥ ( 疾患名     

" 。 """ 。 " Ⅰ 
生存 

㊧ 。 " 。 。 "" 死亡 時 年齢     

事業内容 ( 全般 ) 

（ 

各種機械、 装置の設計から 据え付け、 アフターサービス 等を行 う 。 00 工業関連 
の 設計業務補助と 00 工業以外の設計業務が 半々程度であ った。 

  会社案内等 ( 資料 M. O) 

） 

，組 織 図 ( 資料 N 。 ． 0) 

伊藤一郎 ( 以下「伊藤Ⅰという。 ) @ に 大学を卒業 ( 株 ) 
00 エンジニアに 入社し、 入社当初 @ に 配属され、 その後 

' -' 烏 " に 異動して、 ソフト 開 ( 自動化クレーンの 制御ソフ を経て の 作成 、 ) モ ア。 
に 伊藤が担当していた 自動化クレーンが 納入 先 000 金属工業にお 

いて を 起こしたことから、 伊藤は 00 工業㈱に原因調査のために 出 
張 した。 その後、 となり、 休業、 入院治療を開始した。 

その後も伊藤は よ う になり、 入院、 通院等により 療養   
休業を繰り返していた。 、 家族の留守中に 外出し、 

  0 警察署による 検死の結果、 殺 ( 死亡推定時刻 しているのを : 同日 付近の住民に Ⅰ」と 半 Ⅱ 肚ジテさ   
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Ⅰ 当該労働者に 関する一般事項 

) (  年 月～ 年 月 ) ( 
) (  年 月～ 年 月 ) ( 
) (  年 月～ 年 月 ) ( 

定 終業時刻 17 時 15 分 

就業規則の有無 ⑧・ 無 

か切 日 堂 Ⅲ 圭介 ぬ た 。 ( 実際のプロバラムは 下請けが行っていた。 ) 
当該労働者の ソフト開発 ( 自動化クレーン 制御プロバラム 仕様書作成 ) を担当してい 0  0 

。     目   3 ラムを任されることが 名 中 10 名が伊藤と同様の 多かった。 業務に従事していたが、 1 人 
伊藤の担当していた 制御ソフト開発の 業務は業務としてのボリュームが 

少ないこともあ り、 1 人が 1 オーダーを担当する 形態が多かった。 また、 
工人が複数のオーダーを 担当することは 無かった。 
情報処理を習得していればできる 業務ではあ るが、 日々の研究や 勉強は 

必要であ った。 
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事業場における 業務については 納期が設定されており、 納期に合わせて 

  
  
況 であ った。 

所定年間労働時間 1,960 時間 
伊藤 2,099 時間 
最多の労働者 2,509 日 手 間 

  
いて、 伊藤の仕事としての 責任はかかってくるが、 通常の業務の 責任の範 
囲を超えるものではなかった。 

      ついての業務内容は 特に新しい業務ではなく、 伊藤の 点 ; については約 8 割が 00 工業㈱からの 仕事であ った。 
    

当該クレーンは       、 00 金属工業㈱が 00 工業㈱に発注 
したもので、 00                                  門を㈱ 00 エンジニアに 下請けに出し 
ていた。 

伊藤は、 00 金属工業㈱とプロバラム 外注先の連絡・ 調整を担当してい 
た 。 電気担当は同僚 M 。 

  

    第 1 回事故調査について 
、 事故原因の調査のため 被災者と G 主任が 

l 現場に出張、 ホテルに宿泊した。 
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英訳等に勤務していた。 

け ( ㈱ 00 エンジニア機械・     

C 主任   7 名 同僚 M 
D 主任 伊藤 

の                         E 主任   1 名 ほか 3 名 
F 主任   3 名 
G 王 Ⅰ 名 

O 
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(00 K 課長一一 工業㈱ ) L 主務一 J 主任   
業務以外にお 
る 当該労働者 
の 相関図 ( 家 
・友人等 )   

 
 

一
 け
と
 族
 

り
 

Ⅰ
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2 一 1  出現した心身の 症状等に関する 事項 

  
請 求 人 の 申 述 

    臆 " 。 "   "" 。 。   "   
必ずさ所の換気扇の 前で吸い、 タバコ 
に火をつけて、 ぎゆ一 と強く吸い込ん 
で、 根本まで吸っては、 すぐに次のタ 
バコに火をつけると 言った具合で、 立 
て続けに数本を 吸い、 時々咳き込んで 
いた。 

  ・かぜで通院。   
  、 00 金属工業㈱ 

出張より帰宅 ) 
・朝出勤 目 きに準備はできているのに タ 
バコ を吸い続けたり、 一点を見つめ 立 
ちすくんで考え 込むなど会社に 行きた 
くない様子であ った。 

・ ロの 出張内容についての 問 いに「 出 
張の帰りには 新幹線に飛び 込もうかと 
思った。 」 と発言した。 
・趣味であ る日課のパソコン 通信も一 
切 しなくなった。 食欲が低下した。 

  、 00 金属工業㈱ 
出張より帰宅Ⅰ   
た 」。 

  、 00 クリニック 
受診 ) 

                                                              と 言っていいほど 
・毛布を被って 横になり起きていると 
きには換気扇のところでタバコをすっ 
ていた。 

， 窓 越しに呆然と 立って何か考えたが 
ら 外を見ていたり、 座っているときも 
頭を垂れたままあ げようとしないなど   
の 様子が見られた。 
，外出時に安全 帯 、 カラーロープ、 剃 
方等を持ち歩くよ う になった。 

  0 病院受診 ) 
の間 入院し 、 

と 診断された。 
  こ で仕事を休めるんだ。 やらなく 
てはいけない 仕事があ っても療養しな 
けれ ば いけない、 仕事があ っても療養 
しなけれぱいけないんだ。 」等の発言が 
あ り、 落ち着いた ( 安心した ) 感じに 
なった。 

  
・マンショ                                             
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・事業場関係者によると 伊藤は自宅 で 
ンションの契約等の 用事でよく休むこ 
とがあ った。 仕事は、 自分で計画書を 
作ったりしており、 落ち着いた様子で、 
特におかしいと 思われる印象は 無かっ 
た 」。 

O
 

O 

O 

頁
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O
 

O
 

O
 

N
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.
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嘉手事 捲択 。 二 % 授輯薫揺鯛競裳与草 
等を言って欠勤がちとなった。 

  

・ 2 回目入院 

    

・自宅 療 ㌔死を目前として 落ち着いて 在身 いる場合でない」等の 言動 
が 見られた。 

  

を 激しく 

町勒 朝海 千曽穏渚 ㌔いる諸に起床し 、 
の 荷物の整理を 始めた。 

    
・マンション 引き渡し。 

・大きな家財道具以外の 家財道具を一 
大 で運んだ。 

反抗するようになった。 

    

・休養指示の 診断書 

  
の 診断が り、 入院待ちで 自 

宅 待機となった。 

・マンションでのト ラブルに 00 金属 
工業㈱でのトラブルをオーバーラップ 

    

: 完品 熟拮里 の 度     に関する 文 
章を作り始めた。 

0@ 0 
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  ・退院 
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思
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と
「
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十
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 ます。 」と答、 た 

  こ Ⅰ 、 し 

と る 言 
    

いて反省していた。 

    
・電気、 電化製品、 スト一 ブ等 つけ っ 

ぱなし、 べ ランダも開けっ 放しの状態 
で 外出した。 

O
 

O
 

 
 

 
 

O 

  

  

」とノートに 記載していた。 卍つ     
4% 鷲姜笘翌寡 某月報車で出かけた 旨、 
直近の精神科等受診の 有無 ㊨ 無 
の 医療機関の受 
診 状況 (E 療 機関 名 00 病院 

初 診 日 

疾 患 名   

  
O 
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2 一 2  自殺の状況等に 関する事項 

自殺時の状況自殺の 手段 0@   0 

（ ） 
自殺直前の状況 

  朝の目覚めの 調子が悪く、 なかなか べット から出られないようであ っ   

  
Ⅰが外出から 戻ると、 電気、 電化製品、 スト一 ブ等 つけっぱなし、 

べ ランダも開けっ 放しの状態で 外出していた。 朝食は食べていた。 お 
金 を一万円と 県 病院の薬袋を 持って出かけていた。 

た 。 黙って出かけたりして 心配かけてごめんなさい。 今、 

、 l@mcv@ L@o@@@@<@@Jmo@-T@<@6@J:@9@-g 。 ， t>@@@@ o@ ・ ， @@@@b-C@@ ・ @@T@o ， Jt ， SJ Ⅰ 紘ち時白婁だ ㌔義里 粟亀 ㌍㌢ 唇 % 安。 ￥ ャと リノ石 目 甘露㌔ 堵轟 ! 浮こ。   
遺書の有無 ⑧ 有 

遺書の内容 

    

検視者 : 所属 00 警察署 

  氏名 00 

検案医師 : 所属 00 大学医学部 病院・医院 

職 法医学教室医師 氏名 00 

判定された死因 

    

O 

  

O 
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業務によ る 心理的負荷に 関する事項   
請 求 人 の 申 述 
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ろ
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、
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た
と
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あ
 

と
こ
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期
の
 

の
藤
 

社
伊
 

会
が
 

、 ろプ 

思 う 。 

レッシ ャ 

 
 

一 " 
 
 
N
 
  頁

 O
 

調 査 結 果 

]  クレーンの 脱 有事故について 

・事故のあ った 00 金属工業㈱の 担当 
は、 機械部門が自分で、 電気部門は同 
僚 M さんだった。 
，工事の発注は   だった 
ので、 自分はその頃 から工事の担当に 
なったが、 伊藤はおそらくその 1 か 月 
後頃 にこの工事の 担当になったのでは 
ないかと 思 ，フ 
・伊藤は電気制御の 設計仕様書の 作成 
な 行っていた。 プロバラムの 作成は 0 
0 ㈱に発注していた。 
・私にとっては 元々 00 金属工業㈱の 
工事がはじめて 担当した工事であ った 
のに、 事故が発生したこともあ り、 精 
神 的にやはり大きな 負担はあ った。 ( 以 
上 00 工業㈱ H) 

  ・クレーンは ものだが、 ㈱ 00 00 工業㈱が請け エンジニアから 負った 伊藤 

  と ていた。 00 工業㈱の社員と 但し、 プロバラムの 2 名が担当をし 作成等は 

    外注先に出していたので、 は客と覚注先の 連絡・調整を 担当として 行 う もの 

    だった。 ・事故の起きたクレーンの 業務におい 
ても伊藤の責任関係については、 従来 
の 業務と同様に 一担当者としての 責任 
関係の範囲であ る。 
・従って、 伊藤が一人で 今回の仕事に 
関する責任をとることは 考えられず、 
あ くまで会社としての 対応ということ 
になる。 
・今回の事故について、 00 工業㈱の 
課長をはじめとするメンバ 一による事 
故調査を行 う などしているが、 00 工 
業㈱と当社との 間に何らかの 責任問題 
が生じたといったことは 聞いていな 
ⅠⅡ O 

・事故について 会社として何らかの 対 
応を行ったことはない。 
・今回の事故は 脱 荷 事故ということ 
で、 人身事故につながる 可能性があ る 
のため顧客に 対して今回のような 対応 
を行ったのだとはほげが、 伊藤にとっ 
ては今回のような 対応をしたケースは 
初めてかもしれない。 
・クレーンが 試運転中に不具合を 生じ 
て調整が必要になることは、 割とあ る 
ことだと思 うし 、 伊藤も経験があ ると 
思 う 。 ( 以上 A 課長 ) 

2  クレーン 故の調査出張について 
(1 回目     ） 

・事故の連絡は 00 工業㈱が直接請け 
たので、 当社では現地の 様子がよくわ 
からなかったが、 00 工業㈱よりの 調 
査 依頼を受け、 当社から伊藤と G 主任 
02 名、 00 工業㈱からも 3 名が現地 
に 出張した。 G 主任は直接この 件の担 
当 ではなかったが、 補助として同行し 
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l Ⅰ 目   

に 朝から現地   後の   に 帰 
ってきた。 ( 以上 A 課長 ) 

  
  
  

  
d"@""" 

  

二 % 甘苦 芽 責善 伝謹憲轄蛋 蓑毛 甫迫宗 

要姉Ⅰ 甘責 考二 を Ⅰ 手圭 援軍 ゑ億 要姉 

i 吏 i 撞 gf に草場 咄 芸裏 ぎ謹是這 貴重 
た 。 ( 以上 G 主任 ) 
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結論は出ず、 私以外の者は 00 に帰っ 
た 。 私は現地での 連絡要員のために 残 

の 最終の新幹線で 00 に 帰 
ヱ % 柚 ①。 工業㈱ 1) 
・出張中の伊藤の 様子は、 仕事中は 一 0 
生 懸命調査をしていた。 
・帰りの新幹線は、 伊藤と一緒だった。 
いろいろ話をしながら 帰ったが、 特に 

変わった様子はなく、 子だった。 現地調査で、 いつもと同じ 荷重計の調整 様 
がどうもすっきりしないので、 帰って 
からはメーカーを 呼んで調べることに 
なっていた。 ( 以上 G 主任 ) 

・調査時に L 主務はよく ガミガミ 言っ O 
ていた。 元々よく怒る 人で、 調査中に 
はよく 「あ そこが悪 い のではないの 
か 。 」とか「もたもたするな。 」といっ 
たようなことを ガミガミ 言っていた 
し 、 「設計が悪かったのではないか。 」 

等とも言っていたと 居 、 うが、 伊藤に対 
して怒っていたことはなかったと 居 、   

ぅ 。 私が一番若いので、 私が一番 ガミ 
ガミ 言われていたと 朋、 ぅ 。 ( 以上 00 
工業㈱ 1) 

・現地での調査結果では、 原因はオペ 0 
レーターが「 う 洋弓Ⅱボタンを 押したため 
ではないか、 さらにインターロックを 
作動させる荷重計の 調整ができていな 
かったのではないかとのことだった。 
調査結果については、 出張から帰った 
翌朝一番で口頭報告、 その後出張報告 
書を提出させたが、 詳細な報告は 00 
工業㈱にて行われ、 当社の報告書では 
詳細な報告は 書かれていない。 ( 以上 
A 課長 ) 

・帰ってから、 K 課長を含めて 事故に 0 
関する打ち合わせを 行った。 
・少なくとも 一緒に出張した 先におい 
ては、 叱られたとか、 プレッシャー を 

かけられたとかい う 出来事は私が 見て 
いる限りではなかったと 思 うが、 受け 
取り方は個人レベルで 様々であ るし、 
元々、 事故が起きたこと 自体が伊藤に 
とってはショックだったと 居 、 う 。 ( 以 
上 GI 主任 ) 

・はっきりした 結論はでなかったが、 0 
不具合の一つぼ 荷重計の調整不良があ 
り、 帰ってから調査に 同行したメンバ 
一で検討し、 荷重計の検査と 他の原因 
ほ ついての調査・ 検討を行った 上で、 
      に 現地に出張すること 
となった。 (2 回目の出張までの ) 数 
回の検討・打ち 合わせの雰囲気はいっ 
もと同様のものであ り、 さして緊迫し 
たものではなかった。 ( 以上 00 工業 
㈱ I) 

3  クレーン事故の 調査出張について 
(2 回目 ） 

にかけて 0 
再び現地に出張した。 この時は荷重訂 
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4  業務以外の心理的負荷に 関する事項 

一丁 56 一 



  xx 医院にて を 受けたが、 薬は服 

用 しなかった。 ど上 請求人 ) 

家族の精神障害既往歴の 有無 
既往 歴 

氏 名 続柄 疾 患 名 発症 時 年齢 
  )  (  )  ( 

)  (   

  )  (  )  ( 
)  (   

生活史 ( 社会遇 請求人の主張 資料 N 。 ・貢 調， 査 結 果 

応 状況等 ) 人事考課の有無 0@ 0 

Ⅰ ぎ寺 苦患 馨奮 ミなニ姉き 与 
追試験 ) は 、 

Ⅰため受検せず。   
社 等から信頼されていた。 

性格傾 向・ 
0  0  ( 上司の証言 ) 0@ 0 

  
( 同 の証 音 0@ 0 
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@ ( 取引先 ( 調査出張の同行者 ) l 

( 上司の証言 ) 
・趣味がいろいろあ ったよう 

た ・自転車が好きで こ。 。 マウ ノア 、 一、 ノ 
バイクが流行ったときには 皆 
に勧めて買わせたり、 バト ミ 

ントンをやろうと 皆を誘って 
いたりした。 

( 同僚の証言 ) 
・社内ではマウンテンバイク 
を 人に勧めて、 よく一緒に出 
かけていたようだ。 
・アマチュア 無線も仲間内で 
していたと聞いている。 

に
立
 

的
 な
 

欲
面
 

 
 

 
 

の
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し
い
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資
戦
て
 

 
 ・
 
挑
て
 

  治 医によると 
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常識だと批判してい 

」と記載されて 
いた。 
・マンションを 購入 ( 
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も 言っていた。 

アルコール等 依 飲酒     

存 状況 

習慣飲酒を始めた 時期     

飲酒量     

異常な飲み方     

休日など朝から 飲むことがあ るか       
連休など朝からとなく タ となく何日間も 飲み続けること。 

  
飲酒した後、 記憶欠損を残したことがあ るか       

飲酒して、 友人や他人とトラブルを 起こしたことがあ   
  

  

有の場合 : どのようなトラブル か 
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その他特記事項 

（ 

その他の薬物依存状況 

（ 

） （ つ 
） Ⅰ（ 

）
 

）
 

  

異常なし 

受診期間 医療機関 名 
診 記録   精神科以外の 受 疾 患 名 ） (  発病時期 年月 )( 年月一年月 ) 
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5  主治医・ 専 f 

主治医の意見 

門 医の意見 
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資料№ 

O 
O 

(00 病院 00 医師 ) O 
  て
 

@
V
 

つ
 

 
 

 
 

況
 

 
 時

宜
 覚
 

診
 自
他
 

初
 

 
  

 

(
 

(2) 診 ・された傷病名及びその 診断根拠となった 所見について 

2  療養内容及びその 経過について 
(1)  対症療法の内容及びその 経過     

心とした薬物療法を 行 う 。 家族の入院希望があ り、 
自宅での 休養、 脇 " しい状態もあ り当科への入院を 予約し入院まで 

ではあ ったが、 から職場に復帰する。 初め   、 ら 元の仕事に戻っ 

  
@I@AP@T@o  、と 千 す 約 6 しこ -.T@W Ⅰ MM-t@w@@  @| 13@ratt  LA/  @0  fc@¥ 簡単な仕事から 始めて慣れていった。 ｜   に 新しいマンションに 引っ越したりで 忙しかっこ 、 、   
となり、 自信に満ちていろいろ 批判し、 多弁となる。   には 

    再入院する。 f 二五経干天し、 退院したが、 入院まで 
診療 時 、         

  

十分な休養の 実施、 服薬遵守、 思考のくせの 修正 

3  療養経過等より 診 て医学的に考え 得る発症原因、 経過等について 
1 （ 症 ・ 、 を 発症したと考えられる 時期 : 

  
一 シスが障害されて ス も れ タ 6 ことについて 記述する。 発症すると考えられており、 発症要因として 考え 

状況 因 としては、 性格 因 、 過労、 心理的葛藤、 社会的要因などがあ り、 

  

頁
 O
O
 

O 
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で 要因の 1 つと言える。 さらに仕事 
続いていたことで、 明らかな心身の 

過 三 つ える。 
3 （ ) ら     の の     

  し 

( 意見書の内容 ) 

目圭 
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様式 2 

当該労働者に 起きた出来事及び 精神・身体の 変調等に関する 時間的経過 

出 来 事 当該労働者の 心身の状態・ 行動の状況 
年 月 

( 別表 1 . 別表 2 参照 ) 請 求 人 の 申 述 資料 No.( 頁 ) 調 査 結 果 

  伊藤が担当したクレーンが 

的 被害なし ) 
田 

事故調査のため に出張した。 (1 回目 )  と して事故があ の夜帰宅した ったから、 伊藤が「クレーンが 明日急きょ 00 市 物に を出 落 張 O （ O ） 

する。 」 と言った。 何か大変重い 物をクレーンが 落 
として、 その対処のために 伊藤が急に現地に 行って   

は 特に慌ててはいなかったが、 考え込んでいるよう 
で、 とても不安そうに 見えた。 
    の夜もいつもと 同じくらいの 午後 9 時 か 
ら 午後 10 時くらいに帰宅したと 思われるが、 伊藤の 

  
  性格からすると 当日も翌日の 出張のための 準備を会 

ト "'" 
社 でしていたかもしれないし、 どんな資料を 持参す 

OT) 

Ⅰ '" 
るか考えて帰宅時間は 随分遅かったのかもしれな 

  
レ Ⅰ っ 

  帰宅後はⅠの 出張の準備を 行っていた。 
ヘルメット、 作業 服 、 命綱、 安全靴、 その他資料な 
ど 、 たくさんの荷物だったと 思 う 。 伊藤の様子は 無 
目 で何か一心に 考えているようだったが、 内容が内 ） 容ら ろ たど @ う ナ にな る Ⅰ ん もだ 話しかけにくく、 ぅ という暗黙の 不安が二人の 出張に行って 間に か 
流れていた。 12 月 14 日、 伊藤は普段通り 午前 0 時を 
過ぎてから床についた。 
    の朝、 伊藤は朝食を 済ませると、 前日に予約 
しておいたタクシ 一で午前 5 時 40 分頃 に自宅を出発 
して 00 駅に向かい、 朝一番の新幹線に 乗ったよう 
だ。 タクシーはⅠの 夜に伊藤が予約したものであ 

ほうがいいから。 り 、 「絶対に遅れた 」 5 と 、言 レ @ つ す て な レレ 、 し た。 、 安全だし、 タクシ一の到着 その 
までの間は台所の 換気扇の前で 5 ～ 6 本のタバコを 
一点を見つめたまま、 吸い続けていたし、 タクシー 
の 到着まではまだ 時間があ るのに、 寒い玄関で待っ 
ていた。 
    の 午後 11 時頃 に伊藤は帰宅した。 帰宅後 
はひどく疲れた 様子で、 出張先での様子を 聞くと「 僕 音耳 l 等々随分叱ら を し ろ わ のな か出ぜ ら張、 な先鋭 Ⅲ 曄妖 と注億 礼卸 言 つ 、 ま 坤 例 Ⅲ Ⅱ 叶か ㍉ ら 「事故の説明 
れたようだ。 ( 後日の聴取で 真実でかいかもしれな 
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て 考え込み、 今にも消えてしまいそうに 精も根も尽 
き 果てた感じだった。 仕事の内容を 聞くまでもなく、 
様子を見ただけでうまくいかなかったことがわか 
り 、 言葉をかけたくても 話しかけにくい 状況だった。 
  ( Ⅰは ) この時伊藤を 入院させようと 決心したと 

している。 は出張報告をしなければ は、 事業場は㌫であ ため、 ったが、 絶対に休め 伊藤 

ず 処方してもらい、 ・伊藤が出勤した 、 出勤した。 後にⅠは 精神科で大きな )00 病院について 医院 相談 を 
した。 

・ⅠⅠにいやがる 受診したが、 休み 前 ということもあ 伊藤を説得して り精神科の医 00 病院へ 
師 がいなかったため、 00 クリニックを 紹介され、 
当日受診した。 00 クリニックの 診断では精神病棟 
への入院が必要とのことであ った。   クリニ 、 ソ 

ク には入院設備が 無く 、 他の病院の名称を 教えても 
らい、 薬の処方を受けた。 

ない。 ，その後、   は何処の病院へも 受診してい 

  
" Ⅰ 
ロ ' 
en 

  



様式 3 労働時間等の 調査結果 ( 氏名 : 伊藤一郎 ） 

発病双の労働時間等 一                         
所定出勤日数 22 日 20 日 22  日 20 日 

所定休日日数 8 日 HI 日 9 日 10 日 

欠 勤 日 数 O 目 0 日 O 日 O 日 

有給休暇取得日数 2 日 2 日 4 日 1 日 

所定休日労働日数 O 日 O 目 0 日 O 日 

所定休日労働時間数 4 時間 lh 時間 15 時間 7 時間 

所定時間外労働時間数 0 時間 0 時間 0 時間 0 時間 

所定出勤日数 21 日 20 日 20 日 

所定休日 日数 Ⅰ 0 Ⅱ ヨ 10 日 H1 日 

欠 勤 日 数 0 日 0 日 0 日 

有給休日段取得日数 O 日 0 日 0 日 

所定休日労働日数 0 日 4 日 4 日 

所定休日労働時間 碁   7 時間 13 時間 8 時間   
所定時間外労働時間数 0 時間 32 時間 33 時間 

  

        

  所定休日日数   

欠勤日 数   

 
 

 
 

  

「 l 

  

Ⅹ起算日は各月 Ⅰ 日 

 
 

・
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コ
 ー
 

 
 

  

( 作成に当たっての 特記事項 ) 
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様式 4 

業務上外の総合判断評価 票 

  精神障害発病の 有無     ⑦ 樵， 
疾 患 名 
(ICD-l0 診 掛け。 
イ ドテルによる ) 

発病時期   ( 頃 )         
発病双 6 か 月間出来事の 有無 ( 有 ・ 無 ) 
に 起きた精神障 
害の発病に関与 出来事双 (  ; 育 ・⑧ ) 
したと考えられ   恒常的な長時間労働 
る 業務による 出 出来事後 ( 有 ・⑧   
来 事の評価 (8lJ 
表 I) 出来事の類型 具 体 的 出 来 事 心理的負荷の 強度 

I Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

T Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

I Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

  

害の発病に関与出来事の 類型 具 体 的 出 来 事 心理的負荷の 強度 
したと考えられ 
る 業務以外の出 
来 事の評価 ( お lJ I Ⅱ Ⅲ 

表 2) ( 類推の有無 有・中正   

I  Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無   
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1  精神障害のり 患の有無 
伊藤の精神障害は 結婚直後 とその数年後には @ @ 陥   

のが妥当と考える。 

伊藤はクレーン 事故発生 ( ) より以前、 すなわ   
' 臆に陥 による心理的負荷は 認、 められない。 クレーン事故が 伊藤の精神障害を 悪化さ 
せた可能性はあ るが、 その発症の原因ではないし、 悪化の主因とは 考えられない。 

クレーン事故の 心理的負荷の 強度について、 別表 1 に 例示された具体的出来事に 当て 
はめて考えれば、 「会社にとって 重大な仕事上のミスをした」の 出来事に属するであ ろう 
が 、 事故はテスト 中のものであ り人身事故等もなく、 比較的容易に 解決できた出来事で 
あ り、 この出来事の 心理的負荷はせいぜい「Ⅱ」程度と 評価できる。 また、 この出来事 
によって過大な 責任が発生したとか、 恒常的な長時間労働に 陥ったというような 事実も 
認められないことから、 出来事に伴 う 変化を勘案しても 心理的負荷の 総合評価は到底 

「 強 」とは判断できない。 

3  個体側要因等の 検討 
(1)  業務以外の心理的負荷の 評価 

調査資料によって、 病 前の伊藤には 業務以外の心理的負荷要因は 認められない。 
(2)  個体側要因の 評価 
伊藤は   とその 2 一 3 午後に仕事で 悩み落ち込むという 精神障害を窺わせる 

よ :@@t@W@W@2[p]t3:@;gfeibtl@o @@@@@ 「   の手術を受けている。 
アルコールについては、 、 特に問題にすべき 事実は認め 

られない。 
個人生活及び 社会生活上で 特に問題となる 不適応状態や 問題行動 は 認められない。 
伊藤の性格傾向には 特に偏りがあ るとはいえない。 

4 結 論 

ような状態の 伊藤は 時期が とその 2 回ほど認められているが、 2 一 3 午後に仕事で 悩み落ち込むという それは別としたとしても、 精神障害           
から明らかにな 、 以後自殺までの 1 年 6 か 月の間、 繰り返し認め こ 

は 、 その症状、 経過から、 と 診断 さ 

れる。 
請求人は の クレーン事故との 関連で業務起因性を 主張するが、 この 

クレーン事故は 伊藤の精神障害を 一定程度増悪させた 可能性はあ るが、 その心理的負荷 
の強度は、 前記 2 で述べたよ う に「判断指針」別表 1 によって到底「 強 」とは判断でき 
ず、 発病及び悪化の 主要原因とはいえない。 

以上のことから、 本件については、 業務 外 として処理するのが 適当であ る。 
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伊藤一郎の   ( 自殺 ) 」に係る業務起因性の 医学的見解 

1  精神障害の発病の 有無 

伊藤一郎 ( 以下「伊藤」という。 ) は から残業が増え ( 同 40 

数時間程度 ) 、 請求人は秋頃 から伊藤が少し 変だと感じている。 その一つの現れとして 

伊藤の異常な 煙草の吸い方に 気がついている。 

伊藤は 、 自らがオーダーを 担当した自動化クレーンが の テスト中に   を 起こし、 原因調査のため 現地に出張 ) することとなった。 

請求人によれば、 伊藤は出張双日の 夜は無口で何か 一心に考えている 様子で、 出張に出 

掛ける の朝はタクシーが 来るまでの間、 煙草に火を付けて、 強く吸い 

込んで、 根元まで吸っては、 すぐに次の煙草に 火をつけるといった 具合で立て続けに 5 

～ 6 本の煙草を一点を 見つめたまま 吸い続けていた。 この煙草の吸い 方は 、   
ヒ に 請求人が気付いたのと 同様の吸 い 方であ った。 

出張期間中の 伊藤には特に 変わった様子は 認められていないが、 請求人に ょ れば出張 

より帰ってきてから、 次の出張 ( ) に出掛ける一週間の 間に伊藤の様 

子がおかしくなったという。 具体的には、 朝、 出勤時に煙草を 吸い続け、 一点を見つめ 

て 立ちすくんで 考え込み、 会社に行きたくない 様子であ り、 様子が以双と 違ってきたの 

で出張の内容を 請求人が聞いたところ、 伊藤は「出張の 帰りには新幹線に 飛び込もうか 

と思った」と 言ったことがあ る。 また、 この頃 には、 趣味であ り日課にしていたパソコ 

ン 通信も一切しなくなり、 食欲の低下も 見られた。 

、 原因調査の二回日の 出張から帰った 伊藤は 、 顔は青白く元気がな 

く、 黙って考え込み、 今にも消えてしまいそうに 精も根も尽き 果てたような 感じを請求 

人は受けたことから、 請求人は伊藤を 会社には行かせず、 病院に入院させることを 決心 

し、   、 「自分は病気ではない」と 言い張る伊藤を 説得し、 00 クリニック 

で 受診した結果、 と 診断された。 この時の主訴は 

  」等であ った。 また、 主治医は を 処方 し 、 一週間の絶対安静を 指 

示している。 

その後の伊藤は、 請求人との会話は 全くなくなり、 毛布を被って 横になり、 起きてい 

る時は煙草を 吸い続け、 時には 窓 越しに呆然と 外を見ていたりなどの 様子であ ったが、 

たまに外に出る 時に、 仕事で使 う 安全 帯と キャンプ用の 太いカラーロープを 入れた袋を 

持ち歩くとうになり、 その後には 力 ミソリも袋から 発見されるなど 異常な行動がみられ 

た 目 。 

このような状態であ ったことから、 伊藤は に 00 病院精神科を 受診 

し 、   と診断さ から入院した。 入院中の看護記録によると、 入 

院翌日には、 病棟内活動に 張り切って参加し、 また、 2 ～ 3 日後には、 他の患者と大声 

で 談笑し 、 動きは活発であ った。 「悩みはない」と 言って、 クレーン事故のことを 心配 

しているような 様子社全くみせなかった。 

一 169 一 



には退院し 、   に マンションのモデルルームを 見にいき、 
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れ
 
 
 

 
 

Ⅰの診断を受け、 
  

3 回目の入院をした。 その㍗ に退 

隠 したものの、 普通に過ごせたのは 三日間ぐらいで、 その後は考え 込み、 すぐ落ち込む 

などの症状が 現れ、   には通院中の 主治医に「死にたいと 思、 ぅ ことがあ りますか」 

と 聞かれ、 「はい、 あ ります。 」と答えたといい、   の症状も現れた。   
      した。 

以上、 伊藤 ヰ から あ るい ほ、 時には   
を 示し、 、 精神障害による 異常な心理状態の 下で自 

殺を図ったものと 判断できる。 

。 "   """   一   " 。   田 、 。 "" 。 ""   を推定できる 時 

期の存在が認、 められる。 

以上のことから、 伊藤の精神障害は 結婚直後の その数年後には を 

主な特徴とする にト悟 り、 、 らは再び   となった 

が 、 その後の病状の 変化の中で       よ う になった。 これらの 

ことから、 伊藤に現れた 精神症状は、 lCD 一 l0 診断ガイドラインに 照らして、   
ⅠⅠⅠと診断するのが 妥当と考える。 

2  業務要因の検討 

伊藤 は ㈱ 00 エンジニアの   において、 自動化クレーンの 制御関係ソフト 開 

発 に従事していた。 仕事のほとんどが   の下請けであ り、 発注元と直接話をつ 

ける仕事はほとんどなかった。 また制御ソフト 開発は業務ボリュームが 少ないことから 

一人が 1 オーダーを担当する 形態が多かった。 

、 伊藤が担当し、 電気制御の設計仕様書を 作成したスラブ 自動クレ 

ーンが 
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  という事故が 発生した。 このため から伊藤は会社同僚 1 名と元 

請けであ る 00 ㈱工業の社員 2 名とともに現地へ 事故原因調査のため 出張した。 現地に 

は 00 工業㈱の K 課長と L 主務も後から 来た。 

調査は三日間 ) にわたり行われた。 伊藤は電気関係 ( 荷重訂 ) を 

調べることになったが、   課長も電気部門の 課長であ り、 伊藤一人に電気関係が 任せ 

られたということではなかった。 

調査中には 00 工業㈱の L 主務が「あ そこが悪いのではないのか」、 「もたもたする 

な」とか「設計が 悪かったのではないか」といったようなことをよく ガミガミ 言って い 

たようであ るが、 伊藤に対しては 怒ってはいなかったようであ る。 また、 調査の雰囲気 

は早く原因を 解明しないとお 客さん ( 発注元 ) に迷惑がかかるということから、 緊迫し 

た感じはあ ったものの、 お客さんから 叱られたりすることもなかった。 

請求人は出張先で 伊藤が「事故の 説明をしろ、 なぜ説明できないのか」などと 随分叱 

られた旨を申述するが、 少なくとも調査同行者の 証言からは、 そのような事実は 認、 めら 

れない。 

調査の結果、 はっきりした 原因の結論は 出なかったものの、 不具合の一つぼ 荷重計の 

調整不良があ り、   に帰ってから 荷重計の検査と 他の原因についての 調査・検討を 行 

ったぅ えで、   に 再び現地に出張することになった。 それまでの間、 数 

回の検討・打ち 合わせが行われたが、 雰囲気はさして 緊迫したものではなかった。 

伊藤は   度出張したが、 この時の目的は 、 既に大方の 
調査結果が出ていたので、 その検査確認の 為であ った。 この時は伊藤も L 主務から ガミ 

ガミ 言われていたとのことであ るが、 それは伊藤だけではなく 他の調査者に 対しても同 

様であ ったとのことであ り、 決して調査担当者を 責めたり、 責任を問 う ようなものでは 

なく、 早くやれということを 言われたものであ った。 

検査は計画どおり 終了し、 この件は一応決着がつ い たということになり、 伊藤はもち 

ろん、 会社と 00 工業㈱の間においても 何ら責任問題が 生ずることもなかった。 

事故の発生および 原因究明のための 調査は、 設計仕様書を 作成した伊藤にとっては 少 

なからず心理的負荷となった 可能性はあ るが、 上司であ る A 課長が指摘するように「ク 

レーンが試運転中に 不具合が生ずることは、 割りとあ るし、 伊藤も経験があ る」のであ 

り 、 また、 伊藤はこの事故及び 処理において 責任をとる立場になく、 組織的にも伊藤一 

人に責任を押しっける 状況も見られず、 これが特に過大なストレスとなるとは 判断しが 

たい。 事実、 伊藤の事故調査報告書あ るいは事故調査後の 伊藤の態度からは、 伊藤が当 

該 クレーン事故の 責任が自分自身にあ るとは考えていなかったことが 窺える。 

一方、 伊藤の労働時間についてみると、 に 残業時間が急増してい 

るが、 それは 40 数時間程度であ り、 恒常的な長時間労働というような 事実は認められな 

い   

一方、 伊藤はクレーン 事故発生 (   " 。 ""   。 。 " 。 田 
Ⅰには   こ陥っていたことが、 請求人に ょ り気付かれていた。 そして、 これに 

先立つ特段の 業務による心理的負荷は 認められない。 クレーン事故が 伊藤の精神障害を 

悪化させた可能性はあ るが、 その発症の原因ではないし、 悪化の主因とは 考えられない。 

クレーン事故の 心理的負荷の 強度について、 これを「心理的負荷による 精神障害等に 
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係る業務上外の 判断指針 J ( 以下「判断指針」という。 ) における別表 1 に例示された 

具体的出来事に 当てはめて考えれば、 「会社にとって 重大な仕事上のミスをした」の 出 

来事に属するであ ろうが、 事故はテスト 中のものであ り人身事故等もなく、 比較的容易 

に 解決できた出来事であ り、 この出来事の 心理的負荷はせいぜい「Ⅱ」程度と 評価でき 

る。 また、 この出来事によって 過大な責任が 発生したとか、 恒常的な長時間労働に 陥っ 

たというような 事実も認められないことから、 出来事に伴う 変化を勘案しても 心理的負 

荷の総合評価は 到底「 強 」とは判断できない。 

3  業務以外要因の 検討 

(1)  業務以外の心理的負荷の 評価 

調査貸料によって、 病 前の伊藤には 業務以外の心理的負荷要因は 認められない。 

(2)  個体側要因の 評価 

伊藤は一とその 2 ～ 3 年後に仕事で 悩み落ち込むという 精神障害を窺わせ 

るような状態の 時期が 2 回ほど認められる。   には「     で』の手術を 受けている。 

アルコールについては、       、 特に問題にすべき 事実は認、 

められない。 

家庭生活においては、   
      であ った。 

伊藤は自転車、 パソコン、 無線など多くの 趣味があ り、 職場でもマウンテンバイク 

を人に勧め、 よく一緒に出掛けたり、 無線も仲間内で 行 う など個人生活及び 社会生活 

上 で特に問題となる 不適応状態や 問題行動は認められない。 

伊藤の性格傾向は 、   

し このように 

伊藤の性格傾向には 特に偏りがあ るとはいえない。 

4  結論 

伊藤キ   とその 2 ～ 3 年後に仕事で 悩み落ち込むという 精神障害を窺わせる 

ような状態の 時期が 2 回ほど認められているが、 それは別としたとしても、   
  から明らかになり、 以後自殺までのⅠ年 6 か 月の間、 繰り返し 認、 められた           は 、 その症状、 経過から、   と診断さ 

れる。 
請求人 キ の クレーン事故との 関連で業務起因性を 主張するが、 この   

クレーン事故は 伊藤の精神障害を 一定程度増悪させた 可能性はあ るが、 その心理的負荷 

の 強度は、 前記 2 で述べたように「判断指針」別表 1 によって到底「 強 」とは判断でき 

ず 、 発病 友ぴ 悪化の主要原因とはいえない。 

以上のことから、 本件については、 業務 外 として処理するのが 適当であ る。 
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事例 7 

様式 1 精神障害等の 業務起因性判断のための 調査 票 

  00 局 00   
  労働保険番号 第 00000000000000 昔事業の種類鉄鋼事業等 

  事業の名称 00 工業㈱ 労働者数 10,000  人 

  事業の所在地 00 市 00 To ． 00@ (0000)@ 0000 

  ふりがなかと 当該労働者氏名加藤太郎 う たろ う 

生侍三月日 捌 ⑧ " 

  種 システムエンジニア 雇人年月日 
  

                求人氏名 加藤 太郎 続柄 本人 請求年月日 

榊轄 の 謝名 不明 

    

発 症 時 期 ( 発症 時 年齢     

" 。 """ ㊥ 
死亡 ( 死亡年月日 平成 年 月 日 ) 

事業場概要 
・鉄鋼事業 : 鉄鋼の製造販売 

  建設・プラント・システムエンジニアリンバ 事業 : 各種建設・プラント 工事、 製鉄 技 
術 販売、 システムエンジニアリンバの 事業の推進 

・エレクトロニクス 他の事業 : エレクトロニクス、 新素材、 化学品、 バイオ・メディカル、 
地域・都市開発等の 事業の推進 

・会社案内等 ( 資料 N 。 ． 0) 
・組 織 図 ( 資料 N0  O) 

に 00 工業㈱に   

@ 乍 成していた。 が明らかに 29  会社内診療所に 相談するということがあ った。 造などの仕事を 捷 るぢ鶴陸 ㈱に出向し、 納期の決まったコンピュータソフトを 受注によ 
には本社に転勤となり、 システム開発部に 配置された。 

にはっらくな 三き 藝差蒼韮暴ミジ i 曇 K 害 尋ぽ オ、 どヱ 古注 拭窩ぢ泄 自彊 白芭品 :       に 同社を退職した。 
その後、 郷里に帰り、 、 精神科に受診し、   と診断された。 
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7
 

ヰ
 
・
 
l
 

 
 塊

紺
 

精神障害等の 業務起因性判断のための 調査 票 

  00 局 00   

Th 00 (0000 0000 

月り 

力 太郎 
女 

  

死 ( 死亡年月日 平成 年 月 田 

・鉄鋼事業 : 鉄鋼の製造販売 

  建設・プラント・システムエンジニアリンバ 事業 : 各種建設・プラント 工事、 製鉄 技 
術 販売、 システムエンジニアリンバの 事業の推進 

・エレクトロニクス 他の事業 : ェ レクトロコクス、 新素材、 化学 お 。 、 バイオ，メディカル、 
地域・都市開発等の 事業の推進 

  会社案内等 ( 資料 M. O) 
・組 織 図 ( 資料 N 。 ． 0) 

  

        

り していた。 
    

  
    
  

  
    

、 郷里に帰 り 、 精神科に受診し、   と診断された。 

 
 

 
 

3
 

7
 

1
  

 

 
 



Ⅰ 当該労働者に 関する一般事項 

時 分 ( 勤務時間中 45 分間 ) 

労働時間制度 ( 変形労働時間制フレックス   @. 裁量労働 制   

  
‥ 頁   

O 

O 

O 

""""' 薯嚢寄 "     (2 百 2 交替 制 ( 日勤・夜勤 ). 

  その他   
出 退勤管理の状況                             ②出勤簿③管理者による 確認、 0@ 0 

  

就業規則の有無⑧ 無 0@ 0 

  

その他特記事項 

  

当該労働者の   
日 常 業 務 ・ という デリイ -% 升を国産、 アメリカ製などの 異 0  0 

な メーカ一のコンピュータに 移植し、 動作確認をして 出荷していた。 
・社内・社外のコンピュータデータベースソフトであ る 

  

なしていた。 ( 以上加藤 )   
一 174 一 



  

                                                                                                                                                                      目的の のソフト開発を EUG( びドナ 担 

  
は 決まっていなかった。 (C 参事補 ) 

） ） 

・ (00 ぎ綴与会召琵恩毛は 、 納期の決まったコンヒ ) ニタ ソフトを受注に 

干ま 蒼蒼 乏蒸憲 五年 T 驚号章 ㍊ 寡 ㌔仁知睦生 軍 浮足 藩 ㌶宅で対応に 苦労 

  
の 開発業務に変わった。 ( 以上 H 営業部長 ) 

事業場内におけ         当時の所属 ( 本社     上司・ 

相関図 る 当該労働者の 弓 竺 ; 二           部長 )  )0 
  「聴取実施者「   " 五         部次長   男 JO 

  
O
 

O
 

 
 牛

口
 

務
統
ナ
 

 
 ス

ス
 

 
 

 
  

 

@
@
 

 
 

 
 -

 ァ
テ
 

事
事
 

参
参
 

 
 C

D
 

口藤 ( テ 。 づゲ - ス 技術 0 

E  ( テ ㌧ ハ 。 づ 技術 )  0 
Ⅰ   G  ( 同僚 )  D  O 

  O
 

 
 術

 
技
 

ク
 

 
 

 
 -

 
丁
 

ユ
一
 

@
 

 
  

 
サ
 

 
 

 
 ト

生
 

 
 

 
 （

 
ン
 
-
 

F
 

実
 

  当時 00 システム開発㈱の 上司 ) 
H@ (   O   O 

  

O 

O 

O 

O 

  

  

O
 

O
 

O
O
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2 一 1  出現した心身の 症状等に関する 事項 

(E 療 機関 名 00 クリニック 

(00 医科大学付属病院 ) 
(00 クリニックに 転院 ) 

疾 患 名     

で 

O 
O 

    頁 

O 

O 
O 
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3
 業務による心理的負荷に 関する事項 

  

  

請求人の 申 述 資料№ 頁 調 査 結 果 資料№． 頁 O Ⅱ の同僚とのトラフル ● ll ゾ フ ト ウ ア 号 綴 の 同を 僚し とて の レ ト る ラ 揮 ブ ノ レに O  Ⅰ・ た 」、 O O 
後ろにいた の 同僚 
G から「 であ る。 加藤がそ う馬、 っ 

ていること 体、 私にはショックであ 一 言われ、 とても "' ショック とひどいことを だった。 突然 自分 る 。 ( 同僚 G) 
一人でとても 苦しみ悩み、 安心して 相 
談 できるような 人もいなかったのでそ ・この出来事は 記憶していない。 G は O  0 

仕事あ るいはコンピュータに、 没頭する ;" 察妃 " 隷 '""' 。 : で 

トレス ) が大きくなってしまった。 (B 2 からの業務について 0 からの業務について 
・社内システムのダウンサイジンバの と 呼ばれるコンピュー 0@ 0 
仕事をやらないかとの 話が上司からあ 02. 出珪 ん ' ',,,,"""," 
っ たとき、 自分としてはサポートが あ しい人で、 EUC, 、 ソールのⅠⅠ部分の 開 
ると思い引き 受けた。 発を担当していた。 

  田 """ 。 。 ""   とをつ ・ EVC 開発は、 当時の重要度としては、 
なぐ通信ソフトを 作っていた。 あ まり大きなものではなく、 開発でき 

れ ぱいいなという 感じであ ったと 居 、 
・仕事に着手してから、 社内に @   ぅ 。 開発に遅れが 生じてもあ まり締め 
Ⅰが解る人がおらず、 自分で勉強する 付けは無かったと 思う。 
しかなかった。 

・職場はフレックスタイム 制で、 各人 
・プロバラム 開発となると   の部 の 申請により出勤時間が 違っていた。 
分 が難しく、 なかなかうまくいかず、 加藤も毎日出勤時間が 違っていた。 勤 
身近に聞ける 人がいなかった。 務 時間は、 7 時間 4R 分が所定時間で、 

以降、 月の残業時間は 、 
    の 端末ソフトは 、   の 業者 7 時間程だった。 
に 委託していたので、 打ち合わせもし 
ていた。 ・加藤は気が 向いて集中しているとき 

は 残業して仕事をしていたが、 気が向 
・完成度合いとしては、 7 一 8 割まで かないと早く 帰っていた。 ( 以上同僚 
出来ていたと 烏、 ぅが、 私が最終的に 完 F) 
成させてほしいとの 話が出てきた。 そ 
れは困ると 居 、 って、 会社を辞めるつも ・加藤と同僚 F が担当した社内システ 0  0 
りで会社の寮を 出た。 退寮理由は退職 ム 開発は、 目処として 1 年間となって 
のためと書いた。 いたが、 実際の稼働時期が 厳しく決ま 

っていたわけではなく、 実際、 加藤の 
・当時、 社内システムのダウンサイジ 退職、 ⅠⅠの外注 先 会社の解散があ り、 
ング化のソフトの 完成稼働時期は 聞い 最終の段階にいたらずに 終わった。 後 
ていなかった。 に 引き継がれることもなかった。 

・自分としては、 今後も   の仕事 ・加藤が担当したソフト 開発は、 EuC 
の 開発で、 加藤はデータベースまわり かった私は、 るの 弘仕 き享 続を きし さた せ られそうなので、 会社に退職 を 担当し、 主要な端末のパソコンソフ 

を 申し出た。 トは 外注先に開発してもらう 形で共同 
で 行 う ものだった。 

・私は、 加藤の経歴・ 技術力を評価し 
た 上で ， Ⅰのデータベース と パソコ 

ン をつなぐインターフェースの 開発が 
可能と判断し、 仕事を指示した。 

・ EUC ソフト開発は 、 私と加藤・   
が月 Ⅰ国ト ワ の外注先に出張して 進行 
管理・打ち合わせを 行 う など、 チーム 
として動いていた。 責任者は、 グルー 
プ長 として私が行った。 

・ EUO ソフト開発については、 特に納 
期の期限は決まっておらず、 加藤から、 
開発の遅れや 開発上の間題を 申し入れ 
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  られた記憶はない。 
  

・加藤が担当したⅠ部分のインター 
フェース開発について、 開発上の遅れ 
や 、 難題が提起されれ ば 、 外注先に仕 
事を増やす等の 対策を講じたはずだ 
が 、 それもなかった。 

                                                                          山藤 ) と 

の 申し入れがあ り、 私の直接の上司で 
あ る B 室長にきてもら ぅ ことにし、 2 
大 で加藤の話を 聞いた。 

・その時の内容は、 「自分の持って い 
る 技術のべ ー ス は                     
外での開発はしたくない」とのことで、 
B 室長からは、 案としてカタログ 編集 
機能の開発担当はどうか」との 話があ 
ったが、 加藤は受諾しなかった。 

 
 

藤
 
聞
い
 

引
 

加
 
と
い
 

上
 

・
る
に
 

以
  

 
ミ
レ
 

 
 

・
 
人
と
 

在蛙召滑喜麿蟹キ ㍗ 窩き 、 二足㌍ 笘撃 
には来ていたが、 退職が決まっていた 
のでまとめの 仕事をしてもらうぐらい 
だった。 

・ EUO ソフト開発は、 加藤の退職 話と 
同じ時期に外注先の 会社が自主解散す 
るとの話もあ り、 事実上進展していな 
かった。 ( 以上 C 参事補 ) 

に 詳しい技術者がおらず、 社内シス 
テム のダウンサイジングにて 田べ 一 

スの データベースとパソコンを 繋ぐ ソ 

フト を外注 先 と共同して開発すること 
により、   に詳しい社員を 養成 
する目的もあ ったと思う。   ・当時、 00 工業㈱の社内で、   

0 通信が分かる 社員はまだ い な 
かったはずで、 新しい技術の 習得が必 
要 であ った。 ( 以上 n 参事補 )                     、 る 社員は複数いたが、   
・当時、 システムのダウンサイジンバ 
は 企業競争力の 維持・向上に 不可欠と 
なっていた。 その開発には、   、 シ ス 

T@A@ff)@K@L@U@@V@=3@> ， (7@ @@ ・ 、 @ 

  ステムの技術を が必要だった。 使ったプロバラム 加藤に EWC 化プロバラ 開発 
ム 開発を依頼するについて、 次の二点 
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3  A  のき案 
、 自 

分の席にいた 私は 、 

、 そのように記憶 

している。 

本
ま
 

孤
ス
 

 
 

 
 

4
.
 

是
 
く
 
立
ソ
が
 

5 からの 00 開発㈱で 
の業務について 

・ 00 開発㈱では、 納期の決まったコ 
ンピュータソフトを 受注により作って 
いた。 

・一つのシステムを 作る担当は、 ほと 
んど一人でやっていた。 

・顧客との対応もしており、 システム   

上司は待ってくれと 言い、 
Ⅰから、 本社に転勤とな 
に 入った。 

当時の上司に 辞表               、               

ト
行
ド
っ
 

ク
を
ア
あ
 

ェ
 
発
の
に
 

 
 

O
 

O
 

O
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
 
Ⅰ
 

O
 

O
 

O
 

 
 

O
 

O
 

O
 

 
 

O 

O 

O 



・加藤から私に 転勤希望が出され、 0 
0 工業㈱に 目 研究をしている 部門が 
あ り、 そこで仕事がしたいとの 話で、 
私が 00 工業㈱の 田 研究部門の責任 
者 と話をし、 加藤のことも 説明し、 受 
け 入れが可能との 返事で加藤の 希望 ど   
おり、 00 玉㈱業に戻った。 

・ 00 開発㈱の出向期間中 4 回、 加藤 
の 希望により担当業務を 変えたり転勤 
したりしている。 

・私が加藤からはっきりと 転勤希望を 
聞いたのは、 加藤が転勤する 直前のこ 
とだった。 加藤から私に 退職の希望 や 
辞表の提 などはなかったと 記憶して 
いる。 があ るなど   

のことは 言己桟敦 していない。 

・仕事場の雰囲気は 家庭的で、 健康を 
害するほどの 仕事のハードさはなかっ 
た 。 特に加藤は納期が 厳しい仕事を 一 

大 で 佳 されていたわけではなく、 他に 
リーダーがおり、 納期は加藤が 決めて 
い たはずであ る。 

  他の社員と比べ、 仕事の偏りが 生じ 
たり、 業務過重性が 大きかったとの 印 
象 はなく、 私としては、 加藤のやりや 
すそうな仕事を 選んでやってもらった 
と 考えている。 

・加藤の担当した 仕事は 、 概ね短期間 
で 終わるようなシステムの 手直しの 仕 
事であ ったと記憶している。 ( 以上 H 
部長 ) 

・加藤の仕事で 記憶にあ るのは、 00 
工業㈱の建設エンジニアリンバ 部門と 
共同で CAD システム開発の 担当してい 
たことと、 たぶん証券会社の 仕事で、 
地図情報に顧客情報を 載せて営業に 使 
えるようにするソフト 開発の仕事を 担 
生 していたことぐらいであ る。 

・加藤には、 チームリーダーがおり、 
主に対外的な 折衝はチームリーダーが 
同席して行っていたと 思 。 う 。 

，加藤が単独で 交渉相手と話をする 体 
制 ではなかった。 私の記憶では、 加藤 
は 営業的な対覚折衝をしていなかった 
と居 、 う 。 

・加藤の当時の 仕事ぶりとしては、 特 
にしんどい部分を 担当していた 記憶は 
ない。 自分の担当する 仕事だけをやり、 
他の社員の担当する 部分までやらなけ 
ればならない 立場にはなかったと ， 思 
フ - 

・退社時間は、 バラバラだったが、 深 
夜 まで仕事をすることは 滅多になく、 
また、 休日出勤もあ まり無かったと 思 
ぅ 。 ( 以上 1 室長 ) 

O
 

O
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4  業務以外の心理的負荷に 関する事項 

請 求人 の 申 述 資料№ 頁 調 査 結 果 資料№ 頁 

0  0  調査の結果、 特になし 
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家族の精神障害既往歴の 有無 
既往 歴 

氏 名 続柄 疾 患 名 発症 時 年齢 
  )( )( )(   

  （ ） （ ） 

（ ）   

生活史 ( 社会 通 請求人の主張 資料 N". 貢 調 査 結 果 

応 状況等 ) 0  0  人事考課の有無 0@ 0 

・加藤の 0@ 0 

定型化されこ 務 

蓋彗彊僅湧乙ま ㌔ 藝、 @@ ， 這 ぎ妾 
あ った。 (D 参事補 ) 

  O                                       O 

寺ニ   至要毒麦志田窪目二 ミ 

二等 箸芋毒 7 ， >, 篭宰ニぇ 1 言冬 
あ る。 ( 以上 H 部長 ) 

性 格 傾 向・ 
0@ 0 

以上加藤 ) 

0@ 0 
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0@ 0 

  
係
 

  

  

  

0@ 0 

( 以上 B 部長 ) 

0@ 0 

0@ 0 

0@ C 

。 。     "' 田 '"'" 。 。   
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健康診断結果等 

  
ること 

精神科以外の 受 
診 記録 

二日酔いで仕事を 休んだことがあ るか     

（ 

有の場合 : どの程度か 

手のふるえ、 肝 障害などがあ るか     

( １ ((1 Ⅰ ト 

有の場合 : どのような症状か 

l その他特記事項 

）
 

 
 

 
 

 
 

  ） 
その他の薬物依存状況 

（ 

特になし 

） 

  特になし 

疾 患、 名 発病時期 圭 診 ：。 期 月 司 医療機関 名 

  

  

  
O 

O 

  
O 

O 

  
O 

O 

O 

O 
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4  主治医・専門医の 意見 

(00 医科大学付属病院 00 医師 )   
1  初診時の症状及び 主 ， 

初診 時 ) の 主訴は 、 

2 o, Ⅱ イク   の 診断根拠 
本人が述べた 仕事上のストレスや 上司とのあ つれきなどから、 

もあ いまって幻覚、 
、 こものと考えられる   自分   

とは区別した。 
3  本患者の診断は 

伝
統
的
診
断
で
は
、
 

(
1
)
 

(2)  I CD 一 l m では、 

息
の
性
質
も
こ
れ
 

"
'
 

。
 

" ょ，し 。 ， 。 

(4)  D SM 一 W では、 診断基準を満足すると 考 
える。 

4  治療の内容及び 症状 経 渦の概要 
治療としては、 

こ ろ も 

長続きせず、 総じて一進一退の 経過であ った。   ことが多くなり、   
神 的なリハビリテーションの 必要性をふじ 、 と 面接したところ、 Ⅰ 

ヘリハビリ目的で 通院 の希望 ) した。 約 2 か 円通 脇 '""" 。   再来院。                                     リニシク を紹介 
した。 

  
まくいかなくなった。 

からトラブルが 部長とロ論し、 多くなり、 仕事を辞めた。 対人緊張が増加㈲ "" "' 矯 遮を繰り返してたまた   同僚上司の不満協力 ヵ       な 

かったこと ) をよく述べた。 
6  転院の理由及びそのときの 症状 

ン がないこと   リハビリの必要のあ る 
してきたことによる。 ) 
。 " 。 """ 。   "" 。 。 " 。 。 " 。 響廿 、 などが顕在化 '"" 。 " 

  
なかった。 

(2)  本人には診断は 

  

(00 クリニック XX 医官 市 ) の の 
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産業医の意見 意見書の有無 有・⑧ 

( 意見書の内容 ) 

発症時期と考える。 その時は配置転換があ り、 治まった様 
にみえるが、 完全に良くなったとは 言えない。 潜在的にそ 

力 のし 兆仇 後た もも あの っと 考 た え 力 し れ な になって再度発症 
2  傷病名等 

3 00 治療と経過 医大 00 医師の紹介状の 傷病名は 診断名は妥当。 
薬物療法によって 

車
の
運
転
練
習
を
 

<
 

へ
の
通
所
を
勧
め
、
 
参
加
し
 

ている。 徐々にだが自己の 障害を受け入れ、 要求水準を下げてきている。 
4  仕事の関わりについての 本人の陳述 

発症時の最後の 職場は応用ソフト 開発室。 そこで自分が 仕事に行き詰 
まっていたのに 手伝ってくれず、 仕事を強要されたり、 退職させると 脅 
されたり、 辞めようとすると 引き止められたりした。 その疲労や混乱の 
ためにこんな 病気になってしまった。 

  

 
 

 
 

轄
 

土
 
忌
 

の
 

出
 

提
 

人
 

求
 

丘
 
。
 
ミ
 
ー
ト
 

@
 
Ⅰ
 

5
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様式 2 

当該労働者に 起きた出来事及び 精神・身体の 変調等に関する 時間的経過 

出 来 事 当該労働者の 心身の状態・ 行動の状況 
年 ・ 月 

( 別表 1 . 別表 2 参照 ) 請 求 人 の 申 述 貸料 No.( 頁 ) 調 査 結 果 資料 No.( 頁 ) 

， 00 開発㈱に出向 

    CAD システム開発の 業務に変わる 

わせで対応に 苦労し、   発の仕事に就く・Ⅰシステムを 使った地図情報のソフ ト開 システム開発上の 顧客との打ち 合 0  (0)  ・加藤が単独で った。 私の記憶では、 交渉相手と話をする 加藤は営業的な 体制ではなか 対外折衝を O （ O ） 

していなかったと 居 、 ぅ 。 (1 室長 ) 

      本社に転勤となる 

  EUC システムの開発に 着手する 

    事務所内で、 同僚 G に 0@ (0) "'" 田 " 。 。 記 そのような現場を ，志にな ) 。 ( 同僚 見たことはない。 G ) ( 同僚 E)  0  (0) 
クを 受け、 悩み苦しみ、 また安心して 
ような人もいなかったので、 その結果 
なってしまった。 また、 職場で安心し 
の 不安 ( ストレス ) が大きくなってしまった。 

  ・仕事を変えてほしいと C 参事補に申し 出る 

 
 
O
 
 
 
O
 

仕
帯
 

き
べ
 
な
 
口
 
た
 

に
、
ほ
 

の
 
く
タ
っ
 

 
 

  
る
 

す
 

寮
 

を
退
 

寮
 

の
 

社
職
 

会
 
遇
 

 
  

 

0  (0)  . 加藤に限らず 誰にも       O (0) 
(A 部長 ) 



  ・下句頃 まで体調の不調が 続いた 

・下句頃 、   
Ⅰ ぷ " プルが発生し、 し ぬ 。 、 00 市内のアパート に帰省 住   加藤が住んでいたアパー 

から 0@ (0) 

  その後、 00 市内の別のアパートに 転居 
とのこ こつた。 

。 """" Ⅰ。 "         "" 

・ 診断され、 00 医科大学付属病院にて 通院を開始する と ・会社を辞めた ら力 "  加藤がこちらに 戻ってきてか 0  (0) 
  

    ， ㈱ 00 に入社 化 どる 干ガ あ って、 すぐ 00 医科学に ス移 させ 
  

㏄㏄ ｜   体調不良のため㈱ 00 退社 
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様式 3 
労働時間等の 調査結果 ( 氏名 : 加藤太郎 ) 

発病双の労働時間等 

年 月 年 月 年 月 年 月 

所定出勤日数 

所定休日日数 

欠 勤 日 数 

有給休暇取得日数 

所定休日労働日数 

所定休日労働時間数 

所定時間外労働時間数 

 
 

 
 

  

所定休日労働時間数 

所定時間外労働時間数 

調査結果を作成するに 当たっての資料 
①タイムカード ②出勤簿 ③賃金台帳 ④その他 (   

決起算日は各月 日 

( 作成に当たっての 特記事項 ) 

なお、 同僚 F によると、   以降の残業時間は 月 7 時間程度ということであ る。   
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様式 4 
業務上外の総合判断評価 票 

精神障害発病の ( 有               

有無 

疾 患 名 
(ICD-l0 診断がイ 
ドラルによる ) 

発 病 時 期 ( 頃 ) 

発病双 6 か 月間出来事の 有無 ( 有 ・ 無 ) 
に 起きた精神障 
害の発病に関与 出来事双 ( 有 ・ 無 ) 
したと考えられ 恒常的な長時間労働 
る 業務による 出 出来事後 ( 有 ・ 無 ) 
来 事の評価 (Blj 
表 1) 出来事の類型 具 体 的 出 来 事 心理的負荷の 強度 

I Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

I Ⅱ Ⅲ 

( 類推の有無 有・ 無   

I  Ⅱ m 

発病双 6 か 月間 
に 起きた精神障 
害の発病に関与 
したと考えられ 
る 業務以外の出 
来 事の評価 (Bl 」 

表 2) 

事
 

来
 

出
 

 
 

⑧
 "
 

体
 

有
 

（
 
具
 

皿
、
 

、
 
・
 
，
 

有
 の

型
 

 
 

 
 山

田
 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

( 類推の有無 有・ 無 ) 

度
 

強
 

Ⅲ
 

の
 

 
 的

 
理
 

I
 

こ
 
Ⅰ
 
@
 

I  Ⅱ Ⅲ 

一 190 一 



Ⅰ
 た
 
。
 
診
 

の
 き
、
け
た
と
 

愛
 

の
 む
て
 

も
 療
し
 

た
 治
り
 

っ
利
 き
 

ま
神
 っ
 

収
精
は
 

旦
、
も
 

一
 役
ど
 

は
の
な
て
 

れ
そ
 
し
 

そ
、
ら
 

9
 
服
 

し
な
に
 

現
に
 

ン
 

出
著
イ
 

が
顕
ぅ
 

状
が
ド
 

症
状
 

イ
 

 
 加

持
 退
 1
 

 
 

一
緒
 

の
 

思
 

す
の
 

@
 

状
 

症
 

の
 

の
 

生
口
 

連
 
。
 

障
 

一
る
 

神
 

ら
き
 

精
 

、
れ
 で
 

1
 
 
が
こ
 断
 

学
 

医
 

る
旨
 

に
よ
 
解
要
 

請
見
 

ム
口
約
 

Ⅰ
 
体
ぅ
あ
 

」
 因
 

た
具
よ
 

で
た
 
主
 

し
て
の
 

頼
 
っ
て
 

捕
 
っ
 
そ
問
あ
し
 

発
よ
が
 

の
が
 
対
 

に
 
に
藤
 

勧
 
め
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

精
司
症
ル
た
 

に
て
姉
な
 

 
 

 
 

  Ⅴ
 
@
 

な
 

れ
 

ら
 

は
 
認
、
 
め
 

因
 

要
 

荷
 

負
 

的
 

理
 

、
い
 

の
 

外
 

 
 

の
 葉
 

荷
に
 

黄
藤
 

詩
的
 加
 

 
 

尊
め
っ
 

国
外
 よ
 

要
以
に
 

 
 3

 
  

(2) 個体側要因の 評価 
加藤は 

分が好むコンピュータの 技術的な仕 
反面、 

希望し、 技術習得の意欲が ョ かった。 
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加藤太郎の   に係る業務起因性の 医学的見解 

ェ 精神障害の発病の 有無 

加藤太郎 0 以下「加藤」という。 ) は 、 加藤本人によると、 システム開発上の 顧客との 

打ち合わせの 対応に苦労してい 尹   

があ ったという。 その後は精神障害を 窺わせるような 情報はなく経 

過しているが、 には事務所内で 同僚から「 

」という旨のことを 突然言われ、 どうしていいか 分からなくなりショック 

を 受けたといい、 それ以後もときどき 脅迫的言動やいじめを 受け、 仕事をするのが 不安で 

周囲の眼が気になったと 述べている。 話したとされる 同僚のほか他の 同僚もそのようなト 

ラブルは心当たりがないと 申述していることからも、 トラブルというのは 

であ った可能性が 高い。 

      加藤に よ れは       

という O  それと同 じ 頃 、 加藤は会 

社の寮を出ており、 会社も辞める 旨を上司に話をしている。 加藤 キ で 会社 

を 退職したが、 その後体調の 不調が続き   には 、 また、   
f には住んでいたアパートの 階上の人の声が 気になり、 その住人とトラブルを 起こしてお 

り 、 実家に帰ってからも「             」と言 う など、 この頃 には明ら 

か は であ ったことが認められる。 

、 加藤は 00 医科大学付属病院において 診察を受け、 その結果、   
      と 診断されている。 これは、 加藤自身が自分はⅠにかかっ 

ていると感じ 受診したものであ るが、 この頃 はまだ などが目立たない 

状態であ った。 その後治療が 続けられ、 は減少したもののアルバイトに 出ても長続きしないな ど 

症状は一進一退で、 ⅠⅠⅠ目から 家に閉じこもることが 多くなり、 

の 症状が目立ってきたため、 リハビリテーション 療法を目的に 主治医の紹介により   
Ⅰに 00 クリニックに 転院し、   と診断され治療を 受けている。 

以上のことから、 頃 より加藤にⅠの 症状が出現し、 それは一旦収 ま 

っ たものの、 頃 から再び   の症状が顕著になり、 その後、 精神科 

治療を受けたが、   は一進一退し、 次第に などもはっきり 

してきた。 これら一連の 症状の経過は I CD 一 l0 ガイドラインに 照らして 

  と 診断できる。 

2  業務要因の検討 

加藤は   00 工業㈱本社から 00 開発㈱に出向し、 コンピュータ 一のソフト 

開発に従事していた。 出向当初はビジネ 、 ス 系の事務用ソフト 開発が主であ ったが、   
  から 1 年間は本人の 希望により CAD と 呼ばれるシステムを 使った建設業向けの シ 

ステム開発に 携わっていた。 その後も本人の 希望により   から 1 年足らずの期間は 、 

開発機動チームの 一員として、 その後 @    の システムを使った 地図情報のソフト 開 
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発 の一員として 従事していた。 

加藤によれ ば 、 システム開発上の 顧客との対応に 苦労した旨を 述べているが、 加藤が担 

当したこれらのシステム 開発業務にほそれぞれチームリーダでがおり、 対外的な折衝は チ 

一 ムリーダーが 同席して行 う ため、 加藤が単独で 交渉相手と話をする 体制ではない。 また、 

担当業務も加藤の 希望どおりの 業務を任されており、 内容的にも負担が 大きく過重を 受け 

るようなものではなかったとの 証言があ る。   には 00 工業㈱本社 ぺ 転勤となり、 の 勤務となったが、 こ 

の 異動も加藤の 希望を受け入れたものであ った。   から、 EUC ソフト開発チームの 一員として、   部分のインターフ 

ェース開発を 担当したが、 期限は目途として 1 年間となっていたが、 実際の稼働時期も 決 

まっておらず、 厳しいノルマはなかったといい、 また、 加藤は仕事中に 口出しされたり、 

構われるのを 嫌っていたことから、 周りも加藤に 任せる形でいたという。 

加藤は上司に 対し「自分の 持っている技術のべ ー スは   であ り、 Ⅰ "" 。 """" 局 したくない」旨を 申し入れ、 仕事の担当替えを 願い出ており、 上 

司は少なからずわがままであ ると感じたものの、 これに応じ別の 開発業務を提案したが、 

加藤は「技術的に 高度で自分は 担当できない」とこれを 断った。 

加藤は 今後も の 仕事を引き続きさせられそうなので、 

会社を辞めるつもりで 会社の寮を出て 、   で 会社を辞めることを 上司に話をし、 Ⅰ 

  で 会社を退職した。 

に関しては社内には 余り情報がなく、 加藤の仕事はあ る程度困難であ っ 

たと思われるが、 社内の他のプロジェクトで システムの開発が 行われてお 

り、 加藤に対する 技術上のアドバイスはいつでも 可能な体制にあ ったという。 

なお、 加藤には在職中全体を 通じて、 残業、 休日出勤等の 恒常的な長時間労働の 事実は 
認められない。 

以上のことから、 加藤は上司、 同僚とのトラブルを 主張するが、 これは平成元年頃 に 加 

藤 に発病した 一 症状として仁であ る可能性が高く、 上司、 同僚からの調査 

によって具体的なトラブルがあ った事実は確認できない。 仮に職場内の 雰囲気として 加藤 

がそのように 受け止めたとしても、 それはあ くまでも加藤の 内面での問題、 加藤の主観の 

問題であ り、 「心理的負荷による 精神障害等に 係る業務上外の 判断指針」別表 1 に例示さ 

れた「上司とのトラブルがあ った」、 「同僚とのトラブルがあ った」に当てはめて 評価す 

ることは適切ではない。 

よって、 加藤の業務には 精神障害を発症させ、 あ るいはその経過の 悪化に対して 主因と 

なるような心理的負荷があ ったとは認められない。 

3  業務以外要因の 検討 

(1) 業務以外の心理的負荷の 評価 

調査資料によって、 加藤に業務以外の 心理的負荷要因は 認められない。 

面
 

イ
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れる。 またその反面、 自分が好むコンピュータの 技術的な仕事を 強く希望し、 技術 習 

得の意欲が強かった。 

4  結論 

加藤はコンピュータ 一のソフト開発の 仕事に就いていたものであ るが、 その仕事に一 

定の困難性は 認めるものの、 加藤の経験・ 能力からして 特に困難な仕事であ るとはいえ 

ず 、   ( 加藤が主張するように 。 あ ったとしても ) 

0 発病に先立って 業務による心理的負荷 とい えるような特段の 出来事及び出来事に 伴 う 

変化として評価できる 業務による心理的負荷というようなものはない。 加藤の   
ワ は特段の心身の 負荷がなく発病しており、 業務起因性があ るとはいえない。 

なお、 加藤の主張する   以降の職場同僚・ 上司によるいじめについては、 

であ ったと考えるのが 適当であ る。 

よって、 本件は業務 外 として処理するのが 適当であ る。 
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IV l c D 目 。 診断ガイ ドラインに 
示される主柱精神日章 害 
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F20  精神分裂病 Schizophrenia 

分裂病性の障害は、 一般的には、 思考と知覚の 根本的で独特な 歪曲、 および不適 

切なあ るいは鈍麻した 感情によって 特徴づけられる。 あ る程度の認知障害が 経過中 

に進行することはあ るが、 意識の清明さと 知的能力は通常保たれる。 この障害には、 

正常な人間に 個性・独自性・ 自己方向性といった 感覚を与える 最も根本的な 諸機能 

の障害が含まれる。 きわめて個人的な 思考、 感覚および行為が、 他者に知られたり 

共有されたりしているよ う に感じることがしばしばあ り、 自然的あ るいは超自然的 

な力が、 しばしば奇妙な 方法で患者の 思考や行為に 影響を及ぼすという 説明的な妄 

想が発展することがあ る。 患者が自分を 中心にしてすべてのことが 起こると考えて 

いることもあ る。 幻覚、 とりわけ幻聴がふっ う にみられ、 患者の行動や 思考に注釈 

を加えることがあ る。 知覚障害もしはしばみられる。 色彩や昔が過度に 生々しく感 

じられたり、 質的に変化して 感じられたり、 日常的な物事のささいな 特徴が、 対象 

全体や状況よりも 重要なものにみえたりすることがあ る。 発病初期には 困惑も多く 

みられ、 そのために日常的な 状況が、 患者にだけ向けられた、 たいていは悪意のこ 

もった特別な 意味をもっているという 確信にいたることがしばしぱあ る。 特徴的な 

分裂病性思考障害では、 あ る概念全体の 中で、 正常な心的活動では 抑制されている 

はずの末梢的でささかな 特徴が、 前面に出てきて、 その状況と関連した 適切なもの 

にとってかわる。 そのために思考は 漠然として不可解であ いま い なものとなり、 言 

葉で表現されても 理解できないことがあ る。 思考の流れが 途切れたり、 それてしま 

ぅ ことがしばしばあ り、 さらに思考が 何かの外的な 作用に よ り奪取されると 感じら 

れることもあ る。 気分は特有の 浅薄さ 、 気まぐれさや 不適切さを示す。 両個性と意 

欲障害が緩慢さや 拒絶や昏迷として 現れることがあ る。 緊張病性症候群も 出現しう 

る 。 発病は急性で、 重篤な行動障害をともなっていたり、 潜行性で、 奇妙な考えや 

ふるまいが徐々に 進行したりする。 障害の経過も 、 同じくきわめて 多様であ り、 決 

して慢性 7% や 荒廃が避けられないわけではない ( 経過は第 5 桁の数字で特定され 

る ) 。 症例のうち、 文化圏や母集団の 違いに応じてさまざまであ り ぅ るが、 あ る割 

合で完全寛解、 あ るいはほぼ完全寛解といった 転帰に い たる。 性別では、 ほぼ同種 

度に 罹患するが、 女性は発病が 遅い傾向にあ る。 

厳密な意味での 病態特異的な 症状は確認できないが、 実際的な目的から、 上記の 

諸症状を、 診断上に特別な 重要性をもち、 しばしば同時に 生じるものとして、 以下 

のようなグループに 分けるのは有用であ る。 

(a) 考想 化育、 考想吹入 あ るいは 考想 奪取、 考 想 伝播。 

(b) 支配される、 影響される、 あ るいは抵抗できないという 妄想で、 身体や四肢 

の運動や特定の 思考、 行動あ るいは感覚に 明らかに関連づけられているもの、 
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および妄想知覚。 

(c) 患者の行動にたえず 注釈を加えたり、 仲間たちの間で 患者のことを 話題にし 

たりする 幻声 、 あ るいは身体のあ る部分から発せられるという 他のタイプの 幻 
七 
戸。 

(d) 宗教的あ るいは政治的な 身分、 超人的な力や 能力といった、 文化的に不適切 

でまったく不可能な 、 他のタイプの 持続的な妄想、 ( たとえば、 天候をコントロ 

ールできるとか 別世界の宇宙人と 交信しているといったもの ) 。 

(e) どのような種類であ れ、 持続的な幻覚が 、 明らかな感情的内容を 欠いた浮動 

性の妄想か部分的な 妄想、 あ るいは持続的な 支配観俳をともなったり、 あ るい 

は数週間か数カ 月間毎日継続的に 生じているとき。 

(f) 思考の流れに 途絶や挿入があ り、 その結果、 まとまりのない、 あ るいは関連 

性を欠いた話し 方をしたり、 言語新作がみられたりするもの。 

(9) 興奮、 帯同姿勢あ るいはろう 屈症 、 拒絶症、 絨黙 、 および昏迷などの 緊張病 

性行動。 

(h) 著しい無気力、 会話の貧困、 および情動的反応の 鈍麻あ るいは不適切さのよ 

うな、 ふっ う には社会的ひきこもりや 社会的能力の 低下をもたらす、 「陰性 症 

状 」。 これらは 抑うつや 向精神薬の投与に ょ るものでな い ことが明らかでなけ 

ればならない。 

( i ) 関心喪失、 目的欠如、 無為、 自分のことだけに 没頭した態度、 および社会的 

ひきこもりとして 明らかになる、 個人的行動の い く っ かの局面の全般的な 質に 

みられる、 著明で一貫した 変化。 

診断ガイドライン 

分裂病の診断のために 通常必要とされるのは、 上記の (a) から (d) までにあ 

げられた中のいずれか 1 つに 属するもので、 少なくとも 1 つのきわめて 明らかな症状 

( 十分に明らかでなければ、 ふっ ぅ 2 つ 以上であ ること ) 、 あ るいは (e) から 

(h) にあ げられた中から 少なくとも 2 つ からなる症状が 、 ェ ；月以上の期間、 ほ 

とんどいつも 明らかに存在して い なければならない。 以上のような 症状面での必要 

条件は満たすが、 ( 治療の有無とは 関係なく ) 持続期間が 1 力 月に達していないも 

のは、 まず急性分裂病棟精神病体障害 (F23.2) と診断しておき、 さらに症状が 長 

く続くなら ぱ 分裂病と再分類すべきであ る。 上記の症状 (i) は単純型分裂病 拒 2 

0 ． 6) の診断にだけ 該当させ、 少くとも 1 年間の持続が 必要であ る。 

仕事や社会的活動、 身なりと身体衛生に 対する関心の 喪失といった 症状や行動が 、 

全般性不安、 軽度の抑 う つおよび物事へのとらわれなどとともに 認められる前駆 期 

が 、 精神病症状の 発現に数週または 数カ月先行していることが、 さかのぼって 明ら 

かにされる場合もあ る。 発病の時点を 決めることは 困難であ るので、 1 力 月間の持 
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続 という基準は、 上記の特定の 症状にだけ適用し、 いかなる非精神病的な 前駆 期 に 

はどのようなものであ っても適用しない。 

著しい 抑う つあ るいは 躁 症状があ り、 分裂病性の症状が 感情障害に先行したこと 

が 明らかでな い ような場合は、 分裂病と診断すべきでない。 分裂病症状と 感情障害 

の症状の両方が 同時に進展し、 いずれが優勢とも い え な 目ならば、 たとえ分裂病症 

伏 それ自体が分裂病の 診断に妥当するものであ っても、 分裂感情障害 (F25.-) と診 

断すべきであ る。 明らかな 脳 疾患が存在したり、 薬物中毒あ るいは薬物からの 離脱 

状態にあ る場合も、 分裂病と診断すべきではない。 
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F32  うつ病エピソード Depressive Episode 

以下に記述される 3 種類すべての 典型的な 抑うつ のエピソード ( 軽症 鰻 32,0) 、 

中等 症 (F32. lL 、 および重症 (F32.2 と F32.3)) では、 患者は通常、 抑 うつ 気分、 

興味と喜びの 喪失、 および活力の 減退による易疲労感の 増大や活動性の 減少に悩ま 

される。 わずかに頑張ったあ とでも、 ひどく疲労を 感じることがふつうであ る。 他 

の一般的な症状には 以下のものがあ る。 

(a) 集中力と注意力の 減退。 

(b) 自己評価と自信の 低下。 

(c) 罪責感と無価値観 ( 軽症エピソードであ ってもみられる ) 。 

(d) 将来に対する 希望のな い 悲観的な見方。 

(e) 自傷あ るいは自殺の 観念や行為。 

(f) 睡眠障害。 

(9) 食欲不振。 

気分の落込みは 日による変化が 少なく、 しばしば環境に 対しても無反応であ るが、 

しかし、 日がたっに つ れて特有な日内変動を 示すことがあ る。 躁病エピソード と同 

じよう に、 臨床 像 には明らかな 個人差があ り、 とくに思春期には 非定型的な症状を 

示すことがふつ ぅ であ る。 症例によっては、 時に不安、 苦悩および精神運動性の 激 

越が抑う つ症状よりも 優勢であ ったり、 易 刺激性、 過度の飲酒、 演技的行動、 そし 

て以前から存在していた 恐怖症や強迫症状の 増悪、 あ るいは心気症的とらわれなど 

の症状が加わることによって、 気分の変化が 隠されたりすることがあ る。 うつ病 エ 

ピソードは、 重症度の如何に 関係なく、 ふっ ぅ 少なくとも 2 週間の持続が 診断に必 

要とされるが、 もし症状がきわめて 重症で急激な 発症であ れば、 より短い期間であ 

ってもかまわない。 

上記症状のいくつかが 際立っていたり、 特別に臨床的な 意義があ ると広く認めら 

れている特徴的な 症状を現すようになることがあ る。 このような「身体性」症状の 

最も典型的な 例は 、 次のものであ る。 ふっ ぅ は楽しいと感じる 活動に喜びや 興味を 

失 う こと。 ふつ ぅ は楽しむことができる 状況や出来事に 対して情動的な 反応性を欠 

くこと。 朝の目覚めがふだれより 2 時間以上早いこと。 午前中に抑 うつ が強いこと。 

明らかな精神運動制止あ るいは焦燥が 客観的に認められること ( 他人から気づかれ 

たり報告されたりすること ) 。 明らかな食欲の 減退。 体重減少 ( 過去 1 ；月間で 5 

% 以上と定義されていることが 多 い ) 。 明らかな性欲の 減退。 通常、 この身体性症 

候群は、 これらの症状のうち おょそ 4 項目が明らかに 認められた場合、 存在すると 

みなされる。 

以下に詳しく 記述される軽症うつ 病エピソード 田 32.0) 、 中等 症 うつ病 ェピソ 
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一ド (F32.1) および重症うつ 病エピソード (F32.2 と F32.3) のカテゴリーは、 単 

一 ( 初回 ) のうつ病エピソードにのみ 用いるべきであ る。 その他のうつ 病エピソード 

は、 反復性うつ病性障害 (F33.-) の 亜 型の 1 つに分類すべきであ る。 

これらの重症度は、 さまざまな形の 精神科的実践において 遭遇する広範囲な 状態 

に及ぶよ う に特定されている。 軽症うつ病エピソードの 患者はプライマリーケア や 

一般診療科で 多くみられ、 一方精神科入院施設では 主に重症な患者が 扱われる。 
土 ":"@" 気分 ( 感情 ) 障害に結びついた 自傷行為は、 たいていは処方された 薬物に 

よる服薬自殺企図であ るが、 lCD 一 l0 の 策 XX 章 (X60 一 X84) における付加コード 

を 利用して記載すべきであ る。 これらのコードは、 自殺企図と「偽装自殺 (Parasui 

cide) 」との区別を 含んでいない。 というのは、 それら自傷という 一般的なカテゴ 

リ 一の中に含まれているからであ る。 

軽症、 中等 症 、 重症うつ病のエピソードの 区別は、 現在の症状の 数とタイプおよ 

び重症度を含む 複合的な臨床判断に 基づく。 日常の社会的、 職業的な活動の 幅は 、 

しばしばエピソードがどのくらいの 重症度であ るかを知るために 有用な一般的指標 

となる。 しかし、 個人的、 社会的、 文化的な影響により、 症状の重症度と 社会的 活 

動 とは必ずしも 並行しない。 その ょう な影響はふつ う にみられ、 かつ強力なので、 

社会的活動を 重症度の必須基準に 含めることは 賢明ではない。 

痴呆 田 00 一 F03) あ るいは精神遅滞 (F70 一 F79) があ っても、 治療可能な うつ 

病 エピソードの 診断は除覚されないが、 言語的交流が 困難であ るから、 精神運動制 

止、 食欲と体重の 減少、 睡眠障害などの 客観的に観察できる 身体性症状に、 より 多 

く 頼ることが必要になってくる。 

( 含 )  以下の単一エピソード : 抑う つ反応、 大うつ病 ( 精神病症状をともなれ 

ない ) 、 心因性うつ病あ るいは反応性うつ 病 色 32.0 ， F32.1, あ るいはⅠ 

32.2) 
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F43 重度ストレス 反応および適応障害 Reac Ⅱ on to Severe Stress, and Adjust 

ment  Dlsorders 

このカテゴリーは、 症候学と経過を 根拠に同定 しぅ るだけでなく、 急性ストレス 

反応を引き起こすストレスの 非常に多い生活上の 出来事、 あ るいは適応障害にいた 

る持続的な不， 決な 境遇をもたらす 著しい生活変化、 という 2 つの原因となる 影響の 

どちらかを根拠にしても 同定できる障害を 含む点で、 他のカテゴリーから 区別され 

る。 あ まり強くない 心理社会的ストレス ( 「生活上の出来事」 ) は、 本書の他のどこ 

かに分類されている 非常に広汎な 障害の発症を 促進したり、 発現の一因となるかも 

しれない。 しかしストレスの 病因としての 重要性は必ずしも 明らかではなく、 個々 

の症例をみれば、 しばしば特異体質的な 脆弱性に依存していることがわかるだろう。 

いい かえるなら ぱ 、 ストレスは障害の 発症と形態を 説明するのに 必要でもなければ 

十分でもない。 それとは対照的に、 このカテゴリ 一に集められた 障害は、 急性の ス 

トレスあ るいは持続的な 外傷の直接的結果として 常に生じると 考えられるものであ 

る。 ストレスの多い 出来事あ るいは持続する 不快な境遇は 一次的かつ決定的な 因果 

的要因であ り、 その衝撃なしには 障害は起こらなかっただろうと 考えられるもので 

あ る。 小児期、 青年期を含むあ らゆる年齢層でみられる 重度ストレス 反応と適応障 

害が、 このカテゴリ 一に含まれる。 

急性ストレス 反応と適応反応を 構成する個別 白 りな症状のそれぞれは 他の障害でも 

認めうるが、 症状の発現の 仕方には、 いくつかの固有の 特徴がこれらの 状態を臨床 

的な単位として 包括することを 正当化している。 この節の三番目の 状態 一 外傷後 ス 

トレス性障害 一は 、 比較的特異的かつ 特徴的な臨床的 病 像を示す。 

したがってこれらの 障害は、 重度のあ るいは持続的なストレスに 対する不適応反 

応とみなすことができるもので、 そのさ い 適切な対処機制を 妨げるために、 社会的 

機能上の間 題 が生じる。 

ストレス反応あ るいは適応障害の 発症と時間的に 密接な関連があ る、 処方薬物の 

大量服用に代表される 自傷行為は、 @D 一 l0 ・ 第 XX 章のィ寸前コードによって 記録 

すべきであ る。 これらのコードは 自殺 か 「偽装自殺」かの 鑑別を必要とせず、 いず 

れも自傷という 一般的な ヵ テゴリ一に含まれる。 
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F43.0  急性ストレス 反応 Acute  stress  reaction 

他に明らかな 精神障害を認めない 個人において、 例外的に強い 身体的およびⅠま 

たは精神的ストレスに 反応して発現し、 通常数時間か 数日以内でおさまる 著しく 重 

篤な 一過性の障害であ る。 ストレスの原因は、 患者あ るいは愛する 人 ( びと ) の安 

全あ るいは身体的健康に 対する重大な 脅威 ( たとえば自然災害、 事故、 戦闘、 暴行、 

強姦 ) を含む圧倒的な 外傷体験であ る場合もあ り、 肉親との死別が 重なること、 あ 

るいは自宅の 火災のような、 患者の社会的立場や 人間関係の非常に 突然かっ脅威的 

な変化であ る場合もあ る。 身体的消耗あ るいは 器 質的要因 ( たとえば老齢 ) があ る 

と 、 この障害を起こす 危険が高まる。 

個人の脆弱性と 対処能力が急性ストレス 反応の発生と 重篤度に関連しており、 非 

常に強 い ストレスにさらされたすべての 人 びとがこの障害を 起こすわけではないと 

いう事実によって、 それが立証される。 症状は著しい 変異を示すが、 典型的な例で 

は意識 野 のあ る種の狭窄と 注意の狭小化、 刺激を理解することができないこと、 お 

よび矢見当識をともなった、 「眩惑 (daze) 」 という初期状態を 含んでいる。 この 

状態のあ とに、 周囲の状況からのひきこもりの 増強 ( 解離性昏迷にまでいたる 一日 4 

4.2 参照 ) 。 あ るいは激越 と過 活動 ( 逃避反応あ るいは遁走 ) が続くことがあ る。 パ 

ニソク 不安の自律神経徴候 ( 頻脈、 発汗、 紅潮 ) が認められるのがふつ ぅ であ る。 

症状は通常、 ストレスの強い 刺激や出来事の 衝撃から数分以内に 出現し、 2, 3 日 

以内 ( しばし ぱ 数時間以内 ) に消失する。 そのエピソードの 部分的あ るいは完全な 

健忘 下 44.0 を参照 ) を認めることがあ る。 

診断ガイドライン 

例外的に強いストレス 因の衝撃と発症との 間に、 即座で明らかな 時間的関連がな 

ければならない。 発症は通常、 直後ではないにしても、 数分以内であ る。 それに 加 

え 、 症状は、 

(a) 混合した、 通常変動する 病 像を呈する。 初期「眩惑」状態に 加えて、 抑 うつ、 

不安、 激怒、 絶望、 過活動、 およびひきこもりのすべてがみられることはあ る 

が、 1 つ 0 タイプの症状が 長い間優勢であ ることはない。 

(b) ストレスの多い 環境からの撤退が 可能な場合、 急速に ( せいぜい数時間以内 

で ) 消失する。 ストレスが持続するか、 その性質上取り 消すことができない 場 

合、 症状は通常 24 一 48 時間後に軽減し 始め、 通常約 3 日後に最小限となる。 

この診断は、 F60.- U 人格障害 ) を除くどれか 他の精神科的障害の 診断基準を満た 

す 症状をすでに 示している個人において、 症状の突然の 増悪に当てはめるために 用 

いてはならない。 しかしながら、 精神科的障害の 既往があ っても、 この診断の使用 

は許される。 

( 含 ) 急性危機反応、 戦闘疲労、 危機状態、 精神的ショック 
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F43.1  外傷後ストレス 障害 Post 一 traumatic  stress  disorder 

ほとんど誰にでも 大きな苦悩を 引き起こすような、 例外的に著しく 脅威的な、 あ 

るいは破局的な 性質をもった、 ストレスの多い 出来事あ るいは状況 ( 短期間もしく 

は 長期間に持続するもの ) に対する遅延したが ょ びⅠまたは遷延した 反応として生 

ずる ( す な む ち、 自然災害または 人工災害、 激しい事故、 他人の変死の 目撃、 あ る 

いは拷問、 テロリズム、 強姦あ るいは他の犯罪の 犠牲になること ) 。 人格傾向 ( す 

なわち強迫的、 無力的 ) や神経症の既往などの 素因は、 症状の発展に 対する閾値を 

低くするか、 あ るいは経過を 悪化させるものかもしれないが、 その発症を説明する 

のに必要でもなければ 十分でもない。 

典型的な諸症状には、 あ る種の「無感覚」と 情動鈍化、 他人からの離脱、 周囲へ 

の 鈍感さ、 アン ヘ ドニア、 外傷を想起させる 活動や状況の 回避が持続し、 そのよう 

な背景があ るにもかかわらず 生ずる侵入的回想 ( フラッシュバック ) あ るいは夢の 

中で、 反復して外傷を 再体験するエピソードが 含まれる。 一般に、 患者にもとの 外 

傷を思い起こさせる 手がかりとなるものへの 恐れや回避があ る。 まれには、 外傷あ 

るいはそれに 対するもとの 反応を突然想起させるおよびⅠまたは 再現させる刺激に 

誘発されて、 恐怖、 パニックあ るいは攻撃性が 劇的で、 急激に生じることがあ る。 

通常、 過剰な覚醒をともな う 自律神経の過覚醒状態、 強い 驚樗 反応、 および不眠が 

認められる。 不安と 抑う つは通常、 上記の症状および 徴候にともない、 自殺念慮も 

まれではない。 アルコールあ るいは薬物の 過度の服用が 合併する要因となることが 

あ る。 

外傷後、 数週から数カ 月にわたる潜伏期間 ( しかし 6 ヵ月を越えることはまれ ) 

を 経て発症する。 経過は動揺するが、 多数の症例で 回復が期待できる。 一部の患者 

では、 状態が多年にわたり 慢性の経過を 示し、 持続的人格変化へ 移行することがあ 

る (F62.0 を参照 ) 。 

診断ガイドライン 

例外的に強い 外傷的出来事から 6 ヵ月以内に起きたという 証拠がなければ、 一般 

にはこの診断をくだすべきではない。 臨床症状が典型的であ り、 他に い かなる障害 

( たとえば不安、 強迫性障害、 あ るいはうつ病 ェピ ノード ) も同定できなければ、 

出来事から発症までの 遅れが 6 ヵ月以上であ っても、 いぜんとして「推定」診断は 

可能であ ろう。 外傷の証拠に 加え、 回想、 白日夢、 あ るいは夢における 出来事の反 

復的、 侵入的な回想あ るいは再現がなければならない。 顕著な情動的分離、 感情の 

鈍化、 および外傷の 回想を呼び起こすような 刺激の回避がし ぱ しば認められるが、 

診断にとって 本質的ではない。 自律神経障害、 気分障害、 および行動異常はすべて 

診断の一助となるが、 根本的な重要性はない。 

破滅日リストレスの 遅発性で， 漫 ， 陸 的な結果、 すな む ちストレスの 多い体験から 数十 
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都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 

心理的負荷による 精神障害等に 係る業務上外の 判断指針について 

心理的負荷による 精神障害等に 係る労災請求事案については、 最近増加傾向にあ 

ることから、 その迅速、 適正な業務上外の 認定を図るため、 平成 1 0 年 2 月から「 精 

神 障害等の労災認定に 係る専門検討会」において 検討してきたところであ るが、 今 

般、 検討結果報告書が 取りまとめられ、 これに基づき 別添の判断指針を 策定したの 

で、 今後の取扱いに 適正を朝されたい。 
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第 1  基本的考え方について 

心理的負荷による 精神障害の業務上外の 判断に当たっては、 精神障害の発病 

の 有無、 発病の時期及び 疾患名を明らかにすることはもとより、 当該精神障害 

の 発病に関与したと 認められる業務に よ る心理的負荷の 強度の評価が 重要であ 

る 。 その際、 労働者災害補償保険制度の 性格上、 本人がその心理的負荷の 原因 

となった出来事をどのように 受け止めたかではなく、 多くの人々が 一般的には 

ど う 受け止めるかという 客観的な基準によって 評価する必要があ る。 

また、 業務以外の心理的負荷についても 同様に評価する 必要があ る。 

さらに、 個体側要因についても 評価されなければならない。 精神障害の既往 

歴 が認められる 場合や、 生活史 ( 社会適応状況 ) 、 アルコール等依存状況、 性格 

傾向等に特に 問題が認められる 場合は、 個体側要因 ( 心理面の反応性、 脆弱ャ生 ) 

が 大きいとされている。 

以上のことから、 労災請求事案の 処理に当たっては、 まず、 精神障害の発病 

の 有無等を明らかにした 上で、 業務による心理的負荷、 業務以外の心理的負荷 

及び個体側要因の 各事項について 具体的に検討し、 それらと当該労働者に 発病 

した精神障害との 関連性について 総合的に判断する 必要があ る。 

第 2  対象疾病について 

本 判断指針で対象とする 疾病 ( 以下「対象疾病」という。 ) は、 原則として 国 

際 疾病分類第 1 0 回修正 ( 以下「 I CD 一ェ 0 」という。 ) 第 V 章 「精神および 

行動の障害」に 分類される精神障害とする。 

なお、 い わゆる心身症は、 本 判断指針における 精神障害には 含まれない。 

第 3  判断要件について 

次の (1) 、 (2) 及び (3) の要件のいずれをも 満たす精神障害は、 労働基準法施 

行規則別表第 1 の 2 第 9 号に該当する 疾病として取り 扱う。 

(1) 対象疾病に該当する 精神障害を発病していること。 

(2)  対象疾病の発病双おおむね 6 か 月の間に、 客観的に当該精神障害を 発病 さ 

せるおそれのあ る業務に よ る強 い 心理的負荷が 認められること。 
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(3)  業務以外の心理的負荷及び 個体側要因により 当該精神障害を 発病したとは 

認められないこと。 

第 4  判断要件の運用について 

労災請求事案の 業務上外の判断は、 まず、 後記 1 により精神障害の 発病の有 

無 等を明らかにし、 次に後記 2 から 4 までの事項について 検討を加えた 上で、 

後記 5 に基づき行 う 。 

なお、 具体的な検討に 当たっては、 客観的な判断がなされる 必要があ ること 

から、 複数の専門家による 合議等によって 行う。 

1  精神障害の判断等 

(1) 精神障害の発病の 有無等の判断 

精神障害の発病の 有無、 発病時期及び 疾患名の判断に 当たっては、 T CD 

一丁 0 作成の専門家チームによる「臨床記述と 診断ガイドライン」 ( 以下「 1 

CD 一 丁 0 診断ガイドライン」という。 ) に基づき、 治療経過等の 関係資料、 

家族、 友人、 職場の上司、 同僚、 部下等 ( 以下「関係者」という。 ) からの 聴 

取 内容、 産業医の意見、 業務の実態を 示す資料、 その他の情報から 得られた 

事実関係により 才子 う 。 

なお、 精神障害の治療歴の 無い事案については、 関係者からの 聴取内容等 

を偏りなく検討し、 I CD 一 l 0 診断ガイドラインに 示されている 診断基準 

を 満たす事実が 認められる場合、 あ るいはその事実が 十分に確認できなくて 

も種々の状況から 診断項目に該当すると 合理的に推定される 場合には、 当該 

疾患名の精神障害が 発病したものとして 取り扱う。 

(2)  業務との関連で 発病する可能性のあ る精神障害 

対象疾病のうち 主として業務に 関連して発病する 可能性のあ る精神障害は、 

参考に示した I CD 一 l O の F0 から F4 に分類される 精神障害であ る。 

なお、 このうち FQ 及び F l に分類される 精神障害については、 既に示さ 

れた他の認定基準等により、 頭部外傷、 脳血管障害、 中枢神経変性疾患等 器 

質性脳 疾患の業務起因性を 判断した上で、 その併発疾病等として 認められる 

か 否かを個別に 判断する。 

2  業務による心理的負荷の 強度の評価 

業務による心理的負荷の 強度の評価に 当たっては、 当該心理的負荷の 原因と 

一 211 一 



なった出来事及びその 出来事に伴 う変 7% 等について総合的に 検討する必要があ 

る。 そのため、 別表 f 「職場における 心理的負荷評価表」 ( 以下「別表 1 」とい 

ぅ 。 ) を 指標として用いることとする。 

別表 1 は、 出来事及びその 出来事に伴 う 変化等をより 具体的かつ客観的に 検 

訂 するため、 

① 当該精神障害の 発病に関与したと 認められる出来事が、 一般的にはどの 程 

度の強さの心理的負荷と 受け止められるかを 判断する「 (1) 平均的な心理的負 

荷の強度」の 欄 

② 出来事の個別の 状況を勘 酌し 、 その出来事の 内容等に即して 心理的負荷の 

強度を修正するための「 (2) 心理的負荷の 強度を修正する 視点」の 欄 

③ 出来事に伴 う 変化等はその 後どの程度持続、 拡大あ るいは改善したかにつ 

いて評価するための「 (3) 出来事に伴 う 変化等を検討する 視点」の 欄 

から構成されている。 

業務による心理的負荷の 強度の評価は、 まず①及び②により 当該精神障害の 

発病に関与したと 認められる出来事の 強度が「 1 」、 「Ⅱ」、 「Ⅲ」のいずれに 該 

当するかを評価する。 

なお、 この心理的負荷の 強度「 1 」は日常的に 経験する心理的負荷で 一般的 

に問題とならない 程度の心理的負荷、 心理的負荷の 強度「Ⅲ」は 人生の中でま 

れに経験することもあ る強い心理的負荷、 心理的負荷の 強度「Ⅱ」はその 中間 

に位置する心理的負荷であ る。 

次に 、 ③によりその 出来事に伴う 変化等に係る 心理的負荷がどの 程度過重で 

あ ったかを評価する。 その上で出来事の 心理的負荷の 強度及びその 出来事に伴 

ぅ 変化等に係る 心理的負荷の 過重性を併せて 総合評価 ( 「 弱 」、 「 中 」、 「 強 」 ) す 

ることとするが、 具体的には以下の 手順に ょ 9 行 う 。 

なお、 上記②及び③を 検討するに当たっては、 本人がその出来事及び 出来事 

に伴 う 変化等を主観的にど う 受け止めたかではなく、 同種の労働者が、 一般的 

に ど う 受け止めるかという 観点から検討されなければならない。 ここで「同種 

の労働者」とは 職種、 職場における 立場や経験等が 類似する者を いう 。 

(1)  出来事の心理的負荷の 評価 

精神障害発病双おおむね 6 か 月の間に、 当該精神障害の 発病に関与したと 
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考えられる業務によるどのような 出来事があ ったのか、 その出来事の 心理的 

負荷の強度はどの 程度と評価できるかについて、 次の イ 及び ロ の手順により 

検討を行 う 。 

イ 出来事の平均的な 心理的負荷の 強度の評価 

別表Ⅰの「出来事の 類型」に示した「具体的出来事」は、 職場において 

通常起こり得る 多種多様な出来事を 一般化したものであ る。 そのため、 労 

災請求事案ごとに、 発病双おおむね 6 か 月の間に、 当該精神障害の 発病に 

関与したと考えられる 業務による出来事としてどのような 出来事があ った 

のかを具体的に 把握し、 その出来事が 別表 1 の (1) の欄のどの「具体的出来 

事 」に該当するかを 判断して平均的な 心理的負荷の 強度を「 1 」、 「Ⅱ」、 「Ⅲ」 

のいずれかに 評価する。 なお、 「具体的出来事」に 合致しない場合には、 ど 

の 「具体的出来事」に 近 い かを類推して 評価する。 

ロ 出来事の平均的な 心理的負荷の 強度の修正 

出来事の平均的な 心理的負荷の 強度は、 別表 1 の (1) の欄により評価する 

が 、 その出来事の 内容等によってはその 強度を修正する 必要が生じる。 そ 

のため、 出来事の具体的内容、 その他の状況等を 把握した上で、 別表 1 の (2) 

に 掲げる視点に 基づいて、 上記 イ により評価した「 1 」、 「Ⅱ」、 「Ⅲ」の 位 

置付けを修正する 必要はないかを 検討する。 

なお、 出来事の発生以双から 続く恒常的な 長時間労働、 例えば所定労働 

時間が午前 8 時から午後 5 時までの労働者が、 深夜時間帯に 及ぶような長 

時間の時間外労働を 度々行っているような 状態等が認められる 場合には、 

それ自体で、 別表 1 の (2) の欄による心理的負荷の 強度を修正する。 

(2)  出来事に伴 う 変化等による 心理的負荷の 評価 

その出来事に 伴 う 変化等に係る 心理的負荷がどの 程度過重であ ったかを 評 

価するため、 出来事に伴う 変化として別表 10(3) の欄の各項目に 基づき、 出 

来 事に伴 う 変化等はその 後どの程度持続、 拡大あ るいは改善したかについて 

検討する。 具体的には次の イ からへに基づき、 出来事に伴 う 変化等による 心 

理的負荷の評価に 当たり考慮すべき 点があ るか否か検討する。 

イ 仕事の量 ( 労働時間等 ) の変化 

恒常的な長時間労働は 精神障害の準備状態を 形成する要因となる 可能， 性 
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が 高いとされていることから、 上記 (1) の ロ に示した恒常的な 長時間労働 

が認められる 場合には十分に 考慮する。 

なお、 仕事の量の変化は 基本的には労働時間の 長さ等の変化によって 判 

断 するが、 仕事の密度等の 変化が過大なものについても 考慮する。 

ロ 仕事の質の変化 

職種の変更、 仕事の内容の 大きな変化、 一般的に求められる 適応能力を 

超えた要求等その 変化が通常予測される 変化と比べて 過大であ ると認めら 

れるものについて 考慮する。 

ハ 仕事の責任の 変化 

事業場内で通常行われる 昇進に伴 う 責任の変化等通常の 責任の増大を 大 

きく超える責任の 増大について 考慮する。 

二 仕事の裁量性の 欠如 

単調で孤独な 繰り返し作業等仕事の 遂行についての 裁量性が極端に 欠如 

すると考えられる 場合について 考慮する。 

ホ 職場の物的、 人的環境の変化 

騒音、 暑熱等物理的負荷要因等の 多くが、 その身体的作用のみでなく、 

同時に不快感を 起こし、 心理的刺激作用として 働き、 精神疲労を引き 起こ 

すことがあ るとされているので、 これらが著しい 場合について 考慮する。 

職場における 人間関係から 生じるトラブル 等通常の心理的負荷を 大きく 

超えるものについて 考慮する。 

へ 支援・協力等の 有無 

事業場が講じた 支援、 協力等は、 心理的負荷を 緩和させる上で 重要な役 

割を果たすとされているので、 出来事に対処するため、 仕事のやり方の 見 

直し改善、 応援体制の確立、 責任の分散等上司、 同僚等による 必要な支援、 

協力がなされていたか 等について検討し、 これらが十分でない 場合に考慮 

する。 

(3) 業務による心理的負荷の 強度の総合評価 

業務による心理的負荷の 強度の総合評価は、 前記 (1) 及び (2) の手順によっ 

て 評価した心理的負荷の 強度の総体が、 客観的に当該精神障害を 発病させる 

おそれのあ る程度の心理的負荷と 認められるか 否かほついて 行 う 。 
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なお、 「客観的に精神障害を 発病させるおそれのあ る程度の心理的負荷」と 

は、 別表 1 の総合評価が「 強 」と認められる 程度の心理的負荷とする。 ここ 

で 「 強 」と認められる 心理的負荷とは 次の場合をい う 。 

① 別表 1 の (2) の欄に基づき 修正された心理的負荷の 強度が「Ⅲ」と 評価さ 

ね 、 かっ、 別表 1 の (3) の欄による評価が 相当程度過重であ ると認められる 

とき ( 「相当程度過重」とは、 別表 1 の (3) の欄の各々の 項目に基づき、 多 

方面から検討して、 同種の労働者と 比較して業務内容が 困難で、 業務量も 

過大であ る等が認められる 状態をい う 。 ) 。 

② 別表 1 の (2) の欄により修正された 心理的負荷の 強度が「 D 」と評価され、 

か つ 、 別表 1 の (3U の欄による評価が 特に過重であ ると認められるとき ( 「 特 

に 過重」 とは、 別表 1 の (3) の欄の各々の 項目に基づき、 多方面から検討 

して、 同種の労働者と 比較して業務内容が 困難であ り、 恒常的な長時間 労 

働が 認められ、 かっ、 過大な責任の 発生、 支援・協力の 欠如等特に困難な 

状況が認められる 状態をい う 。 ) 。 

(4)  特別な出来事等の 総合評価 

業務による心理的負荷の 強度は、 基本的には上記 (3) により総合評価され 

るが、 次の イ、 ロ 及び ハ の事実が認められる 場合にほ、 上記 (3) にかかわらず 

総合評価を「 強 」とすることができる。 

イ 心理的負荷が 極度のもの 

別表 10(2) の欄に基づき 修正された心理的負荷の 強度が「Ⅲ」と 評価さ 

れる出来事のうち、 生死に関わる 事故への遭遇等心理的負荷が 極度のもの 

口 業務上の傷病により 6 か 月を超えて療養申の 者に発病した 精神障害 

業務上の傷病によりおおむね 6 か 月を超える期間にわたって 療養中の者 

に 発病した精神障害については、 病状が急変し 極度の苦痛を 伴った場合な 

ど上記 イに 準ずる程度のものと 認められるもの 

ハ 極度の長時間労働 

極度の長時間労働、 例えば数週間にわたり 生理的に必要な 最小限度の睡 

眠時間を確保できないほどの 長時間労働により、 心身の極度の 疲弊、 消耗 

を 来し、 それ自体がうつ 病等の発病原因となるおそれのあ るもの 

3  業務以外の心理的負荷の 強度の評価 
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業務以外の心理的負荷の 強度は、 発病双おおむね 6 か 月の間に起きた 客観的 

に一定の心理的負荷を 引き起こすと 考えられる出来事について、 別表 2 「職場 

以外の心理的負荷評価表」 ( 以下「別表 2 」という。 ) により評価する。 

別表 2 に示した出来事は、 業務以外の日常生活において 通常起こり得る 多種 

多様の出来事を 一般化したものであ るので、 個々の事案ごとに 各々の出来事が 

どの「具体的出来事」に 該当するかを 判断して心理的負荷の 強度を評価する。 

また、 「具体的出来事」に 合致しない場合は、 どの「具体的出来事」に 近いかを 

類推して評価する。 

なお、 別表 2 においても別表 1 と同様、 出来事の具体的内容等を 勘案の上 、 

その平均的な 心理的負荷の 強度を変更し 得るものであ る。 別表 2 で示した心理 

的負荷の強度「 1 」、 「 D 」、 「Ⅲ」は、 別表 1 で示したものと 同程度の強度のも 

のであ る。 

収集された資料により、 別表 2 に示された心理的負荷の 強度が「Ⅲ」に 該当 

する出来事が 認められる場合には、 その具体的内容を 関係者からできるだけ 調 

査し、 その出来事に よ る心理的負荷が 客観的に精神障害を 発病させるおそれの 

あ る程度のものと 認、 められるか否かほついて 検討する。 

4  個体側要因の 検討 

次の (1) から (4) に示す事項に 個体側要因として 考慮すべき点が 認められる場 

合は、 それらが客観的に 精神障害を発病させるおそれのあ る程度のものと 認め 

られるか否かほついて 検討する。 

(1) 既往 歴 

精神障害の既往 歴 が認められる 場合には、 個体側要因として 考慮する。 ま 

た 、 治療のための 医薬品に よ る副作用についても 考慮する。 

(2)  生活史 ( 社会適応状況 ) 

過去の学校生活、 職業生活、 家庭生活等における 適応に困難が 認められる 

場合には、 個体側要因として 考慮する。 

(3)  アルコール等依存状況 

アルコール依存症とは 診断できないまでも、 軽いアルコール 依存傾向でも 

身体的に不眠、 食欲低下、 自律神経症状が 出たり、 逃避的、 自棄的衝動から 

自殺行動に至ることもあ るとされているので、 個体側要因として 考慮する。 
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過度の賭博の 嗜好等破滅的行動傾向も 同様に考慮する。 

(4) 性格傾向 

性格特徴上偏りがあ ると認められる 場合には、 個体側要因として 考慮する。 

ただし、 それまでの生活史を 通じて社会適応状況に 特別の問題がなければ、 

個体側要因として 考慮する必要はない。 

5  業務上外の判断に 当たっての考え 方 

精神障害は、 業務による心理的負荷、 業務以外の心理的負荷及び 個体側要因 

が 複雑に関連して 発病するとされていることから、 前記 1 により精神障害の 発 

病が明らかになった 場合には、 前記 2 、 3 及び 4 の各事項について 各々検討し、 

その上でこれらと 当該精神障害の 発病との関係について 総合判断する。 具体的 

には、 次の場合に分けて 判断する。 

(1) 業務以外の心理的負荷、 個体側要因が 特段認められない 場合 

調査の結果、 業務による心理的負荷以外には 特段の心理的負荷、 個体側要 

因が認められない 場合で、 前記 2 による検討において 別表 1 の総合評価が 

「 強 」と認められるときには、 業務起因性があ ると判断して 差し支えない。 

(2) 業務以外の心理的負荷、 個体側要因が 認められる場合 

調査の結果、 業務による心理的負荷以外に 特段の心理的負荷、 個体側要因 

が 認められる場合には、 前記 2 による検討において 別表 1 の総合評価が「 強 」 

と 認、 められる場合であ っても、 前記 3 、 4 の検討結果を 併せて総合評価し、 

第 3 の (2) 及び (3) の要件のいずれをも 満たすか否かほついて 判断する。 

なお、 業務による心理的負荷以外に 特段の心理的負荷、 個体側要因が 認め 

られる場合の 判断の考え方は 、 次の イ 及び ロ のとおりであ る。 

イ 業務による心理的負荷と 業務以外の心理的負荷との 関係 

判断指針の別表 10 総合評価が「 強 」と認められる 場合であ って、 判断 

指針の別表 2 による心理的負荷の 強度が「Ⅲ」に 該当する出来事が 認めら 

れる場合には、 当該業務以外の 出来事の内容を 関係者からできるだけ 具体 

的に調査し、 業務による心理的負荷と 業務以外の心理的負荷の 関係につい 

て 検討を行 う 必要があ る。 この場合、 一般的には、 強度「Ⅲ」に 該当する 

業務以外の心理的負荷が 極端に大きかったり、 強度「 m 」に該当する 出来 

事が複数認められる 等業務以外の 心理的負荷が 精神障害発病の 有力な原因 
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となったと認められる 状況がなければ 業務起因性があ ると判断して 差し支 

えない。 

口 業務による， む理 的負荷と個体側要因との 関係 

判断指針の別表 1 の総合評価が「 強 」と認められる 場合であ って、 個体 

側要因に問題が 認められる場合には、 上記 イ の場合と同様、 業務による 心 

理 的負荷と個体側要因の 関係について 検討を行う必要があ る。 この場合、 

一般的には、 精神障害の既往歴や 生活史、 アルコール等依存状況、 性格 傾 

向 に顕著な問題が 認められ、 その内容、 程度等から個体側要因が 精神障害 

発病の有力な 原因となったと 認められる状況がなければ 業務起因性があ る 

と判断して差し 支えない。 

6  調査に当たっての 留意事項 

調査は、 業務による心理的負荷の 内容、 程度のほか業務以覚の 心理的負荷の 

内容、 程度、 さらには個体側要因について 調査を要する。 その際、 調査の性格 

から、 プライバシ一に 触れざるを得ないこともあ り、 調査に当たってはその 保 

護に 十分配慮する 必要があ る。 

第 5  泊 ゆ等 

心理白 9 負荷による精神障害にあ っては、 その原因を取り 除き、 適切な療養を 

行えば全治する 場合が多い。 その際、 療養期間の目安を 一概に示すことは 困難 

であ るが、 業務による心理的負荷による 精神障害にあ っては、 精神医学上一般 

的には 6 か 月から 1 年程度の治療で 治 ゆする例が多いとされている。 

また、 業務上の精神障害が 治 の した後再び精神障害が 発病した場合について 

は、 発病のたびにその 時点での業務に よ る心理的負荷、 業務以外の心理的負荷 

及び個体側要因を 各々検討し、 業務起因性を 判断することとする。 

第 6  自殺の取扱い 

1  精神障害による 自殺 

I Cn 一 l O の F0 から F4 に分類される 多くの精神障害では、 精神障害の 

病態としての 自殺念慮が出現する 蓋然性が高いと 医学的に認められることから、 

業務による心理的負荷によってこれらの 精神障害が発病したと 認められる者が 

自殺を図った 場合には、 精神障害によって 正常の認識、 行為選択能力が 著しく 

阻害され、 又は自殺行為を 思いとどまる 精神的な抑制力が 著しく阻害されて ぃ 
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る 状態で自殺が 行われたものと 推定し、 原則として業務起因性が 認められる。 

ただし、 上記の精神障害と 認められる事案であ っても、 発病後治療等が 行わ 

れ 相当期間経過した 後の自殺については、 治めぬ可能性やその 経過の中での 葉 

務 以外の様々な 心理的負荷要因の 発生の可能性があ り、 自殺が当該疾病の「 症 

状 」の結果と認められるかどうかは、 さらに療養の 経過、 業務以外の心理的負 

荷 要因の内容等を 総合して判断する 必要があ る。 

なお、 上記以外の精神障害にあ っては、 必ずしも一般的に 強い自殺念慮を 伴 

ぅ とまではいえないことから、 当該精神障害と 自殺の関連について 検討を行 う 

必要があ る。 

2  遺書等の取扱い 

遺書等の存在については、 それ自体で正常な 認識、 行為選択能力が 著しく 阻 

害されていなかったと 判断することは 必ずしも妥当ではなく、 遺書等の表現、 

内容、 作成時の状況等を 把握の上、 自殺に至る経緯に 係る一資料として 評価す 

るものであ る。 
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( 参考 ) 

I CD 一 l 0 第 V 章 「精神および 行動の障害」分類 

FO  症状性を含む 器質性 精神障害 

F l  精神作用物質使用に よ る精神および 行動の障害 

F 2  精神分裂病、 分裂病型障害および 妄想性障害 

F 3  気分 [ 感情 コ 障害 

F4  神経症性障害、 ストレス関連障害および 身体表現性障害 

F 5  生理的障害および 身体的要因に 関連した行動症候群 

F 6  成人の人格および 行動の障害 

F 7  知的障害 ( 精神遅滞 ) 

F 8  心理的発達の 障害 

F g  小児 く 児童 ノ期 および青年期に 通常発症する 行動および情緒の 障害、 

詳細不詳の精神障害 
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「総合評価」は、 (2) 及び (3) の 検討を踏まえた 心理的負荷の 総体が客観的にみて 精神障害を発病させるおそれのあ る程度の心理的負荷であ るか否かほついて 評価される。 



(Bl 」表 2) 
職場以外の心理的負荷評価表 

心理的負荷の 強度 

出来事の類型 具 体 的 出 来 事 
            Ⅱ i Ⅲ 

①自分の出来事 離婚又は夫婦が 別居した           夫 

自分が重い病気や ケガ をした又は流産した           昔   
自分が病気や ケガ をした           百             

夫婦のトラブル、 不和があ った 廿               
自分が妊娠した 昔             
定年退職した 昏           

②自分以外の 家族・ 配偶者や子供、 親又は兄弟が 死亡した           百   
親族の出来事 配偶者や子供が 重い病気や ケガ をした           昔   

親類の誰かで 世間的にまずいことをした 人が出た           昔   
親族とのつきあ いで困ったり、 辛い思いをしたことがあ った                 世                     
家族が婚約した 又はその話が 具体化した 寺             

子供の入試・ 進学があ った又は子供が 受験勉強を始めた 昏               
親子の不和、 子供の問題行動、 非行があ った 昏             
家族が増えた ( 子供が産まれた ) 又は減った ( 子供が独立して 家を離れた ) 昔             
配偶者が仕事を 始めた ス は辞めた 昔           

③金銭関係 多額の財産を 損失した又は 突然大きな支出があ った           安 

収入が減少した 百 
    

借金返済の遅れ、 困難があ った 昔   
住宅ローン又は 消費者ローンを 借りた 百             

  ④事件、 事故、 災害天災や火災などにあ った又は犯罪に 巻き込まれた 炎   
の 体験 

  

自宅に泥棒が 入った 女   
  交通事故を起こした           帝           
  

軽度の法律違反をした 女           

⑤住環境の変化 騒音等、 家の周囲の環境 ( 人間環境を含む ) が悪化した           百             
引越した           廿             
家屋や土地を 売買した又はその 具体的な計画が 持ち上がった 女               
家族以外の人 ( 知人、 下宿人など ) が一緒に住むようになった 寺             

⑥他人との人間関係友人、 先輩に裏 切られショックを 受けた           女           

親しい友人、 先輩が死亡した 帝   
失恋、 異性関係のもつれがあ った           帝             
隣近所とのトラブルがあ った 百 

( 注 ) 心理的負荷の 強度 1 から m は、 別表 1 と同程度であ る。 
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都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 

精神障害による 自殺の取扱いについて 

労働者災害補償保険法第 f 2 条の 2 の 2 第 1 項の「故意」については、 昭和 4 0 

年 7 月 3 1 日付 基 登第 9 0 1 号 「労働者災害補償保険法の 一部を改正する 法律の施 

行について」により、 結果の発生を 意図した故意であ ると解釈してきたところであ 

るが、 このことに関し、 精神障害を有するものが 自殺した場合の 取扱いほついては 

下記のとおりとするので、 今後遺漏のないよ う されたい。 

- 一 - 口 一 己 

業務上の精神障害によって、 正常の認識、 行為選択能力が 著しく阻害され、 又は 

自殺行為を思いとどまる 精神的な抑制力が 著しく阻害されている 状態で自殺が 行わ 

れたと認められる 場合には、 結果の発生を 意図した故意には 該当しない。 
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都道府県労働基準局労災主務課長 殿 

労働省労働基準局補償課長 

心理的負荷による 精神障害等に 係る業務上外の 判断指針の 

運用に関しての 留意点等について 

今般、 平成 1 1 年 9 月 1 4 日付け 基 登第 544 号「心理的負荷による 精神障害等 

に 係る業務上外の 判断指針について」 ( 以下「判断指針」という。 ) 及び 基 登第 5 4 

5 号「精神障害による 自殺の取扱いについて」が 通達されたところであ るが、 その 

具体的運用に 当たっては、 下記事項に留意されたい。 

なお、 昭和 5 9 年 2 月 1 4 日付け事務連絡第 5 号「反応性うつ 病等の心因性精神 

障害の取扱いについて」の 記の 2 を、 下記第 3 のとおり改める。 

おって、 判断指針のより 正確な理解のため、 精神障害等の 労災認定に係る 専門 検 

計 会報告書を活用するものとする。 

- 己 

第 1  基本的考え方等 

1  判断指針の考えの 背景 

判断指針の第 1 で、 業務による心理的負荷を 原因とする精神障害の 労災認定 

に当たっては、 業務による心理的負荷の 強度と業務以覚の 心理的負荷の 強度 及 

び 個体側要因を 評価し、 その上で総合判断するとの 考えを示したところであ る。 

精神障害は 、 様々な心理的負荷、 個体側要因等が 複雑に関わり 発病すると 考 

えられているが、 個体側の心理面の 反応性、 脆弱性は、 具体的な出来事を 経験 
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したときにどういう 反応を示したかによって 評価されることとなる。 その際、 

一般的に強いと 認められる心理的負荷を 受けて発病したと 判断される場合には 

個体側の心理面の 反応性、 脆弱性は問題にする 程度のものではなかったと 理解 

し、 逆に一般的に 弱いと認められる 心理的負荷を 受けて発病したと 判断される 

場合には、 個体側の心理面の 反応性、 脆弱性が大きかったと 推定するのが 合理 

的であ るとされている。 

したがって、 精神障害の業務上外を 判断するに当たっては、 心理的負荷の 強 

度の客観的評価が 重要であ り、 このため判断指針では、 その指標として 別表 1 

及び別表 2 の心理的負荷評価表を 示したところであ る。 この評価表は、 あ る 出 

来 事を経験したとき、 多くの人々が 一般的にはど う 受け止めるかについて 示し 

たものであ る。 

2  「 半 l 蜥 指針」の名称の 意味 

判断指針は、 従来労働者災害補償保険制度における 業務上外の認定を 行 う 際 

の基準として 使用している「認定基準」という 名称を用いていないが、 業務上 

外の認定に当たっては 同じ効果をもつものであ る。 通達において、 「 半 lJ 断 指針」 

の名称を用いたのは、 精神障害の発病は、 その特質から、 従来の認定基準のよ 

う に業務に関連する 認定要件を列挙し、 それに該当すれば 原則として業務上と 

判断できるものではなく、 業務要因のみならず 業務以外の要因 ( 業務以外の心 

理 的負荷及び個体側要因 ) を併せて総合的に 判断する必要があ ること、 判断 指 

針の別表 1 に代表されるよさに 判断の詳細な 手順を示したものであ ること等に 

よるものであ る。 

3  判断指針の主要なポイント 

今般、 判断指針の策定により、 幾 っかの点で考えを 整理した。 

第 1 は、 精神障害を心因性精神障害、 器質性 精神障害、 内因性精神障害に 区 

分し、 内因性精神障害については 補償の対象とはしないとの 従来の取扱いを 見 

直し、 対象とする疾病は、 原則として国際疾病分類 第 1 0 回修正 ( 以下「 I C 

D 一 l 0 」という。 ) 第 V 章 「精神および 行動の障害」に 分類される精神障害と 

したことであ る。 

第 2 は、 心理的負荷を 客観的に評価するため 心理的負荷評価表を 作成したこ 

とであ る。 心理的負荷は、 客観的に認識される 出来事によりこの 評価表を指標 
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として評価する。 

第 3 は、 出来事の評価期間は 精神障害発病双おおむね 6 か 月の間としたこと 

であ る。 

第 4 は、 個体側の心理面の 反応性、 脆弱性を評価する 上での検討項目を 明ら 

かにしたことであ る。 

第 5 は、 業務上外の判断に 当たって、 業務による心理的負荷、 業務以外の心 

理 的負荷及び個体側要因について 各々評価し、 これらを総合判断することとし 

たことであ る。 その際、 恒常的な長時間労働は 精神障害の準備状態を 形成する 

要因となる可能性が 高いとされていることから、 業務による心理的負荷の 評価 

に 当たっては十分考慮することとしたことであ る。 

第 6 は、 自殺の業務上外の 判断に当たっては、 従来の心神喪失要件を 見直し、 

うつ病等の気分 ( 感情 ) 障害や重度ストレス 反応等の精神障害では、 精神障害 

の病態として 自殺念慮が出現する 蓋然性が高いとされていることから、 業務に 

よる心理的負荷によってこれらの 精神障害が発病したと 認められる者が 自殺を 

図った場合には、 精神障害によって 正常な認識、 行為選択能力が 著しく阻害さ 

ね 、 あ るいは自殺行為を 思いとどまる 精ネ中的抑制力が 著しく阻害されている 状 

態に陥ったものと 推定し、 原則として業務起因性を 認めることとしたことであ 

る 。 

第 2  運用上の留意事項 

t  対象疾病等について 

(1)  対象疾病について 

判断指針の第 4 の 1 の (2) で「主として 業務との関連が 生ずる可能性のあ る 

精神障害」を I CD 一 l O の F0 から F4 までとしたのは、 F 5 から F g に 

ついては、 主として個人の 生育環境、 生活環境等に 基づくものと 考えられ、 

業務との関連で 発病することは 少ないとされていることに よ るものであ る。 

また、 判断指針の第 2 で「 い わゆる心身症は、 水指針における 精神障害に 

は含まれない」こととしたのは、 心身症の定義が 、 「その発病や 経過に心理、 

社会的因子が 密接に関与する 身体疾患を いう が、 神経症やうつ 病など他の精 

神障害を伴 う 身体疾患は除覚する。 」とされており、 判断指針はそれらの 精神 

障害の業務上外を 判断する目的で 作成したものであ るからであ る。 
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なお、 I CD 一 l O の F5 から Fg に分類される 精神障害及び 診断の困難 

な精神障害に 係る労災請求があ った場合は、 当該事案の取扱いについて 本省 

と 協議すること。 

(2) 精神障害の具体的検討体制について 

判断指針の第 4 で示した具体的検討に 当たっては「複数の 専門家による 合 

議 等によって行 う 」こととしたのは、 精神障害の診断等に 当たっては、 各専 

門家間において 意見を異にすることもまれではないこと、 特に自殺事案にあ 

っては精神科等の 治療 歴 がない場合が 多く、 その場合には 診断に必要な 医学 

的情報が少なく、 確定的な診断を 行 う ことが極めて 困難であ る事案が多いこ 

と 等から、 複数の専門家による 検討によって 判断の客観化を 期することとし 

たことによるものであ る。 

2  心理的負荷の 客観的評価 

(1) 別表 1 及び別表 2 について 

イ 別表 1 の構成 

判断指針で示された 別表 1 は、 業務による心理的負荷を 評価する場合に 

用いる。 別表 1 は 、 職場において 通常起こり得る 出来事を 、 ①事故や災害 

の 体験、 ②仕事の失敗、 過重な責任の 発生等、 ③仕事の量・ 質の変化、 ④ 

身分の変化等、 ⑤役割・地位等の 変化、 ⑥対人関係のトラブル、 の対人関 

係の変化の各類型に 分けて整理している。 

なお、 別表 1 には、 「の対人関係の 変化」のように 職場内で起きた 出来事 

ではあ るがおおむね 個人の問題とされる 場合もあ る出来事も含まれている 

ことから、 職場における 出来事であ っても、 その出来事の 内容、 経緯から 

みて、 業務による出来事といえるか 否か検討する 必要があ るものであ る。 

各出来事は、 「 1 」、 「Ⅱ」、 「Ⅲ」の区分のいずれかに 金印が付されている 

が、 これは各出来事の 平均的な心理的負荷の 強度であ る。 個々の労災請求 

事案においては、 この女印の位置を「 (2) 心理 白り 負荷の強度を 修正する視点」 

の欄に基づき 変更することができる。 

なお、 強度が「Ⅲ」に 位置付けられる 心理白 9 負荷であ っても、 その程度 

では一般的に 精神障害発病の 有力な原因となるものではなく、 出来事に伴 

ラ 変化等による 心理的負荷が 総合評価され、 「 強 」と認められて 初めて、 客 
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観 的にみて精神障害を 発病させるおそれのあ る程度の心理的負荷となるも 

のであ る。 

「 (3) 出来事に伴 う 変化等を検討する 視点」の欄は、 該当すると思われる 

項目について 検討することとする。 

ロ 別表 2 の構成 

別表 2 は、 業務以外の心理的負荷を 評価する場合に 用いられる。 別表 2 

は、 職場以外において 通常起こり得る 出来事を 、 ①自分の出来事、 ②自分 

以外の家族，親族の 出来事、 ③金銭関係、 ④事件、 事故、 災害の体験、 ⑤ 

住環境の変化、 ⑥他人との人間関係の 各類型に分けて 整理している。 

別表 2 は別表 1 と異なり、 「心理的負荷の 強度を修正する 視点」「出来事 

に 伴 う 変化等を検討する 視点」の欄がない。 その理由は、 職場以外の出来 

事は職場における 出来事以上に 多様であ り、 別表 1 のようにパターン 化す 

ることが困難であ るからであ る。 

(2)  類推適用のできない 出来事の協議 

別表 1 及び別表 2 に示した「具体的出来事」のいずれにも 類推適用できな 

い出来事の評価については、 本省と協議すること。 

(3)  出来事の評価期間 

判断指針の第 3 により精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の出来事を 評価 

対象としたが、 これは心理的負荷が 強く関係する 精神障害の場合においては、 

発病から遡れば 遡るほど出来事と 発病との関連性を 結びつけて理解するのが 

困難になるとされていること、 心理的負荷が 加えられた 後 遷延した反応とし 

て 生じる外傷後ストレス 障害の T CD 一丁 0 診断ガイドラインに、 「心的覚傷 

後、 数週から数 か 月にわたる潜伏期間 ( しかし 6 か 月を超えることはまれ ) 」 

とされていることによるものであ る。 

(4) 具体的出来事が 重複した場合の 取扱い 

本人の出来事が 別表 1 の (1) の欄に示した「具体的出来事」の 複数に該当す 

ると考えられる 場合には、 重複して評価することはせず、 心理的負荷強度が 

最も高い出来事を 代表して評価することとする。 例えば、 転勤に伴 い 仕事の 

内容、 ポスト、 職場の人間関係等も 当然に変化するが、 別表 1 に示した出来 

事はこのような 変化を包含するという 前提で作成しているので、 「転勤した」 
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という出来事のみを 評価する。 ただし、 転勤後、 上司との関係がうまくいか 

ず悩んでひたという 場合には、 「転勤をした」に 加えて「上司とのトラブル」 

を 別の出来事として 取り扱うものであ る。 

(5) 複数の出来事が 認められる場合の 取扱い 

発病双おおむね 6 か 月の間に、 当該精神障害の 発病に関与したと 考えられ 

る複数の出来事が 認められる場合には、 その各々の心理的負荷の 強度の総体 

が 「客観的に当該精神障害を 発病させるおそれのあ る程度の業務による 強い 

心理的負荷が 認められる」といえるか 否かほついて 検討する。 この場合、 各 

々の出来事の 発生時期、 当該出来事の 持続、 改善の状況等と 精神障害発病の 

関係について 個々の事案に 即して総合的に 検討することとする。 

(6)  退職後に発病した 精神障害の取扱い 

イ 出来事の評価期間は 精神障害発病双おおむね 6 か 月の間としたが、 退職 

後に発病した 事案については、 原則として退職後おおむね ェか 月以内に退 

職 前の業務に よ る出来事に関連して 発病したと認められる 場合についての 

み検討の対象とすることとする。 

これは、 退職後発病した 精神障害については、 業務から離れれば 退職前 

の業務に よ る心理的負荷は 一般的に解消されると 考えられること、 時間の 

経過とともに 業務以外の出来事の 関与の可能性が 増えるなど退職前の 業務 

との関連性の 有無を客観的に 判断することができないことからであ る。 

ロ 退職の強要に 係る心理的負荷については、 退職に至るまでの 経過につい 

て評価することとする。 

なお、 退職の強要の 結果として生じる 退職後の再就職活動の 不調、 将来 

の 不安等の心理的負荷は、 退職の強要という 出来事の帰結ではあ るが、 退 

戦後における 個人の各々の 生活事情に根ざしたものであ ることから業務以 

外の出来事であ り、 業務に起因する 心理的負荷として 評価することは 適当 

とはいえないものであ る。 

(7)  療養中の者に 発病した精神障害 

判断指針の第 4 の 2 の (4) の ロ で、 「業務上の傷病により 6 か 月を超えて療 

養中の者に発病した 精神障害」に 限ったのは、 業務上の傷病によりおおむね 

6 か 月以内に発病した 精神障害については、 別表 1 を用いて評価し 得るから 
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であ る。 

3  業務以外の心理的負荷の 評価 

業務以外の心理的負荷については 関係者よりできる 限り調査し、 その結果、 

業務以外の出来事が 明らかになった 場合には、 判断指針に示された 別表 2 によ 

りその心理的負荷の 強度を評価すること。 

4  個体側要因の 評価 

(1) 既往 歴 

判断指針の第 4 の 4 の (1) の「既往 歴 」については、 過去の精神障害のり 庸、 

のみをもって 重要な個体側の 要因とみるのは 必ずしも妥当でない 場合もあ り、 

当該精神障害の 疾患名、 発病時期、 治 の 後の社会適応状況等を 総合して慎重 

に半 Ⅱ 断 すること。 

なお、 既往の精神障害の 診断 名と 労災請求に及んだ 診断 名 が異なるもので 

あ っても、 精神的な脆弱性を 推測する根拠になるとされていること。 

(2)  生活史 ( 社会適応状況 ) 

判断指針の第 4 の 4 の (2) の「生活史 ( 社会適応状況 ) 」の判断に当たって 

は、 これまでの家庭生活、 友人関係、 職業歴、 職場内人間関係等について、 

できる限り複数の 者からの偏りのない 情報を得る必要があ ること。 

(3)  アルコール等依存状況 

判断指針の第 4 の 4 の (3) の「アルコール 等依存状況」については、 飲酒に 

よる精神への 影響は個人差もあ るが、 アルコールの 作用が個体側要因を 大き 

く 歪めることがあ るとされていることから、 飲酒歴は個体側要因の 判断に不 

可大 の，情報であ りできる限り 調査すること。 

(4) 性格傾向 

判断指針の第 4 の 4 の (4) の「性格傾向」を 明らかにすることは、 当該労働 

者がどのような 行動様式をとるか、 どのような種類の 心理的負荷に 弱いか等 

を 知る上で必要であ るので、 複数の者からの 偏りのない情報を 得る必要があ 

ること。 

5  業務上外の判断に 当たっての留意点 

治療中、 治療 歴 のあ る精神障害の 業務上外の判断に 当たっては、 治療経過等 

に係る情報が 特に重要であ る。 一般に精神障害の 診断は、 初診の段階では 病態 
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像の記載にとどめ、 心理テスト、 カウンセリングの 結果、 治療の効果等療養の 

経過等を踏まえた 上で確定診断に 至る症例が多いことから、 これらの情報を 総 

全的に検討する 必要があ る。 具体的診断名 は ついても、 業務上外を判断するに 

当たって参考となる。 また、 治療経過や投薬の 有効性等の情報は 業務上 外 を判 

断 するに当たって 有力な情報となることがあ ることから、 精神障害の治療歴 め 

あ る事案にあ っては必ず調査すること。 

6  泊 ゆ等 

判断指針の第 5 で、 療養期間の目安として「一般的には 6 か 月から 1 年程度 

の療養で 治 ゆする」としたが、 精神医学上は、 一般に原因となった 業務による 

心理的負荷要因を 取り除き、 治療を開始してからうつ 病にあ っては多くは 3 か 

月から 9 か 月、 神経症にあ ってはおおむね 数週間から 6 か 月で治ゆすることが 

多いとされているので、 治 ゆの判断に当たっては、 これらを参考に、 主治医の 

治療内容、 経過等を踏まえ 慎重に行うこと。 

7  自殺の取扱い 

(1)  自殺念慮が出現する 蓋然性が高いとは 必ずしも い えな い 精神障害の存在 

判断指針の第 6 の 1 で「 I CD 一 l O の F0 から F4 に分類される 多くの 

精神障害では、 精神障害の病態としての 自殺念慮が出現する 蓋然性が高いと 

医学的に認められる」としたが、 一部に必ずしもそうとはいえない 疾患も含 

まれていることに 留意すること。 

(2) 精神障害によらない 自殺 

精神障害に ょ らないい わ める覚悟の自殺は、 その主な動機が 業務に関連す 

るとしても、 本人の主体的な 選択が決定 白 りなものであ る限り、 故意の死亡 と 

して取り扱うこと。 

第 3  その他 

1  労働基準法施行規則別表第 1 の 2 の適用 

精神障害が業務による 心理的負荷によると 認められた場合は、 労働基準法施 

行 規則別表第 1 の 2 第 9 号に該当する 疾病として取り 扱うとされたが、 

① 頭部外傷等負傷に 伴 う 精神障害については、 同表第 1 の 2 第 1 号 

② 化学物質による 中毒に伴 う 精神障害については、 同表 第 1 の 2 第 4 号 

③ 業務上の傷病により 療養中の者に 精神障害が発病し、 当該精神障害が 療養 
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による心理的負荷によって 発病したと 認 " められるものについては、 同素第 1 

の 2 第 9 号 

にそれぞれ該当する 疾病として取り 扱うこと。 

2  請求状況の報告 

精神障害に係る 労災請求事案は 社会的にも関心の 高いことから、 当分の間、 

労災請求があ った場合には、 その概要について 速やかに本省へ 報告を行 う こと。 

3  その他 

判断指針により 業務上外の判断が 困難な場合は、 関係資料を添えて 本省に協 

議すること。 
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都道府県労働基準局労災主務課長 殿 

労働省労働基準局補償課長 

心理的負荷による 精神障害等に 係る業務上外の 判断における 

事務処理について 

標記の判断については、 平成 1 1 年 9 月 1 4 日付け 基 登第 5 44 号「心理的負荷 

による精神障害等に 係る業務上外の 判断指針について」 ( 以下「判断指針」という。 ) 

等により指示されたところであ るが、 心理的負荷による 精神障害等に 係る請求事案 

( 以下「事案」という。 ) の斉一的かっ 迅速・適正な 処理を図るためには、 都道府県 

労働基準局 ( 以下「 局 」という。 ) 及び労働基準監督署 ( 以下「 署 」という。 ) の 緊 

密な連携により 事案の処理を 進める必要があ る。 

このため、 事案の事務処理について、 下記のとおり 取りまとめたので、 適正かつ 

効率的な処理に 努められた い 。 

一 

- 己 

第 1  基本的事項 

1  相談等における 対応 

精神障害等の 労災認定に関し 相談等があ った場合には、 パンフレット 等を活 

用 することにより、 労災保険制度や 判断指針の考え 方等について 懇切丁寧に説 

明 すること。 

なお、 財団法人労災年金福祉協会に 委託して相談事業を 行 う こととしている 

ので、 労災年金相談所 ( 室 ) と必要な連携を 図ること。 

2  職員研修等の 実施 

精神障害等の 労災認定に関する 十分な理解や 専門的知識等を 習得させるため、 
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職員研修等を 計画的に実施し、 職員の資質向上に 努めること。 

第 2  迅速・適正な 事務処理等 

ュ 調査計画の策定等 

事案の迅速，適正な 調査を実施するため、 収集すべき資料及び 照会先、 調査 

時期、 聴取対象者の 選定及び聴取事項等について 検討を加え調査計画を 策定す 

るとともに、 調査の早期着手及び 署の管理者による 適切な進行管理に 留意する 

ナと 」 。 

2  局署の連携等 

事案の処理に 当たっては、 高度の医学的専門知識が 必要となる場合もあ り、 

局の署に対する 指導・助言、 地方労災医員 ( 精神科医員 ) との調査段階からの 

調整が不可欠であ ることから、 これらの連携を 徹底すること。 

3  処理経過簿の 作成 

事案の処理経過を 的確に把握するため、 請求書を受理した 際には局にその 概 

要を報告させ、 局においてはその 報告に基づき、 別添「精神障害等の 処理経過 

簿 ( 別紙 1L 、 ( 別紙 2) 」に記載し、 以降、 処分決定時まで 随時進捗状況を 把握 

すること。 

第 3  調査実施要領 

1  調査事項等 

「判断指針」の 業務上外の判断の 基本は、 精神障害の発病の 有無、 発病時期 

及び疾患名の 確認をした上で、 

① 当該精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の当該精神障害の 発病に関与し 

たと考えられる、 業務による具体的出来事の 把握及びその 出来事に関わる 

心理的負荷の 強度の評価 

② 当該精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の当該精神障害の 発病に関与し 

たと考えられる、 業務以外の具体的出来事の 把握及びその 出来事に関わる 

心理的負荷の 強度の評価 

③ 精神障害の既往 歴 等の個体側要因の 評価 

を 各々行い、 それらが事案の 発病にどの程度 関 わったかについて 総合判断する 

ものであ ることから、 それぞれについて 客観的かっ可能な 限り詳細に調査する 

，と   
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なお、 調査等に当たっては、 当該労働者等のプライバシー の 保護に十分配慮 

すること。 

2  調査の取りまとめ 

調査漏れの防止、 調査結果の取りまとめの 便宜のために 別添調査 票 ( 様式 f 

から様式 4) を作成したので 活用されたい。 

なお、 各様式は事案ごとに 工夫して差し 支えないものであ り、 様式に記載さ 

れていない項目等があ れば、 適宜付記されたい。 

(1) 様式 1 について 

様式 1 は、 事案の概要、 就労条件等一般的事項、 出現した心身の 症状、 業 

務 による心理的負荷、 業務以外の心理的負荷及び 個体側要因等の 項目に分け 

て調査結果を 整理し記載すること。 

(2) 様式 2 について 

様式 2 は、 調査結果を時系列に 整理し記載すること。 

(3) 様式 3 について 

様式 3 は、 時間外労働等の 状況の調査結果を 整理し記載すること。 

(4) 様式 4 について 

様式 4 は、 複数の専門家の 合議等による 検討結果等について 取りまとめ 記 

載すること。 

第 4  地方労災医員による 合議 

1  地方労災医員の 効果的活用について 

地方労災医員については、 昭和 5 6 年 1 月 1 日付け 基 登第 f 号、 昭和 6 2 年 

1 2 月 2 2 日付け 基 登第 7 2 1 号 ( 以下「 7 2 1 号通達」という。 ) 及び平成 5 

年 3 月 3 1 日付け 基登 第 2 0 5 号等に基づき 運用しているところであ るが、 精 

神障害等の客観的な 業務上外の判断を 図るため、 精神医学の専門家であ る地方 

労災医員 ( 以下「精神科医員」という。 ) を局に原則として 3 名配置することと 

したので的確な 運用に努めること。 

2  精神科医員の 委嘱について 

精神科医員の 委嘱に当たっては、 心理的負荷による 精神障害の業務起因性の 

判断を行 う ものであ ることから、 委嘱しょうとする 医師の診療科等に 留意する 

ナと   
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なお、 委嘱等の運用に 当たっては、 7 2 1 号通達等によるものであ ること。 

3  精神科医員の 効果的な活用について 

労働基準監督署長が 精神障害等の 業務上外の判断を 行 うに 当たっては、 医学 

専門的な意見が 不可欠であ り、 医学的意見を 求める際には、 調査に万全を 尽く 

し 、 十分な資料を 提示する必要があ る。 

そのため、 調査実施計画の 策定などの調査の 初期の段階から 精神科医員に 対 

し当該事案の 医学専門的事項等に 関する助言・ 指導を受けながら 調査を進め、 

事案に応じた 的確な調査を 実施すること。 

4  精神科医員の 合議に よ る検討について 

地方労災医員による 協議を円滑に 行 う ため、 局に地方労災医員協議会及び 同 

協議会専門部会を 設置することができるとされているが、 心理的負荷による 精 

神 障害等の業務上外の 具体的検討に 当たっては、 客観的な判断がなされる 必要 

があ ることから、 複数の専門家による 合議等によって 行 う こととしており、 新 

たに同協議会に 精神障害等専門部会 ( 以下「部会」という。 ) を設置し、 合議等 

による医学的検討結果の 意見を求めること。 

なお、 部会は原則 3 名の精神科医員によって 構成するものであ ること。 

また、 部会の設置等に 当たっては、 昭和 6 2 年 1 2 月 2 2 日付け事務連絡 第 

3 3 号により行 う ものであ ること。 

5  部会の運営について 

部会の開催に 当たっては、 部会の構成員に 対し、 あ らかじめ事案の 概要等を 

取りまとめた 前記第 3 の 2 の調査 票 、 聴取書、 医療機関から 入手した資料等 ( 給 

行基礎日額に 関する資料等医学的検討に 不要な資料は 除く。 ) を 送付するなど 事 

前の準備を行って 部会の効率的な 運営を図るとともに、 同署の連携をとりなが 

ら 時機を失することなく 部会を開催し、 もって事案の 迅速処理に努めること。 

6  医学的検討結果の 記載依頼事項について 

部会からの医学的検討結果については、 「判断指針」に 沿った医学的な 業務上 

外の結果を求めること。 

その際、 検討結果については、 調査結果に基づき、 

の 精神障害の発病の 有無、 発病時期及び 疾患名の特定 

② 当該精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の当該精神障害の 発病に関与し 
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たと考えられる、 業務による具体的出来事の 把握及びその 出来事に関わる 

心理的負荷の 強度の評価 

③ 当該精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の当該精神障害の 発病に関与し 

たと考えられる、 業務以外の具体的出来事の 把握及びその 出来事に関わる 

心理的負荷の 強度の評価 

④ 精神障害の既往 歴 等の個体側要因の 評価 

⑤ ①から④を具体的に 明らかにした 上での業務起因性に 関する総合判断を 

求めること。 

第 5  本省との連携 

事案の判断指針への 当てはめ等について、 必要に応じて 調査の初期の 段階か 

ら本省との十分な 連携を図るよう 努めること。 

なお、 本省に協議事案の 処理などのため、 精神障害等の 労災認定について 造 

詣の深い医学専門家による「心理的負荷に 関する専門検討会」を 存置するので、 

部会における 検討において、 前記第 4 の 6 に掲げる項目の 判断について 疑義が 

生じた場合などは、 結論を急ぐことなく、 本省を通じ、 当該検討会に 対し意見 

又は助言を求め、 その上で再度部会による 検討を行 う 等により、 的確な結論が 

ィ 与られるよ う酉己煮 すること。 
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( 別 紙 2) 
精神障害等の 処理経過 簿 

[ 乗務上の儀 病 によりおおむね 6 か 月を超える期間 療 釜中の者に発病した 精神陣吉等事案 ] 

  
トコ 
ト 
申 
  

労働者 氏 名精神障害・ 自殺事 業 場 卒業務上の 処 理 経 過 ( 年 月 日 ) 疾 患 名 
№．畢生 年 月 日 ( 未遂を含 卸別 労働保険番号 考 

性   別 発病 紬 幼時平神業種、 職種傷病 名菓 琵哲 持碁裏 付   送付 

柚神 障害 ・自殺 傷病名 受イ寸 初回 請求 時   支給 
審査請求 

    有 ・ 無 

大 ・ 昭     ( -           ( ● ◆ ) 

療 ・逆 送付 最終 決定時 

男 ・ 女 歳   不支給 
休 ・ 葬     

精神障害 ・自殺 傷病名 受付 初回 請求 時   支給 
審査請求 

    有 ・ 無 

大 ・ 昭                   ） （ 

療 ・ 遺 送付 最終 決定時 

男 ・ 女 歳   不支給 
体 ・ 葬     

精神 暉官 ・自殺 傷病名 受付 初回 請求 時   支給 
審査請求 

    有 ・ 無 

大 ・ 昭                   ） （ 

療 ，追 送付 最終 決定時 

男 ・ 女 歳   不支給 
休 ・ 葬     

精神障害 ・自殺 傷病名 受付 初回 請求 時   支給 
審査請求 

    有 ・ 無 
大 ・ 昭 ・                 ） （ 

療 ・追 送付 最終 決定時 

男 ・ 女 歳   不支給 
休 ・ 葬     

請求 時 
審査請求 
有 ・ 無 

    ） （ 

                        決定時   



VT 

 
 

  

僧 ぎ実走 " 己 ' 苔 害鳥 
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「判断指針」に 関する質疑応答案 ( 目次 ) 

( 判断指針の取扱い 関連 ) 

問 1  「 半 Ⅱ 断 指金 十 」と、 これまでの精神障害等に 係る労災認定の 考え方との相違 如 

何 。 

問 2  「判断指針」を 発出することにより、 どのような効果があ るのか。 

問 3  「判断指針」は、 局長通達の形で 示され公表されるが、 水指針に関する 補償 

課長事務連絡は 公表されないのか。 

問 4  個々人の心理的負荷を 客観的な基準で 評価することができるのか。 

問 5  何故、 心理的負荷の 強度を出来事によって 評価することとしたのか。 

問 6  「心理的負荷評価表」に 記載されていない 具体的出来事に 係る心理的負荷強 

度の評価はど う するのか。 

問 7  別表 1 及び別表 2 の具体的出来事はそれぞれ 3 1 項目にのぼっており、 労災 

請求後にこれらを 逐一調査することになると 認定までに時間がかかり 過ぎるの 

ではないか。 

問 8  心理的負荷の 評価に当たっては、 「客観的な基準」ではなく「本人基準」によ 

り 評価すべきではないか。 

問 9  心理的負荷の 評価に当たって、 「同僚労働者又は 同種労働者」ではなく 「同種 

の 労働者」とした 理由如何。 

問 10  出来事に よ る客観的な評価のために、 職場における 立場や経験等が 類似する 

者を基準とするとされているが、 中小企業等でこのような 労働者が職場にいな 

い場合にはどのように 評価するのか。 

問 11  「心理的負荷評価表」の 修正は誰が行 う のか。 

問 12 最終的には医師 ( 専門家 ) が判断するのではないか。 

問 13 負傷後精神障害となった 場合についてもこれを 準用するのか。 

問 14 報告書で「ストレス」とされている 言葉を「心理的負荷」と 変更している 理 

由如何。 

問 15  「判断指針」の 通達発出後、 審査官、 審査会段階において 係属している 事案 

の取扱いについては、 どのようになるか。 

問 16  これまで処分され 既に確定した 事案について、 「判断指針」により、 処分を見 

直すことがあ るか。 
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( 対象疾病関連 ) 

問 17 従来の器 質性 、 内因性、 心因性の区分を 改めた理由如何。 

問 18  対象疾病として 国際疾病分類第 1 0 回修正版 (I CD 一 l 0) 第 V 章 「精神 

および行動の 障害」に分類される 精神障害とした 理由如何。 

問 19  対象とする精神障害を I CD 一 l 0 案 V 章 「精神および 行動の障害」とする 

ことについて、 「原則として」としている 理由如何。 

問 20  I CD 一 l 0 診断ガイドラインとは 何が。 

問 2l  I CD 一ェ 0 によらない診断 名 による労災請求があ った場合の取扱い 如何。 

問 22  対象とする精神障害を I CD 一 l 0 集 V 章 「精神及び行動の 障害」としてい 

ながら、 主として業務との 関連が生ずる 可能性のあ る精神障害を I CD 一 Ⅰ 0 

の FO から F4 までに分類されている 精神障害としている 理由如何。 

また、 F 5 から F g に分類される 精神障害が本省協議事案となっている 理由 

如何。 

 
 

 
 問 23  「精神障害の 診断は、 患者本人を双にしても 専門家の意見が 分かれることも 

  希でな い 」としているのであ れは、 精神障害発病の 有無の判断は、 生前に診断 

等を受けていない 場合と受けていた 場合とで同一に 取り扱うことができるのか。 

仮に、 調査を行っても ICD 一丁 0 診断ガイドラインによる 判断ができない 場 

合はどう取り 扱うのか。 

問 24  精神障害の発病時期はどのように 判断するのか。 

  

 
 

( 業務による心理的負荷の 評価関連 ) 

問 25 平均的な心理的負荷の 強度は強度を 修正する視点に 基づき修正できるものと 

考えるが、 修正の程度、 基準はあ るのか。 

問 26  強度「 1 」がいくつあ れは「Ⅱ」になり、 また、 「Ⅱ」がいくつあ れば「Ⅲ」 

になるのか。 

問 27 業務による心理的負荷の 強度の評価について、 「 強 」「 中 」「 弱 」の評価は出来 

事 別に評価するのか。 

問 28  別表 1 の心理的負荷の 強度が「Ⅲ」と 評価されれば、 出来事に伴 う 変化等を 

検討するまでもなく、 精神障害を発病させるおそれのあ る業務による 強い心理 

的 負荷があ ると評価してよ い のではないか。 

問 29 極度の長時間労働とは、 「数週間にわたり 生理的に必要な 最小限度の睡眠時間 

を 確保できないほどの 長日 き間 労働」と例示されているが、 生理的に必要な 最 /J 、 

 
 

 
 

4
 

4
 

2
  

 

 
 



 
 

 
 

 
 

限度の睡眠時間とは 1 日当たりの睡眠としてはどの 程度か。 

問 30  特別な出来事等の 総合評価の極度の 長時間労働については、 「例えば数週間に 

わたり生理的に 必要な最小限度の 睡眠時間を確保できないほどの 長時間労働」 

とされているが、 数週間の間に 休日があ れば極度の長時間労働に 該当しないこ 

ととなるのか。 

問 31  出来事の発生以双から 続く恒常的な 長時間労働については、 専門検討会報告 

書 では「発病の 6 か 月以上前から 続く常態的な 長時間労働」とされているが、 

最低限 6 か 月間の長時間労働を 必要とするものなのか。 

問 32  「特に過重」とは、 業務内容が困難で、 恒常的な長日 き間 労働が認められ、 か 

っ 、 過大な責任の 発生、 支援・協力の 欠如等特に困難な 状態としているがそう 

であ るなら ぱ 「過大な責任の 発生、 支援・協力の 欠如等特に困難な 状態」とい 

ぅ 要件は、 不当に狭めているのではないか。 

問 33  人事院の「精神障害等の 公務災害の認定指針」では ; 長時間労働については、 

正規の勤務時間を 超えて、 週 数十時間まで 及ぶ過重な超過勤務等を 4 週間以上 

にもわたって 行った場合としているが、 労働省では具体的な 数値を示さないの 

か   

問 34  事故や災害の 体験などの出来事には、 その後の業務内容、 業務量の変化が 認 

められないケースが 考えられるが、 その場合の業務による 心理的負荷の 総合評 

価 はどのように 行 う のか。 

問 35 業務上の傷病により 療養後、 おおむね 6 か 月の間に精神障害を 発病したもの 

については、 療養の原因となった 災害についてのみ 評価すればよいこととなる 

のか。 

問 36  業務による心理的負荷の 評価において、 6 か 月以前から常態としてけじめを 

受けていた場合についてはどのように 評価するのか。 

問 37 別表 1 の 「 (3) 出来事に伴 う 変化等を検討する 視点」のうち、 職場における 人 

間関係についても 評価する場合があ るとされているが、 職場内の恋愛関係など 

業務とは無関係なものも 考慮するのか。 

問 38  別表 1 で 総合評価が「 強 」と評価された 事案については、 業務以外の心理的 

負荷や個体側要因を 調査することなく 業務上と認定すべきであ ると考えるが 如 

ィ可 。 
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( 業務以外の心理的負荷・ 個体側要因の 評価関連 ) 

問 39  業務以外の心理的負荷も、 業務に よ る心理的負荷と 同様に評価するとあ るが、 

別表 1 と別表 2 は様式が違い、 同様な評価とはならないのではないか。 

問 40  個体側要因についても 発病双おおむね 6 か 月を評価すれば よい のか。 

問 41 個体側要因の 精神障害の既往歴については、 あ まりに昔のものは 考慮すべき 

ではないとのことであ るが、 何年 位 前のものが対象となるのか。 

問 42 mU 表 2 に掲げられているような 具体的出来事が 把握された場合、 本人や家族 

以外の関係者、 例えば借金の 貸し手、 世間的にまずいことをした 親類などに対 

しても調査、 確認を行 う のか。 

問 43  本人側の要因として、 家族に精神障害患者がいる 場合、 無関係ではないと 居 、 

われるが、 専門検討会報告書に 記述されている 家族歴を「判断指針」に 掲げな 

かった理由如何。 

( 自殺関連 ) 

問 44  自殺における「故意」の 取扱い如何。 

問 45  I CD 一 l- 0 の F0 から F4 の業務上の精神障害に 罹 っている者の 自殺は「原 

則として」業務起因性を 認めるとしているが、 この「原則として」の 意味如何。 

問 46  自殺が業務上と 認められる場合の 精神障害の範囲を 限定しているが、 これ 以 

外の業務上の 精神障害にり 患 、 している者の 自殺は業務 外 となる趣旨か。 

また、 「検討する」とは、 具体的にどのような 点について検討するのか。 

問 47  業務に よ る心理的負荷の 総合評価が「 強 」とならず、 当該精神障害の 発病に 

関しては業務起因性は 認められなかった 者が、 その後も療養を 継続しながら 業 

務を続けており、 業務による心理的負荷が 認められ自殺に 至った場合について 

は 、 どのように判断したらよいか。 

問 48  業務上の精神障害が 治 の した後に再発した 場合には、 個体側の要因であ る 既 

往 歴という業務 外 要因として評価されるのか。 

問 49 業務による心理的負荷により 精神障害の病態としての 自殺念慮が出現する 蓋 

熱性が高いと 医学的に認められる 精神障害を発病した 者が、 発病後治療等が 開 

始 され、 相当期間経過した 後の自殺については、 療養の経過、 業務以外の心理 

的 負荷要因の内容等を 総合して判断する 必要があ るとされているが、 「相当期間 

経過」の具体的期間は 示せるのか。 

問 50  業務上の傷病により 6 か 月を超えて療養中の 者が自殺した 場合、 精神障害の 

一 246 一 



発病の有無を 調べる必要があ るのか。 また、 症状が急変し 極度の苦痛を 伴った 

事実もなく、 精神障害の発病の 事実がなければ 業務 外 と判断することとなるの 

か   

問 51 いわゆる「覚悟の 自殺」以覚の「精神障害を 伴わない自殺」はあ り得ると考 

えるのか。 

また、 あ り得ると考えた 場合、 「判断指針」ではど う 取り扱うのか。 「精神障 

害を伴わない 自殺」については、 過重業務と自殺との 因果関係が認められれば 

業務上としてよいのではないか。 

( その他 ) 

問 52  精神障害の発病時期及び 疾患名等精神障害の 労災認定に当たって、 複数の専 

門家の合議等で 検討する理由如何。 また、 合議等の等とは 何か。 

問 53 ① P 署が管轄する A 社 B 支店に勤務していたが 精神障害を発病し、 以後 治 

療を受けながら 休職・復職を 繰り返していたとごろ、 休職中 ( 入院 ) に Q 

署が管轄する A 社 C 支店に人事異動となり、 勤務することなく 2 か 月後に 

自殺した場合 

② 上記経過で、 人事異動に よ り精神科に受診しながら A 社 C 支店に 2 か月 

間 勤務した後に 自殺した場合 

③ 上記②で、 精神障害の治療 歴 のな い 場合 

0 管轄署は如何。 

問 54 療養期間をおおむね 6 か 月から 1 年としている 根拠如何。 

なお、 1 年 6 か 月以上経過した 場合、 傷病補償年金移行にかかる 審査を行 う 

こととなり、 その場合は傷病等級 表 により行 う こととなるが、 傷病等級 表 上の 

程度 ( 「精神に著しい 障害を有し」常に 介護あ るいは、 随時介護、 常に労務に 服 

する ) の判断はこれまで 器質 障害に伴 う 障害は事例が 多く、 その判断は困難で 

  

あ るが行ってきたが、 器質 障害を伴わない 精神障害にかかわっては、 経験が少 

ないため、 斉一性を確保するために 具体例を示すこと。 

問 55 精神障害により 請求人が現在も 療養中というような 場合には、 請求人に対す 

る 聴取は病状をさらに 悪化させるおそれもあ ると考えるが、 どのように聴取を 

行ったらよいか。 

問 56  プライバシー の 保護に関して、 どの程度まで 考慮すれば よい のか。 

問 57  業務上の疾病等の 療養中に発病した 精神障害は、 党規則別表第 1 の 2 の 策何 
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号に 該当する疾病となるのか。 

問 58  「判断指針」における 精神障害等に 係る取扱いは、 通勤災害、 特別加入者に 

ついても同様の 取扱いとなるのか。 

問 59 膳・心臓疾患等の 認定基準における 業務による継続的な 心理的負荷を 評価す 

るに当たり、 「判断指針」の 業務による心理的負荷の 強度の評価を 参考としてよ 

い か。 
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「判断指針」に 関する質疑応答案 

( 判断指針の取扱い 関連 ) 

問 1  「判断指針」と、 これまでの精神障害等に 係る労災認定の 考え方との相違 

2 ロ 7 戸上。 

( 答 ) 

1  対象とする精神障害について、 従来は、 内因性精神障害を 対象としないとし 

てきたが、 判断指針では、 すべての精神障害を 原則として対象とすることとし 

ていること。 
2  業務による心理的負荷について、 従来は、 「精神障害を 発病させるに 足る十分 

な 強度の業務による 精神的負荷があ ったと認められること」という 抽象的な要 

件 ほとどまっていたが、 判断指針では、 「職場における 心理的負荷評価表」を 示 

して客観的、 かつ具体的な 評価方法を示していること。 

3  業務による心理的負荷の 評価に当たって、 従来は長時間労働を 格別重視して 
いないが、 判断指針ではこれを 重視することとしていること。 

4  業務以外の心理的負荷について、 従来は、 「当該疾病の 有力な発病原因となる 

ような業務以外の 精神的負担が 認められないこと」という 抽象的な要件にとど 

まっていたが、 判断指針では、 「職場以・覚の 心理的負荷評価表」を 示して客観的、 
か つ 具体的な評価方法を 示していること。 

5  個体側要因について、 従来は、 「精神障害の 既往 歴等 当該疾病の発病原因とな 

るような個体側要因がなりこと」とされていたが、 判断指針では、 既往歴、 生 

活史等検討すべき 事項を明確化し、 これらに顕著な 問題が認められ、 精神障害 

の 有力な原因となっている 場合には業務上と 認定されない 場合があ るとされた 

ナと ）・ 。 

6  自殺の判断に 当たっては、 従来は、 「心神・喪失」の 状態になければ「故意がな 

かった」とは 判断できないとしていたが、 判断指針では、 この「心神喪失」要 

件を廃止し、 一定の範囲の 精神障害については、 精神障害の病態としての 自殺 

念慮が出現する 蓋然性が高いと 医学的に認められることから、 このような精神 

障害を発病した 者の自殺については、 故意がなかったものと 推定し、 原則とし 

て 業務起因性が 認められるとされたこと。 
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問 2  「判断指針」を 発出することに ょ り、 どのような効果があ るのか。 

( 答 ) 

1  「判断指針」により 精神障害等の 労災請求事案の 一層の迅速、 適正処理を図 
ることができるものと 考えている。 

2  また、 何をどのように 評価したのかという 検討過程が請求人にも 理解しやす 

くなるものと 考えている。 

3  なお、 「判断指針」は 本来行政上の 通達であ るが、 事実上公表されており、 医 

療 機関における 診断や産業医学の 分野の研究の 参考とされることがあ るととも 

に、 「判断指針」が 示されている 疾病に係る労災保険給付を 受けようとする 者に 
とっては、 当該疾病について 判断指針の要件を 満たしていることの 疎明を行え 
ば 足りることとなり、 事実上請求人が 負っている立証責任の 軽減の効果があ る。 

問 3  「判断指針」は、 局長通達の形で 示され公表されるが、 水指針の留意点等 
に関する補償課長事務連絡は 公表されないのか。 

( 答 ) 

補償課長通知は、 「判断指針」を 解説、 補完するものであ り、 公表されている。 

問 4  個々人の心理的負荷を 客観的な基準で 評価することができるのか。 

( 答 ) 

心理的負荷の 受け止め方は 個人によって 異なることから、 業務起因性の 判断に 
おいてどのような 心理的負荷と 評価することは 重要であ る。 そこで、 「客観的に一 

定のストレスを 引き起こすと 考えられる出来事」について 評価することが 適切と 

考え、 多くのストレス 研究をもとに 専門検討会で 独自のストレス 評価表が作成さ 

れたことから、 それをもとに、 別表Ⅰ、 別表 2 で客観的に心理的負荷を 評価する 
こととしたところであ る。 
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( 答 ) 

1  心理的負荷 ( ストレス ) は、 日常生活のあ らゆる場面で 大なり小なりのもの 

が 存在するものであ る。 
2  精神障害あ るいはこれに よ り自殺したとして 労災請求があ った事案について 

は 、 精神障害の原因となり 得る心理的負荷を 評価すれば足りるものであ り、 日 

学的な小さな 心理的負荷を 評価する必要はな い ものであ る。 

3  また、 心理的負荷は 内面的なものであ り、 直接把握したり 計測したりするこ 
とはできないものであ るため、 心理的負荷を 発生させると 考えられる出来事を 

通じて評価することが 適切であ る。 

4  したがって、 「客観的に一定の 心理的負荷を 引き起こすと 考えられる出来事」 

ほ ついて評価することとしているものであ る。 

問 6  「心理的負荷評価表」に 記載されていない 具体的出来事に 係る心理的負荷 

の 強度の評価はど う するのか。 
    

( 答 ) 

Ⅰ 心理的負荷評価表に 示されている 具体的出来事は、 これまでの労働者を 対象 

としたストレス 研究等から得られた 限られた出来事の 例示であ り、 これ以外に 

も多種多様なものがあ り得ることから、 もとより全ての 精神障害に係る 労災 請 

式事案に対応できるものではない。 
2  したがって、 精神障害の発病に 関与したであ ろう出来事が、 心理的負荷評価 

表 に示した具体的出来事のいずれに 近 い かを検討し、 あ てはめて心理的負荷の 

強度を評価することとなるが、 いずれにも該当しない 事案については、 本省に 

協議して当該出来事の 心理的負荷の 強度を個別に 判断することとなる。 
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問 7  別表 1 及び別表 2 の具体的出来事はそれぞれ 3 1 項目にのぼっており、 労 

災 請求後にこれらを 逐一調査することになると 認定までに時間がかかり 過ぎ 

るのではないか。 

( 答 ) 

別表 1 及び別表 2 の具体的出来事は、 それぞれ 3 1 項目にのぼっているが、 精 

神 障害の発病に 関与したと考えられる 業務に よ る出来事、 業務以外の出来事につ 

いて評価するものであ り、 別表 1 及び別表 2 に例示列挙した 具体的出来事をすべ 
て 調査するというものではない。 

問 8  心理的負荷の 評価に当たっては、 「客観的な基準」ではなく 「本人基準」に 

より評価すべきではないか。 

( 答 ) 
1  本人基準 説 では、 客観的な心理的負荷の 大きさにかかわらず、 本人が主観的 

に心理的負荷を 大きいと受け 止めた場合でも 業務起因性を 認めるというもので 

あ る。 実際に、 わずかな心理的負荷でも 発病することがあ り得るが、 これは 本 

人の脆弱性が 大きかったためにこのようなことが 生じ得るものであ る。 

2  労災保険は、 業務に内在する 危険が傷病を 発生さぜた場合に 補償する制度で 
あ り、 業務に内在する 危険の存在を 前提としているものであ る。 この業務に内 
在する危険とは、 あ る特定の労働者だけにとってではなく、 等しく、 その業務 

に従事する労働者に 対する危険としで 理解される。 
したがって、 心理的負荷のうち 業務に内在する 危険と位置付けることができ 

るものは、 客観的に一定の 強度を有するものとするのが 妥当であ る。 

また、 心理的負荷 ( ストレス ) は、 業務遂行中であ ろうと、 なかろうと、 あ 

らゆる場面で 大なり、 かなりのものが 日常的に体験されるものであ り、 このよ 

う な心理的負荷のすべてを 業務に内在する 危険と位置付けることは、 社会通念 

上 不合理であ ると考えられる。 

3  今般の専門検討会においては、 一定の強度を 有する心理的負荷とは 何か、 と 

いう観点で検討を 行い、 これまでの医学的研究の 成果を基礎として「ストレス 

評価表」を作成し、 これに基づいて 評価することを 提唱されたものであ る。 

労働省としては、 最新の医学的研究が 集約されたものとして 専門検討会の 報 

告を尊重し、 これに沿った 労災認定の適正化を 図ることとしているものであ る。 
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問 9  心理的負荷の 評価に当たって、 「同僚労働者又は 同種労働者」ではなく 

「同種の労働者」とした 理由如何。 

( 答 ) 
1  服・心臓疾患に 係る認定基準においては、 業務過重性の 客観的評価の 指標と 

して「同僚労働者又は 同種労働者」と 表現したが、 これは、 身体的負荷を 評価 

するには同じ 職場で同じような 作業をしている 同僚労働者と 比較するのが 一番 

実態を評価できるためであ り、 そのような同僚労働者がいない 場合には同種労 

働者にまで範囲を 広げて当該業務の 身体的負荷を 評価しょうとするものであ 

る 。 

2  一方、 精神障害等の 判断指針においては、 「同種の労働者」という 表現を用い 

たが、 その理由は 、 必ずしも心理的負荷を 引き起こす出来事は 同僚労働者に 一 

様に等しく起こるものではないこと、 「同種の労働者」は「同僚労働者」も 含 む 広 い 概念であ ることの理由から、 「同種の労働者」を 客観的評価の 指標 と し 

たものであ る。 

問 10  出来事に よ る客観的な評価のために、 職場における 立場や経験等が 類似す 

6 者を基準とするとされているが、 中小企業等でこのような 労働者が職場に 
いない場合にはどのように 評価するのか。 

( 答 ) 

職場における 立場や経験等が 類似する者がいない 場合には、 立場や経験等が ょ 

り 近 い 労働者から聴取等を 行い、 評価することになる。 
なお、 特殊な業務で 判断が出来ない 場合には、 必要に応じ、 他の事業場の 同種 

労働者等の実態把握などを 行っていくこととなる。 

問 11  「心理的負荷評価表」の 修正は誰が行 う のか。 

( 答 ) 
署の調査官が 調査した結果に 基づき、 複数の精神科等の 地方労災医員の 合議に 

よって修正するものであ るが、 合議にかける 前に、 行政としての 方向性をあ る程 

度考えておく 必要があ ることから、 調査官も署内の 検討を経てその 出来事をど う 

評価するのかという 点は整理しておく 必要があ る。 
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問 12 最終的には医師 ( 専門家 ) が判断するのではないか。 

( 答 ) 

具体的な検討、 評価に当たっては、   ・ E 学的立場から 客観的な判断がなされる 必 

要 があ ることから、 複数の精神科等の 地方労災医員による 合議等により 行 うが、 

その検討結果を 受け、 他の傷病と同様、 従前どおり監督署長が 最終的に判断する 
ものであ る。 

問 13 負傷後精神障害となった 場合についてもこれを 準用するのか。 

( 答 ) 

1  脳挫傷等の負傷後精神障害に 陥ったものについては、 従来どおり個別に 当該 

負傷と精神障害の 発病について 因果関係を検討することとなる。 
2  なお、 業務上の傷病により 療養中の者が 精神障害を発病し、 あ るいはその 精 

神 障害が原因となって 自殺したとする 労災請求事案については「判断指針」に 

より業務上外を 判断することとなる。 

  

問 14 報告書で「ストレス」とされている 言葉を「心理的負荷」と 変更している 

理由如何。 

( 答 ) 

ストレスという 言葉は、 日常的にも広く 使用されており、 その定義は人によっ 
て 異なる。 「判断指針」では、 一定の負荷を 伴 う 出来事について 評価するとしたが、 

人の受け止め 方、 感じ方、 それに よ る心の反応という 観点から、 心理的負荷 とぃ 

ぅ 表現に統一したものであ る。 
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( 答 ) 

「判断指針」を 示したことから、 審査官段階において 係属されている 事案にっ 

いては、 判断指針に基づき 審査する必要があ る。 
また、 審査会段階において 係属されている 事案については、 「判断指針」により 

業務上外を審査していただくよ う お願いしている。 

問 16  これまで処分され 既に確定した 事案について、 「判断指針」に ょ り、 処分を 

見直すことがあ るか。   
( 答 ) 
1  これまで処分した 根拠は 、 各々の事案ごとに 業務による心理的負荷、 業務 以 

外の心理的負荷及び 個体側要因の 評価において 各々の時点における 医学的知見 

を背景に、 医学専門家の 意見を聞いて 行ったもので、 その処分は適正・ 妥当な 

ものであ ったと考えている。 
2  したがって、 処分当時適正であ って既に確定している 事案について 遡って 取 

り 消すべきものとは 考えていない。 
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( 対象疾病関連 ) 

問 17 従来の器 質性 、 心因性、 内因性の区分を 改めた理由如何。 

( 答 )   

1  専門検討会報告は「精神障害は 従来、 その成因の区別として 器質性 精神障害、 

心因性精神障害に   分類され、 なお原因のよく 分からない精神障害を 内因性精神 

障害」として 区別してきた。 

しかし、 最近の精神医学においては、 精神障害の成因は 疾患により程度の 差 

はあ っても、 素因と環境因の 両方が関係すると 解するようになってきている。 
2  す な む ち、 専門検討会報告においても「従来内因性と 分類されていたの 精神 

障害であ っても、 心因が強く関与して 発病するケースが 認められるなど 単純に 

器質性 、 ， 溢因 性、 内因性という 原因論による 分類は次第に 古くなりつつあ る。 」 

旨 報告している。 
3  「判断指針」においては、 このような専門検討会の 報告を受けて、 従来の器 

質性 、 心因性、 内因性の区分を 改め、 原則として、 国際疾病分類集 1 0 回改訂 

版 (I CD 一 l 0) 第 V 章 「精神および 行動の障害」に 分類される精神障害を 

対象とすることとしたものであ る。 

問 18 、 対象疾病として 国際疾病分類第 1 0 回修正版 (I CD 一 l 0) 第 V 章 「 精 

神 および行動の 障害」に分類される 精神障害とした 理由如何。 

( 答 ) 

I CD 一 l 0 を使用するのは、 世界保健機構 (WHO) が提唱しているもので、 

我が国でも広く 使用され、 ほぼ定着しているからであ る。 なお、 I CD 一 l 0 は 

統計調査 法 に基づき平成 6 年総務庁告示第 75 号として告示されている。 
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問 19  対象とする精神障害を ICD 一 l0 第 V 章 「精神および 行動の障害」とす 

こ る と について、 「原則として」としている 理由如何。 

( 答 ) 

我が国においては I CD 一 I 0 がほぼ定着しているといえるが、 中には米国精 

神医学会の診断マニュアル (DSM 一 IV) を使用する精神科医もおり、 この診断 

を 排除する趣旨ではないこと 及び I CD 一 l 0 においては、 例え ぱ 、 Fg ( 小児 

期に通常発症する 行動および情緒の 障害 ) 等のような、 およそ労災事案とはなじ 
まない疾病が 含まれており、 これらのものについては 対象疾病とはならないため 

であ る。 

問 20  I CD 一 l 0 診断ガイドラインとは 何か。 

( 答 ) 

l  I CD 一 l 0 診断ガイドラインは、 I CD 一 l 0 作成の専門家チームが 作成 

したもので、 I CD 一 l 0 に分類した各精神障害の 臨床面での特徴等を 紹介し、 

他の精神障害との 鑑別、 診断をする場合のいく っか のポイントを 示したもので 

あ る。 
2  I CD 一 l 0 診断ガイドラインは、 1 9 8 7 年に草案が発表され、 約 4 0 力 

国が参加した 実地試行に用いられ、 それらの実地試行の 成果が 1 9 9 0 年の 1 

CD 一 l 0 診断ガイドラインの 完成に生かされたものであ る。 

間 2l  I CD 一 l 0 によらない診断 名 による労災請求があ った場合の取扱い 如何。 

( 答 ) 

I CD 一 l 0 は我が国でも 広く使用され、 ほぼ定着していると い えるが、 仮に 

アメリカ精神医学会の 精神障害の診断と 分類の手引第 4 版 (DSM 一 IV) による 

診断 名 、 従来型の診断名答、 I CD 一ェ 0 によらない診断 名 での労災請求があ っ 

たとしても、 複数の精神科等の 地方労災医員による 合議等において I CD 一 Ⅰ 0 

の 診断 名 のどれに該当するかについて 検討を行 う こととなる。 
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問 22 対象とする精神障害を I CD 一 l 0 集 V 章 「精神および 行動の障害」とし 

ていながら、 主として業務との 関連が生ずる 可能性のあ る精神障害を I CD 
一丁 0 の F0 から F4 までに分類されている 精神障害としている 理由如何。 

また、 F5 から Fg に分類される 精神障害が本省協議事案となっている 理 

自如何。 

  

    臆封舟 

  
      
    
  
  
  
    
  
  

  

( 卒宰 ) 

I CD 一 l 0 分類 F5 から Fg に分類される 精神障害は、 具体的には、 F5 生 

理的 障害及 び 身体的要因に 関連した行動症候群、 F6 成人の人格及び 行動の障害、 
F7 知的障害、 F8 心理的発達の 障害、 Fg 小児 く 児童 ノ 期及び青年期に 通常発 

症 する行動及び 情緒の障害であ り、 これらについては 専門検討会の 報告書にもあ 
るとおり、 主として個人の 生育環境、 生活環境等に 基づくものであ り、 およそ 業 

務 との関連で発病する 可能性は少ないと 考えられるためであ る。 よって、 これら 

に分類される 精神障害について 労災請求された 場合には、 特に慎重な判断を 要す 
ると考えられることから、 本省協議事案としたものであ る。 

  
  
    

      
  

  

    

    

問 23  「精神障害の 診断は、 患者本人を双にしても 専門家の意見が 分かれること 

も 希でない」としているのであ れば、 精神障害発病の 有無の判断は、 生前に 
。 診断等を受けていない 場合と受けていた 場合とで同一に 取り扱うことができ 

るのか。 仮に、 調査を行っても I CD 一 Ⅰ 0 診断ガイドラインによる 判断が 

できない場合はど う 取り扱うのか。 

( 答 ) 

1  精神障害の発病の 有無に当たっては、 診断、 治療 歴 があ る場合には、 主治医 
0 間 診 、 検査及び患者周辺関係者からの 聴取等の資料から、 複数の専門家によ 
る 合議等により 確定診断することとしている。 

2  また、 診断、 治療 歴 がない場合には、 精神障害発病の 有無自体が問題になる 

ことから、 患者の家族、 友人、 同僚等からの 聴取によって 得られた具体的な 情 

報から、 複数の専門家による 合議等により、 I CD 一丁 0 診断ガイドラインに 

則り、 発病の有無、 具体的診断名 は ついて検討、 確定することとしている。 

3  なお、 複数の専門家による 合議等により 確定診断することから、 I CD 一ュ 

0 診断ガイドラインにより 判断できない 事案はないものと 考えているが、 仮に 

あ った場合には、 本省協議事案として 処理することとなる。 
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問 24  精神障害の発病時期はどのように 判断するのか。 

( 答 ) 

Ⅰ 主治医からの 国証や請求人及び 関係者からの 聴取その他の 資料から、 複数の 

専門家の合議等によって 検討し、 精神障害の発病時期を 最終的に確定してもら 

うこととなる。 
2  なお、 調査に当たって 発病時期を概略推定することが 必要となることから、 

治療 歴 のない事案については、 請求人等よりいつ 頃 から当該労働者の 精神あ る 

ぃは 身体の変調に 気付いたかについて 聴取した後、 精神科の地方労災医員の 意 

見 を聴いてから 調査する必要があ る。 
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( 業務による心理的負荷の 評価関連 ) 

問 25 平均的な心理的負荷の 強度は強度を 修正する視点に 基づき修正できるもの 

と考えるが、 修正の程度、 基準はあ るのか。 
  

( 答 ) 

1  平均的な心理的負荷の 強度は、 別表 1 に列挙されている 具体的出来事に 合致 

する場合については、 特段の理由がない 限り修正する 必要はないものであ る。 
しかしながら、 別表 1 に列挙されている 具体的出来事に 合致せず類推適用する 

場合、 例えば、 別表 1 では、 「会社にとって 重大な仕事上のミスをした」とい 
ぅ 具体的出来事があ るが、 請求事案が「単に 仕事上のミスをした」ということ 

であ れ ば 、 修正する際の 着眼事項に基づき 心理的負荷強度「 1 」、 「Ⅱ」、 「 m 」 

を 決めるものであ る。 
2  その際の考え 方は、 心理的負荷強度「 1 」は日常的に 経験する心理的負荷で 

一般的に問題とならない 程度の心理的負荷、 心理的負荷強度「Ⅲ」は 人生の中 

でまれに経験することもあ る強い心理的負荷、 心理的負荷強度「Ⅱ」はその 中 

間 に位置する心理的負荷であ るとの原則を 踏まえて決定されたい。 

 
 

 
 

  

  

  

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 

6
 

2
  

 



問 26  強度「 1 」が いくっ あ れば「 D 」になり、 また、 「Ⅱ」がいく っ あ れば「 m 」 

になるのか。 

( 答 )   

1  強度「 1 」は日常的に 経験する心理的負荷で 一般的に問題とならない 程度の 

心理的負荷、 強度「Ⅲ」は 人生の中で希に 経験することもあ る強 い 心理的負荷、 

強度「Ⅱ」はその 中間に位置する 心理的負荷と 位置づけられている。 

2  これらの強度は 多くのストレス 研究を基に作成されたものであ るが、 それら 

の 研究は、 あ る出来事を経験したときの 心理的負荷の 強度を例えば 1 0 0 点 満 

点のものさしで 現しているものであ るが、 その各々の点数は 絶対的なものでは 

ない。 

3  その意味するところは 1 00 点、 に近いものはショックが 大きく、 0 点に近い 

ものはほとんど 問題にならないとの 定義づけをした 上で、 例示された多くの 出 

来事を、 相対的な位置づけとして 点数に置き換えて 現されたものであ る。 した 

がって、 3 0 点のものが 3 個あ れば 9 0 点のものと同価値を 持つというような 

単純な比較ができないものであ る。 

4  また、 心理的負荷の 強度と発病時期との 関係は非常に 重要であ り、 判断指針 

では精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の出来事を 評価することとしているが、 

例えば強度「Ⅱ」の 出来事が続けて 起こった場合と、 強度「Ⅱ」の 出来事が 6 

か 月前に起こり、 発病双にまた 赴 こった場合とでは、 当該精神障害の 発病に与 

えた出来事の 評価は異なってくる。 後者の場合は 、 6 か 月前に起きた 強度「Ⅱ」 

の 出来事は、 本人の中で完全には 解消されていないまでも 相当程度納得整理さ 

れ、 心理的負荷強度としては 当初のよりは 相当小さいものになっている 可能性 

が 大きいからであ る。 

5  以上のことから、 強度「 1 」、 「Ⅱ」、 「Ⅲ」を単純には 比較できないので、 精 

神 障害発病双おおむね 6 か 月の間に、 当該精神障害の 発病に関与したと 考えら 

れる出来事が 複数認められる 場合には、 その各々の出来事の 相対的意味、 時間 

的 経過と当該精神障害との 関係について、 総合的に判断せざるを 得ない。 
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問 27  業務による心理的負荷の 強度の評価について、 「 強 」「 中 」「 弱 」の評価は出 

来事 別に評価するのか。 

( 答 ) 

心理的負荷の 総合評価は、 発病双おおむね 6 か 月の間に当該精神障害の 発病に 

関与したであ ろう出来事自体の 心理的負荷の 強度、 さらには出来事に 伴 う 変化等 

に 対処するための 心理的負荷を 各々検討し、 それらを併せて 総合評価し、 客観的 

に精神障害を 発病させるおそれのあ る程度の心理的負荷であ るか否かを検討する 
こととしている。 そして、 客観的に精神障害を 発病させるおそれのあ る心理的負 
荷であ ると認められる 場合には「 強 」と評価されるものであ るが、 これは、 当該 

精神障害の発病に 関与したと認められる 出来事の総体に 対して行われるものであ 
り、 出来事ごとに「 強 」「 中 」「 弱 」の評価を行 う ものではない。 
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問 30  特別な出来事等の 総合評価の極度の 長時間労働については、 「例えば数週間 

にわたり生理的に 必要な最小限度の 睡眠時間を確保できないほどの 長時間 労 

働 」とされているが、 数週間の間に 休日があ れば極度の長時間労働に 該当し 

  ないこととなるのか。 

( 答 ) 

原則として勤務を 要する日における 長時間労働について 評価するもので、 数週 
間の間に休日があ ったとしても 極度の長時間労働に 該当しないものではないが、 

勤務を要しない 休日が相当程度認められる 場合には、 「数週間にわたり 生理的に必 

要 な最小限度の 睡眠時間を確保できないほど」という 概念からははずれてくる 場 

合もあ り、 数週間という 期間内における 総合評価として 判断するものであ る。 

吉書では「発病の 6 か 月以上前から 続く常態的な 長時間労働」とされている 

が 、 最低限 6 か 月間の長時間労働を 必要とするものなのか。   

    

( 答 ) 

専門検討会報告書における「 6 か 月以上前から 続く」という 記述は、 最低限 6 

か 月間の長時間労働を 必要とする主旨ではなく、 「判断指針」にあ るとおり、 「 出 

来 事の発生以前から 続く恒常的な 長時間労働」として 取り扱われたい。 
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問 32  「特に過重」とは、 業務内容が困難で、 恒常的な長時間労働が 認められ、 
か つ 、 過大な責任の 発生、 支援・協力の 欠如等特に困難な 状態としているが 

そうであ るなら ぱ 「過大な責任の 発生、 支援・協力の 欠如等特に困難な 状態」 

という要件は、 不当に狭めているのではないか。 

( 答 ) 

1  専門検討会の 報告書では、 恒常的な長時間労働は 精神障害の発病の 準備状態 

を形成する可能性があ るとしているが、 恒常的な長時間労働が 認められればそ 

れ のみで精神障害を 発病させるおそれがあ ると一律に言い 切っているものでは 
なく、 職場における 心理的負荷要因として、 仕事の要求 ( 仕事の量、 仕事の質 ) 

のほか、 仕事の責任、 裁量性、 支援，協力の 欠如等が大きな 要因であ るとして 

いる。 

2  このようなことから、 判断指針では「特に 過重」であ るか否かを判断する 際 

の要件として「恒常的な 長時間労働の 存在」だけではなく「過大な 責任、 支援 

協力の欠如等」についても 判断する際の 要件としたものであ る。 
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問 33  人事院の「精神障害等の 公務災害の認定指針」では、 長時間労働について 

は 、 正規の勤務時間を 超えて、 週 数十時間まで 及ぶ過重な超過勤務等を 4 週 

間 以上にもわたって 行った場合としているが、 労働省では具体的な 数値を示 
さね い のか。 

( 答 ) 

「判断指針」では、 長時間労働が 認められる場合、 3 つの取扱いをすることと 

している。 

第二 は 、 出来事の発生以双から 続く恒常的な 長時間労働、 例えば所定労働Ⅰ き間 

が 午前 8 日きから午後 5 時までの労働者が、 深夜時間帯に 及ぶような長時間の 時間 

外 労働を度々行っているような 状態等が認められる 場合にはぐそれ 自体で、 別表 

1 の (2) の欄に よ る心理的負荷の 強度を修正すること 

第 2 は、 出来事の平均的な 心理的負荷の 強度の修正において、 恒常的な長時間 

労働は精神障害の 準備状態を形成する 要因となる可能性が 高いとされていること 

から、 恒常的な長時間労働が 認められる場合には 十分考慮すること 
第 3 は、 出来事によらず、 極度の長時間労働、 例え ぼ 数週間にわたり 生理的に 

必要な最小限度の 睡眠時間を確保できないほどの 長時間労働に ょ り、 心身の極度 

の疲弊、 消耗を来たし、 それ自体がうつ 病等の発病原因となるおそれのあ ・るもの 

ほ ついては、 総合評価を「 強 」・とすること 

など、 長時間労働については 十分な評価を 行 う こととしている。 
しかし、 具体的な数値については 医学的にも明らかとされていないことから 示 

すことは出来ないものであ る。 

 
 問 34  事故や災害の 体験などの出来事には、 その後の業務内容、 業務量の変化が 

認められないケースが 考えられるが、 その場合の業務に よ る心理的負荷の 総 
合評価はどのように 行さめか。 

( 答 ) 

出来事の発生直後 ( 数日以内 ) に精神障害を 発病した場合については、 出来事 
自体の心理的負荷の 強度が別表 1 で「Ⅲ」と評価され、 その出来事が 生死に関わ 

る事故への遭遇等心理的負荷が 極度と認められるか 否かによって 総合判断するこ 

ととなる。 
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問 35  業務上の傷病により 療養後、 おおむね 6 か 月の間に精神障害を 発病したも 
のについては、 療養の原因となった 災害についてのみ 評価すればよいことと 

なるのか。 

( 答 ) 

療養後精神障害の 発病までの間に、 発病に関与したと 考えられる業務に よ る 心 

  

  
  

  
  

理 的負荷を引き 起こすような 出来事がなければ、 そのようにして 差し支えない。 

問 36 業務による心理的負荷の 評価において、 6 か 月以前から常態としていじめ 
を 受けていた場合についてはどのように 評価するのか。 

( 答 ) 

1  心理的負荷の 評価期間は、 精神障害発病双おおむね 6 か 月の間の出来事を 評 

価対象としていることから、 おおむね 6 か 月の間にどのようないじめがあ った 

のかを具体的に 調査し、 総合的に評価されたい。 

2  なお、 調査に当たっては、 その ぃ じめが何時頃 から、 どのようなことから 始 

まったのか等についても 参考となることから 調査されたい。 

  

問 37  B Ⅱ 表 1 の「 (3) 出来事に伴 う 変化等を検討する 視点」のうち、 職場における 
人間関係についても 評価する場合があ るとされているが、 職場内の恋愛関係 
など業務とは 無関係なものも 考慮するのか。 

( 答 ) 

職場における 出来事であ っても、 その出来事の 内容、 経緯からみて、 業務によ 

る 出来事といえるか 否かほついて 検討し、 職場内で起きた 出来事ではあ るがおお 

むね個人の問題とされるものについては 考慮しないものであ る。  
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問 38  別表 1 で総合評価が「 強 」と評価された 事案については、 業務以外の心理 

的 負荷や個体側要因を 調査することなく 業務上と認定すべきであ ると考える 

がな 叫可 。 

( 答 ) 

1  あ る疾病が「業務上」と 認定されるには、 業務と当該疾病の 発症との間に 相 

当 因果関係 ( 業務起因性 ) が認められる 必要があ るが、 精神障害のように、 複 

数の要因が競合して 発症する疾病が「業務上」ときれるには、 業務要因が業務 

外 要因と比較して「相対的有力原因」であ ることを要する。 

2  精神障害は業務要因の 外に業務以外の 心理的負荷、 個体側要因が 複雑に絡み 

合って発症するとされることから、 当該精神障害が「業務上」と 認定されるに 

は、 その発症に当たって、 業務要因が業務以覚の 心理的負荷や 個体側要因と 比 

敵 して「相対的有力原因」であ ると判断されなければならない。 
3  具体的には、 精神障害の業務起因性の 認定に当たっては、 業務による心理的 

負荷以外に業務以外の 心理的負荷及び 個体側要因を 可能な限り調査し、 その上 
で 業務要因が「相対的有力原因」といえるか 否か判断するという 検討過程が不 

可欠であ る。 

4  したがって、 業務要因が「 強 」と認められたからといって 、 直ちに業務外妾 

因及び個体側要因について 評価する必要がないということにはならない。 
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( 業務以外の心理的負荷・ 個体側要因の 評価関連 ) 

問 39  業務以外の心理的負荷も、 業務に 26 心理的負荷と 同様に評価するとあ る 

が 、 別表 1 と 別表 2 は様式が違い、 同様な評価とはならないのではないか。 

( 答 ) 

1  別表 2 は別表Ⅰと異なり、 「心理的負荷の 強度を修正する 視点」「出来事に 伴 

う 変化等を検討する 視点」の欄がない。 その理由は、 職場以外の出来事の 詳細 

は本人あ るいは家族が 保有する情報であ り、 出来事の具体的内容、 出来事に伴 
ラ 変 ィヒ 等への対処に 係る心労を客観的に 評価しにくいからであ る。 したがって 、 

別表 10  「心理的負荷の 強度を修正する 視点」によって 修正された心理的負荷 

強度 ( 「 1 」「Ⅱ」「Ⅲ」 ) と別表 2 でこのような 修正手続きを 経ない心理的負荷 

強度 ( 「 1 」「Ⅱ」「 m 」 ) では同様な評価とならないことは 指摘のとおりであ る。 

2  ただし、 業務以外の顕著な 心理的負荷が 認められた場合については、 関係者 

からその具体的内容をできるだけ 聴取することによって、 別表 2 の場合におい 

ても 足 り表 1 のⅠきと同様、 出来事の具体的内容、 出来事の生じた 経緯等を勘案の 
上、 その心理的負荷の 強度を変更し 得るものであ ることから、 そのような手続 
きを踏んで修正された 別表・ 2 に係る心理的負荷強度については、 別表 1 の 心理 

的負荷強度と 同様な評価をすることができるものと 考えている。 

  

問 40 個体側要因についても 発病双おおむね 6 か 月を評価すれば よい のか。 

( 答 ) 

個体側要因については、 様々なことがあ って現在の状態を 形成しているのであ 

るから、 6 か 月に限るというものではない。 例えば、 その人の生活史 ( 社会適応 

状況 ) はたった 6 か 月で評価できるほど 単純なものではないし、 性格傾向につい 

ても同様のことが 言える。 このようなことから、 個体側要因については 出来る限 

り 長期間にわたり 幅広く調査した 上で評価を行 う べきであ る。 
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問 41 個体側要因の 精神障害の既往歴については、 あ まりに昔のものは 考慮すべ 

ぎではないとのことであ るが、 何年 位 前のものが対象となるのか。 

( 答 ) 

ェ 精神障害の既往 歴 が認められる 場合には、 個体側要因として 考慮することと 

なるが、 過去の精神障害のり 患のみをもって 重要な個体側要因とみるのは 必ず 

しも妥当でない 場合もあ り、 当該精神障害の 疾患名、 発病時期、 治 の 後の社会 

適応状 況等を総合して 慎重に判断する 必要があ る。 

2  精神障害の既往歴については、 一概には言えないが、 治の 後おおむね 5 年以 

上社会適応状況に 問題がな い 場合は、 当該精神障害の 再発ととらえる 必要はな 
い と考えるが、 具体的な評価に 当たっては、 複数の専門家の 合議によって 判断 

されたい。 

問 42 別表 2 に掲げられているような 具体的出来事が 把握された場合、 本人や家 

族 以外の関係者、 例えば借金の 貸し手、 世間的にまず い ことをした親類など 
に 対しても調査、 確認を行 う のか。 

( 答 ) 

当然、 事実確認を行 う 必要があ ると考えており、 客観的に判明する 資料等があ 
れば、 無用な調査まですることは 考えていない。 

なお、 事実確認の調査は 強制的な態度をもって 行わないように 留意する必要が 

あ る。 

問 43  本人側の要因として、 家族に精神障害患者がいる 場合、 無関係ではないと 

思われるが、 専門検討会報告書に 記述されている 家族歴を「判断指針」に 掲 

げなかった理由如何。 

( 答 ) 

家族歴は、 プライバシ一の 問題等があ ることから、 なかなか情報が 得にくいも 

のであ る。 家族に精神障害にり 患 した者がいるということは 遺伝要因の関係から 

時に重要な資料となるが、 その価値は絶対的なものではなく、 可能な範囲で 情報 

を 取ればよいとの 考えからであ る。 

一 269 一 



  

  

  

( 自殺関連 ) 

問 44 自殺における「故意」の 取扱い如何。 

 
 

( 答 ) 

1  労災保険法第 1 2 条の 2 の 2 第 1 項は、 労働者の故意による 死亡 は ついては 

保険給付を行わないとしている。 
2  自殺については、 「精神障害によって 正常な認識、 行為選択能力が 著しく阻害 

され、 あ るいは、 自殺行為を思いとどまる 精神的な抑制力が 著しく阻害されて 
いる状態」で 自殺したと認められる 場合には、 労災保険法第 1 2 条の 2 の 2 第 

1 項の「故意」によるものでないと 取り扱うこととしている。 

  

問 45  I CD 一 l 0 の F0 から F4 の業務上の精神障害に 躍っている者の 自殺は 

「原則として」業務起因性を 認めるとしているが、 この「原則として」の 意 
味 如何。 

( 答 ) 

「判断指針」の 第 6 の 1 で「 I CD 一 l 0 の F0 から F4 に分類される 多くの 

精神障害では、 精神障害の病態としての 自殺念慮が出現する 蓋然性が高いと 医学 
的に認められる」としたが、 一部に必ずしもそうとはいえな い 疾患も含まれて ぃ 

ることから「原則として」と 記述したものであ る。 

問 46  自殺が業務上と 認められる場合の 精神障害の範囲を 限定しているが、 これ 

以外の業務上の 精神障害にり 思 している者の 自殺は業務 外 となる趣旨か。 
また、 「検討する」とは、 具体的にどのような 点について検討するのか。 
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問 47  業務に よ る心理的負荷の 総合評価が「 強 」とならず、 当該精神障害の 発病 

に 関しては業務起因性は 認められなかった 者が、 その後も療養を 継続しなが 

ら 業務を続けており、 業務による心理的負荷が 認められ自殺に 至った場合に 

ついては、 どのように判断したらよいか。 
  

( 答 ) 

1  精神障害 ( 特にうつ病 ) による自殺については、 その症状が軽快したときに 

決行される場合が 多いが、 業務に 26 出来事を経験した 後に自殺に至ったとし 

ても、 当該出来事は 自殺を引き起こすきっかけにすぎないものと 一般的には 解 

されることから、 精神障害が業務に ょ 9 発病したと認められなければ、 精神障 

害による自殺も 業務起因性は 認められないものであ る。 

2  ただし、 精神障害発病後に 業務による極度の 心理的負荷を 引き起こすような 
出来事に遭遇し、 明らかにそれが 原因となって 自殺したといえる 場合には、 急 

性 ストレス障害等新たな 精神障害発病の 可能性を含めて 業務上外を検討する 必 

要があ る。 

問 48  業務上の精神障害が 治 の した後に再発した 場合には、 個体側の要因であ る 

既往歴という 業務 外 要因として評価されるのか。 

( 答 ) 

業務上の精神障害が 治 の した後再び精神障害が 発病した場合については、 発病 

のたびにその 時点での業務に よ る心理的負荷、 業務以外の心理的負荷及び 個体側 

要因を各々検討し、 業務起因性を 判断することとしているが、 業務上の精神障害 

の既往歴を個体側要因として 強く評価することとすると、 この業務上の 精神障害 

の 既往歴に 29 将来にわたって 業務上にならなくなる 可能性があ り、 このような 

場合、 業務上の精神障害の 既往歴は新たな 精神障害を理解する 上での参考とする 

ものであ る。 
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問 49 業務による心理的負荷により 精神障害の病態としての 自殺念慮が出現する 

蓋然性が高いと 医学的に認められる 精神障害を発病した 者が、 発病後治療等 

が 開始され、 相当期間経過した 後の自殺については、 療養の経過、 業務以外 

の 心理的負荷要因の 内容等を総合して 判断する必要があ るとされているが、 

「相当期間経過」の 具体的期間は 示せるのか。 

( 答 ) 

1  具体的に期間を 示すことはできないが、 自殺念慮を伴 う 精神障害でも、 当該 

精神障害発病後、 1 病 和朝 ( 精神症状が現れてから 正常の精神状態に 寛解する 
までの間。 各病相は 、 数週あ るいは数 か 月で寛解するのが 普通。 ) 以上経過後白 

殺した場合については、 治めぬ可能性や、 その経過の中での 業務以外の様々な 

心理的負荷要因の 発生の可能性があ ることから、 自殺が当該精神障害の 症状の 

結果と認められるかどうか、 療養の経過、 業務以外の心理的負荷要因の 内容等 

を総合して判断する 必要があ る。 

2  なお、 業務上の精神障害に よ り療養中の者が 極端に大きい 業務以外の心理的 

負荷を受けて、 明らかにそれが 原因となって 自殺したといえる 場合には、 急性 

ストレス障害等新たな 精神障害の発病の 可能性も含めて 業務上外を検討する 必 

要 があ る。 

  

問 50  業務上の傷病により 6 か 月を超えて療養中の 者が自殺した 場合、 精神障害 

0 発病の有無を 調べる必要があ るのか。 また、 症状が急変し 極度の苦痛を 伴 

っ た事実もなく、 精神障害の発病の 事実がなければ 業務 外 と判断することと 

なるのか。 

( 答 ) 

1. 6 か 月を超えて療養を 継続していた 者の自殺についても、 精神障害の発病の 
有無、 発病時期、 疾患名を明らかにする 必要があ り、 主治医からの 医 証や関係 

者 等の聴取その 他の資料から 複数の専門家の 合議等により 精神障害の発病の 有 

無等について 検討する必要があ る。 検討の結果、 精神障害を発病していないこ 

ととなれば業務 外 となるものであ る。 

2  なお、 請求人が当該業務上の 傷病を苦にして 精神障害を発病したと 主張して 

も 、 症状が急変し、 極度の苦痛を 伴 3 等生死に関わる 事故への遭遇と 心理的負 

荷の強度が同程度の 出来事があ ったとは認められず、 精神障害発病双おおむね 
6 か 月の間に業務による 心理的負荷が 認められない 場合については、 「ストレス 

一 脆弱性」理論によって 個体側要因が 有力な原因となって 発病したといわざる 

を 得ない。 
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問 51 いわ める「覚悟の 自殺」以覚の「精神障害を 伴わない自殺」はあ り得ると 

考えるのか。 
また、 あ り得ると考えた 場合、 「判断指針」ではど う 取り扱うのか。 「精神 

障害を伴わない 自殺」については、 過重業務と自殺との 因果関係が認められ 

れば業務上としてよ い のではないか。 

( 答 ) 

ェ 自殺に精神障害が 関与している 場合もあ るが、 人間の自殺行動の 中には必ず 

しも精神障害が 関与しない自殺もあ る。 
よって、 自殺の動機が 業務に関連するとしても、 本人の主体的な 選択による 

ものであ る限り、 一般的に「故意」の 自殺と言わざるを 得ない。 
2  なお、 労災保険法第 1 2 条の 2 の 2 集 1 項の規定により 故意による死亡にっ 
いては保険給付を 行わないとしているところであ り、 故意による自殺に 対して 

は 保険給付を行 う ことはできない。 
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( その他 ) 

 
 

問 52  精神障害の発病時期及び 疾患名等精神障害の 労災認定に当たって、 複数の 

専門家の合議等で 検討する理由如何。 また、 合議等の等とは 何か。 

( 答 ) 

1  精神障害の確定診断は 希ならず困難で、 専門家の意見が 分かれることも 少な 

くない。 特に自殺事案にあ っては、   医師の診断、 治療 磨 がない場合が 圧倒的に 

多く 、 得られた情報だけから 確定診断及び 発病時期を推測ずることは 極めて 困 

難であ る。 

したがって、 より客観的な 判断をするために、 主治医による 問診、 検査結果、 

患者周辺関係者からの 聴取その他の 資料から、 複数の専門家の 合議等に ょ り、 

疾患名、 発症 日 等について検討、 確定することとしたものであ る。 

2  なお、 合議「等」としたのは、 原則として複数の 専門家の合議の 場を設けて 
検討するものであ るが、 複数の専門家が 一堂に会することのできない 場合等に 

あ っては、 複数の専門家のそれぞれの 意見を提出してもらい、 結論を得るとい 
ぅ 方式もあ り得るので合議「等」としたものであ る。 
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問 53 ① P 署が管轄する A 社 B 支店に勤務していたが 精神障害を発病し、 以後 

治療を受けながら 休職・復職を 繰り返していたところ、 休職中 ( 入院 ) 

に Q 署が管轄する A 社 C 支店に人事異動となり、 勤務することなく 2 か 

月後に自殺した 場合 

② 上記経過で、 人事異動により 精神科に受診しながら A 社 C 支店に 2 か 月 

間勤務した後に 自殺した場合 

③ 上記②で、 精神障害の治療 歴 のな い 場合 

の管轄署は如何。 

@  P 署 Q 署   

A 社 B 支店 ( 人事異動 ) A 社 C 支店 
      
      
      
      
      

    
   

 
治
療
中
 

診
 

受
 

科
 

神
 

精
 

 
 

( 精神障害発病 ) ( 自 殺 ) 

 
 

  ( 答 ) 

1  ① 、 ②の場合については、 いずれも B 支店を管轄する P 署であ る。 

判断要件の (2) では、 「対象疾病の 発病双おおむね 6 か 月に客観的に 当該精神 

障害を発病させるおそれのあ る業務に ょ 6 強い心理的負荷が 認められること」 

としている。 
  

よって発病後ではなく、 発病双おおむね 6 か 月の間に当該精神障害の 発病に 

 
 

関与したと考えられる 業務によるどのような 出来事があ ったのかを評価するも 

のであ り、 自殺はその業務による 心理的負荷によって 精神障害を発病したと 認 " 

められる者が、 その症状の結果として 自殺を図った 場合には、 業務起因性の 可 

能性が出てくるものであ る。 

したがって、 精神障害を発病した B 支店を管轄する P 署 となるものであ る。 

また、 事業主責任という 観点からいっても、 B 支店を管轄する P 署であ る。 

2  ③の場合については、 A 社 C 支店を管轄する Q 署が調査を行い、 そ ・の結果 如 

何で事業主責任等について 判断することとする。 
また、 この場合については、 請求書受理の 際には上記の① 、 ②のように精神 

障害の発病時期が 明確でないため、 当該事案の業務上外の 決定を行 う ためには、 

当該事案における 精神障害の発病がどのような 出来事によって 引き起こされた 

ものであ るのかを自殺時から 遡って調査していく 必要があ る。 

また、 調査の結果、 A 社 B 支店での業務による 心理的負荷が 主因となって 精 

神 障害を発病したという 事実が認められた 場合には、 事業主責任については A 

社 B 支店が負い、 A 社 C 支店での業務に よ る心理的負荷が 主因となって 精神障 

害を発病した 場合には、 A 社 C 支店が負 う ものとする。 
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間 54  療養期間をおおむね 6 か 月から 1 年としている 根拠如何。 
なお、 1 年 6 か 月以上経過した 場合、 傷病補償年金移行にかかる 審査を行 

ぅ こととなり、 その場合は傷病等級 表 により行 う こととなるが、 傷病等級 表 

上の程度 ( 「精神に著しい 障害を有し」常に 介護あ るいは、 館目き介護、 常に 

労務に服する ) の判断はこれまで 器質 障害に伴 う 障害は事例が 多く、 その判 

断は困難であ るが行ってきたが、 器質 障害を伴わない 精神障害にかかわって 

は 、 経験が少ないため、 斉一性を確保するために 具体例を示すこと。 

( 答 ) 

1  精神障害の病相の 長さは様々であ り、 原因となった 業務によるストレス 要因 

を 除き、 治療を開始してからうつ 病にあ っては多くは 3 ～ 9 か 月、 神経症にあ 
ってはおおむね 数週間から 6 か 月とされている。 したがって業務によるストレ 

ス 要因を主因とする 精神障害にあ っては、 一般的には 6 か 月から 1 年程度の治 

療で 治 ゆする例が多いと 考えている。 
2  心理的負荷による 精神障害は、 脳挫傷等による 器質性 精神障害とは 異なり、 
その原因を取り 除き適切な療養を 行え ぼ 全治する場合が 多く、 業務上と認定さ 

れた精神障害が 工年 6 か 月を超えてさらにその 状態が 6 か 月以上続き回復する 
見込みがない 場合というケースは 基本的には生じないと 考えている。 

3  なお、 精神障害の傷病補償年金移行に 係る審査については、 昭和 5 2 年 3 月 

30 日付け 墓 登第 192 号川添の傷病等級認定基準により 処理し、 疑義が生じ 

た場合には適宜照会させることで 対応したりと 考えている。 
4  また ; 精神障害の治 め 認定に当たり、 後遺障害が残った 場合の障害等級の 問 

題については、 当面は、 現行の精神障害に 係る認定基準の 中で判断していくも 

  のとする。 なお、 精神障害の障害の 評価が現在の 医学的知見に 照らし現行の 考 

え方で問題がな い のかについて、 今後、 見直しに向けた 検討を行っていくこと 

としている。 

問 55 精神障害により 請求人が現在も 療養中と・い う ような場合には、 請求人に対 

する聴取は病状をさらに 悪化させるおそれもあ ると考えるが、 ・どのように 聴 

取を行ったらよいか。 

( 答 ) 

主治医に対し 請求人に対する 聴取の時期、 方法等について 十分に相談の 上、 行 

ぅ べきであ り、 聴取の実施が 困難な場合には、 請求人から申立書を 提出させるな 

どにより対応されたい。 
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問 56  フライバシ一の 保護に関して、 どの程度まで 考慮すれば よい のか。 

( 答 ) 

精神障害の業務上外を 判断するに当たっては、 業務以外の心理的負荷の 有無 や、 
その程度、 精神障害の既往 歴 等の個体側要因に 関する情報が 必要であ り、 当該 労 

勘者 等の プライバシ一に 係る事項に立ち 入らざるを得ないが、 収集された情報の 

中には、 当該労働者はもとより 関係者のプライバシ 一に関わる内容のものが 多く 

含まれていることから、 情報収集に当たっては、 当該労働者及び 関係者のプライ 

バ、 ン一 の 保護に十分配慮するとともに、 収集した情報の 管理には十分慎重を 期さ 

れた い 。 

問 57  業務上の疾病等の 療養中に発病した 精神障害は、 常規則別表 第 1 の 2 の 策 

何号に該当する 疾病となるのか。 

( 答 ) 

業務上の疾病等の 療養中に発病した 精神障害については、 一般的には併発疾病 

とは認められないことから、 有機溶剤中毒患者に 発病した精神障害のように 併発 

疾病として認めるに 足る特別な事情が 無く、 病苦等心理的負荷による 精神障害に 

ついては、 党規則別表 第 1 の 2 の業務上疾病の 当てはめにおいて 第 9 号の「その 

他業務に起因することの 明らか疾病」として 取り扱われたい。 

問 58  「判断指針」・における 精神障害等に 係る取扱いは、 通勤災害、 特別加入者 

ほ ついても同様の 取扱いとなるのか。 

( 答 ) 

1  「判断指針」は 業務による心理的負荷を 原因とする精神障害の 業務上汁を判 

断 するためのものであ るが、 通勤災害に伴 う 心理的負荷についても 通勤による 

疾病として、 当該指針を準用して 判断して差し 支えない。 
2  特別加入者の 精神障害等の 事案については、 業務遂行性が 認められる範囲が 

限定されることから、 心理的負荷を 十分審査し、 その範囲内における 判断指針 

によ る心理的負荷の 評価を行われた い 。 
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問 59 服・心臓疾患等の 認定基準における 業務に よ る継続的な心理的負荷を 評価 

するに当たり、 「判断指針」の 業務による心理的負荷の 強度の評価を 参考とし 

てよいか。 

( 答 ) 

1  業務による継続的な 心理的負荷 と脳 ・心臓疾患発症との 医学的因果関係を 明 

確に認める医学的知見は 確立していないものであ る。 

2  また、 「判断指針」における 業務による心理的負荷の 強度の評価は、 脳 ・心臓 

疾患といった 身体面の負荷を 評価するものではなく、 心理面の負荷を 評価する 

ためのものであ ることから、 「判断指針」の 心理的負荷の 評価については 脳 ・ 心 

臓 疾患事案を処理する 上で参考とならないものであ る。 
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